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令和元年第３回占冠村議会定例会会議録（第１号） 

令和元年６月18日（火曜日） 

 

○議事日程 

  議長開会宣告（午前 10時） 

  ◎所管事項に関する委員会報告（議会運営委員長） 

日程第１  会議録署名議員の指名について 

日程第２  会期決定について 

  ◎諸般報告 

   議長諸般報告 

  ◎村長行政報告 

日程第３  一般質問 

日程第４ 承認第１号 専決処分につき承認を求めることについて 

日程第５ 承認第２号 専決処分につき承認を求めることについて 

日程第６ 承認第３号 専決処分につき承認を求めることについて 

日程第７ 承認第４号 専決処分につき承認を求めることについて 

日程第８ 承認第５号 専決処分につき承認を求めることについて 

日程第９ 承認第６号 専決処分につき承認を求めることについて 

日程第10 承認第７号 専決処分につき承認を求めることについて 

日程第11 承認第８号 専決処分につき承認を求めることについて 

日程第12 承認第９号 専決処分につき承認を求めることについて 

日程第13 承認第10号 専決処分につき承認を求めることについて 

日程第14 承認第11号 専決処分につき承認を求めることについて 

日程第15 議案第１号 財産の無償貸付について 

日程第16 議案第２号 北海道市町村退職手当組合規約の変更について 

日程第17 議案第３号 北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の変更について 

日程第18 議案第４号 北海道市町村総合事務組合規約の変更について 

日程第19 議案第５号 占冠村過疎地域自立促進市町村計画の一部を変更することについ

て 

日程第20 議案第６号 占冠村森林環境譲与税基本条例を制定することについて 

日程第21 議案第７号 占冠村放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定

める条例の一部を改正する条例を制定することについて 

日程第22 議案第８号 占冠村介護保険条例の一部を改正する条例を制定することについ

て 

日程第23 議案第９号 占冠村有償旅客自動車運送事業の設置及び管理に関する条例の一

部を改正する条例を制定することについて 

日程第24 議案第10号 令和元年度占冠村一般会計補正予算（第１号） 
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日程第25 議案第11号 令和元年度村立診療所特別会計補正予算（第１号） 

日程第26 議案第12号 令和元年度占冠村公共下水道事業特別会計補正予算（第１号） 

 

○出席議員（８名） 

  議長  ８番 相 川 繁 治 君  副議長  １番 大 谷 元 江 君 

      ２番 藤 岡 幸 次 君        ３番 五十嵐 正 雄 君 

      ４番 山 本 敬 介 君              ５番 下 川 園 子 君 

      ６番 小 林   潤 君       ７番 児 玉 真 澄 君 

 

○欠席議員（０名） 

 

○出席説明員 

（長部局）     

占 冠 村 長 田 中 正 治  副 村 長 松 永 英 敬 

会 計 管 理 者 伊 藤 俊 幸  総 務 課 長 多 田 淳 史 

企 画 商 工 課 長 三 浦 康 幸  地 域 振 興 対 策 室 長 藤 田 尚 樹 

農 林 課 長 平 岡   卓  林 業 振 興 室 長 根 本   治 

建 設 課 長 小 林 昌 弘  住 民 課 長 小 尾 雅 彦 

福祉子育て支援課長 木 村 恭 美  ト マ ム 支 所 長 平 川 満 彦 

総 務 担 当 主 幹 阿 部 貴 裕  職 員 厚 生 担 当 主 幹 森 田 梅 代 

財 務 担 当 主 幹 鈴 木 智 宏  企 画 担 当 係 長 佐々木 智 猛 

商 工 観 光 担 当 係 長 橘   佳 則  農 業 担 当 係 長 杉 岡 裕 二 

林 業 振 興 室 主 幹 髙 桑   浩  建 築 担 当 主 幹 嵯 峨 典 子 

環 境 衛 生 担 当 主 幹 後 藤 義 和  戸 籍 担 当 係 長 竹 内 清 孝 

国 保 医 療 担 当 主 幹 上 島 早 苗  保 健 予 防 担 当 主 幹 岡 本 叔 子 

村 立 診 療 所 主 幹 小 瀬 敏 広  社 会 福 祉 担 当 主 幹 野 原 大 樹 

介 護 担 当 主 幹 細 川 明 美  子 育 て 支 援 室 主 幹 石 坂 勝 美 

（教育委員会）     

教 育 長 藤 本   武  教 育 次 長 合 田   幸 

学 校 教 育 担 当 主 幹 松 永 真 里  社 会 教 育 担 当 主 幹 蠣 崎 純 一 

（農業委員会）     

事 務 局 長 平 岡   卓    

（選挙管理委員会）     

書 記 長 多 田 淳 史    

（監査委員）     

監 査 委 員 木 村 英 記  監 査 委 員 児 玉 眞 澄 

事 務 局 長 岡 崎 至 可    
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○出席事務局職員 

事 務 局 長 岡 崎 至 可  主 事 久 保 璃 華 
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開会 午前10時00分 

 

◎開会宣言 

○議長（相川繁治君） ただいまの出席議員は

８人です。定足数に達しておりますので、これ

から令和元年第３回占冠村議会定例会を開会し

ます。 

 この際、当面の日程等について、議会運営委

員長の報告を求めます。 

 議会運営委員長、山本敬介君。 

○議会運営委員長（山本敬介君） ６月10日に

開催しました議会運営委員会のご報告を申し上

げます。今期定例会における会期は、本日18日

から19日までの２日間といたします。議事日程、

日割りについては、あらかじめお手元に配布し

たとおりです。以上で報告を終わります。 

 

◎開議宣告 

○議長（相川繁治君） これから、本日の会議

を開きます。 

 

◎議事日程 

○議長（相川繁治君） 本日の議事日程は、あ

らかじめ、お手元に配布したとおりです。 

 

◎日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（相川繁治君） 日程第１、会議録署名

議員の指名を行います。 

 今期定例会の会議録署名議員は、会議規則第

124条の規定により、議長において、１番、大谷

元江君、２番、藤岡幸次君を指名いたします。 

 

◎日程第２ 会期決定 

○議長（相川繁治君） 日程第２、会期の決定

の件を議題とします。 

 お諮りします。 

本定例会の会期は、本日から６月19日までの２

日間としたいと思います。これにご異議ありま

せんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（相川繁治君） 異議なしと認めます。 

 したがって会期は、本日から６月19日までの

２日間と決定しました。 

 

◎諸般報告 

○議長（相川繁治君） これから諸般の報告を

行います。 

 事務局長。 

○事務局長（岡崎至可君） 審議資料の１ペー

ジをお願いします。１、今期定例会に付議され

た案件は承認第１号から議案第12号までの23件

です。 

議員提案による案件は決議案第２号から意見

書案第５号の６件です。 

審議資料の２ページをお願いいたします。説

明のため出席を要求したところ、通知のあった

ものの職及び氏名は、村長以下記載のとおりで

す。 

令和元年第２回臨時会以降の議員の動向は、

５月15日正副議長就任挨拶から記載のとおりで

す。 

審議資料の６ページから７ページは、平成30

年度平成31年４月分の例月出納検査結果です。

審議資料の８ページから９ページは、令和元年

度平成31年４月分の例月出納検査結果です。以

上です。 

○議長（相川繁治君） これで諸般の報告を終

わります。 

 

◎村長行政報告 

○議長（相川繁治君） 村長から行政報告のた

め、発言を求められておりますので、その発言

を許可します。 

 村長。 
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○村長（田中正治君） 議長のお許しをいただ

きましたので行政報告をさせていただきます。

審議資料の４ページをお願いいたします。まず、

報告事項でございますが、配布しました報告用

紙をご覧いただきたいと思います。 

報告事項、(1)根室本線対策協議会の協議状況

についてご報告をさせていただきます。６月４

日、富良野市で行われた第１回アクションプラ

ン実行委員会と令和元年度根室本線対策協議会

の総会に出席いたしました。 

今回新たに設置された根室本線アクションプ

ラン実行委員会は、根室本線（滝川市～新得

町）沿線市町村長、上川・空知・十勝総合振興

局長及びＪＲ北海道により構成され、根室本線

を維持・活性化するために策定したアクション

プランをＪＲ北海道と地域が一体となって取り

組むために設けられたものでございます。 

具体的な取組につきましては、作成されたア

クションプランに基づき、各市町村の企画担当

課長等で組織する幹事会で協議しながら取り進

めていく予定となっております。なお、北海道

が２億円を拠出し、維持困難路線となっている

関係市町村の駅所在市町村が、このうち３割を

一定の算定方法に基づき北海道へ納付すること

で調整が進んでいます。 

その後行われた総会では、国土交通省からの

監督命令に基づきＪＲが作成する2019年から２

年間の事業計画を遂行するにあたり、ＪＲ北海

道の極めて厳しい経営状況に対する緊急的かつ

臨時的な支援について情報提供がなされました。 

支援の具体的な内容は、ＪＲが路線存続をめ

ざす滝川から富良野間の各沿線市が合計550万円

を支援するというものであり、現在不通となっ

ている南富良野町と新得町及び根室本線の停車

駅がない本村においての財政負担はございませ

んでした。 

根室本線は、全線がつながっていることで、

その機能を果たせるものと考えており、通院・

通学など住民の足としての役割のほか、災害時

の代替ルート、物流、そして富良野、トマム、

十勝を結ぶ広域観光ルートの形成などにおいて

重要な役割を果たすものであることから、今後

も滝川から富良野間のみならず、滝川から新得

間全ての維持存続に向け、関係市町村・関係機

関と連携を図りながら努力してまいります。 

 次に２の主な用務でございますけれども、５

月12日以降記載のとおりでございます。審議資

料５ページ、３の入札でございますけれども、

記載のとおり、５件の入札の執行をしておりま

す。以上で行政報告を終わらせていただきます。 

○議長（相川繁治君） これで行政報告は終わ

りました。 

 

◎日程第３ 一般質問 

○議長（相川繁治君） 日程第３、一般質問を

行います。 

○３番（五十嵐正雄君） 議長、３番。 

○議長（相川繁治君） ３番、五十嵐正雄君。 

○３番（五十嵐正雄君） 議長の許しを得まし

たので、一般質問をいたします。まず、村有林

の林産物の管理の問題についてであります。今

までは、村として村有林の間伐事業の実施を主

体に、この間、実施されてきましたけれども、

昨年から村では、新たな森林施業を取り入れて

森づくりを推進してまいりました。この施業で

伐採される立木は、択伐方式により実施される

ものであります。伐採された立木が間違いない

かを確認するため、根極印を打つことが求めら

れております。 

また、新たな事業体の参入もあると聞いてお

ります。誤伐や盗伐等の事故を防ぐために、「占

冠村有林野産物極印条例」により管理体制の強

化が求められております。まずこのへんについ

て村長の考えをお伺います。 
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○議長（相川繁治君） 村長。 

○村長（田中正治君） 五十嵐議員のご質問に

お答えをいたします。占冠村有林野産物極印条

例においては、適正な村有林管理のために必要

な事項として、村有林野産物に使用する極印の

種別、村有林材処分の際に使用する具体的な使

用方法、一般的な立木以外、倒木・誤伐等への

使用方法、伐採後の伐根検査・跡地検査への使

用方法、これらを適切に実施するための極印の

管理及び授受簿の備え付け等、取扱いについて

規定をしているものです。これまで、村有林の

森林施業は、職員の実行により立木調査等を実

施し、伐採から販売に至る業務については、森

林組合や村内事業体へ委託のうえ実施しており、

職員による直営実行が作業の大部分を占めてい

ることなどから、実質的に誤伐等の恐れが少な

い傾向にあったと考えています。 

一方、昨年度試験的に実施した天然林施業で

は、立木調査から販売に至る重要なプロセスの

大部分において、村外の林業関係者による森林

施業が実施されました。このような状況を踏ま

え、今後の村有林管理においては、誤伐・盗伐

などの防止はもとより、重要な村民財産である

村有林の適正な管理に向けた対策が一層求めら

れるものと認識しているところでございます。

今後の村有林管理においては、今一度、占冠村

有林野産物極印条例を踏まえ、適切な極印管理

に向けて極印授受簿の適正な整理を図るととも

に、実行段階における措置として、立木等の調

査方法における極印の使用方法や、極印自体の

保管等に関する職員意識の向上に努めてまいり

たいと考えております。 

○議長（相川繁治君） ３番、五十嵐正雄君。 

○３番（五十嵐正雄君） 今、村長から答弁あ

りましたように、この規定に基づいて今後はき

ちんと管理していくということであります。 

一つ気になっているのは、当然、造材をすれ

ば択伐地ですから、支障木等が事前に分かる、

または実際に実行した結果、造材等による集材

または伐倒によって、新たな支障木等も発生さ

れることが想定されるわけです。それらについ

ても、きちんと極印を打って調査をして、代金

をいただくものはいただくということをきちん

とやっていかなければ、後で村民が造材箇所を

見たときに、これは売った木なのか売ってない

のか、そういったものが分からないということ

になれば、いろいろな問題が発生するわけです。

そのへんについても、この規定に基づいて、き

ちんとした調査がされていかなければならない

と考えております。そのへんについて、当然き

ちんとやっていくということであろうと思いま

すが、村長の考え方を伺います。 

○議長（相川繁治君） 村長。 

○村長（田中正治君） 支障木処理についての

ご質問でございますけれども、事業実施にあた

って調査木以外の支障木等の発生というのは必

ずあるかと聞いております。そうした場合、必

ず職員の立ち合いで調査、あるいは伐採後の調

査、跡地検査、料金も含めて、議員がご指摘の

ように村民の財産をきちんと守るという立場で

そういった支障木の処理についても実行してま

いりたいと考えておりますのでよろしくお願い

いたします。 

○議長（相川繁治君） ３番、五十嵐正雄君。 

○３番（五十嵐正雄君） 新たな事業で進めて

いくということですから、いろいろな問題が想

定されると思いますけれども、いずれにしても

林産物の調査規定に基づいて、村のほうでもき

ちんと取り組んでいくということであります。 

併せて気になっているのは、この新たな施業

の中で、択伐方式として被害木等についても積

極的に伐採をして、そこに日を当てて新たな更

新等の発生等を求めてやっていくと。これらに

ついては、それはそれで大変良いことだと思っ
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ていますけれども、気になるのは、被害木は一

律に伐採するということではなくて、当然、穴

の開いた木の中にはエゾモモンガとか、それか

らクマゲラ等の営巣等が確認されれば、たとえ

被害木であっても伐採するというわけにはいか

ないわけであります。ですから、そのへんにつ

いても十分配慮された形の中で、極印が打って

あるからなんでも切ればいいというわけではな

いので、そのへんについては当然、この事業を

実行するにあたって配慮がされていると思って

いますけれども、そのへんについて再度確認を

しておきたいと思います。村長の考え方を伺い

ます。 

○議長（相川繁治君） 村長。 

○村長（田中正治君） 天然林の伐採が今後増

えてくるという中にあって、議員がご心配の自

然動植物に対する配慮という部分では、職員の

調査時に分かった場合にはそういった配慮をす

ると。併せて事業者に対してもそういった箇所

を発見した場合については、保護するという配

慮をするように私からも職員を通して伝えてま

いりたいと思いますのでご理解をお願いいたし

ます。 

○議長（相川繁治君） ３番、五十嵐正雄君。 

○３番（五十嵐正雄君） この新たな事業につ

いては、雇用を含めて、また、新たな事業体等

を育成していくということで、うちの村の大き

な、これからの林業発展に向けて重要な取組み

だと理解しております。今指摘してきたことも

含めて、ぜひ、この事業が多くの村民の人たち

に理解を得られるようなことで、より進めてい

ただくことを強く求めておきたいと思います。 

次に、２点目の問題です。占冠地区の集落対

策の取組みです。既にトマム等でも十分取組ま

れて、少しずつ成果が出てきているところです。

心配しているのが占冠地区の集落対策の問題で

あります。広報等でも流れているように、６月

３日から７月31日にかけて各地区３件程度、合

計20件程度の聞き取り調査が職員を中心にして

行われるということであります。住民の声を何

件か聞いて、それで新たな対策、点検をやって

いくと言われておりますけれども、当然、これ

についても占冠地区で実施されていることであ

りますが、聞き取り調査のみで実行性のある方

向が生まれてくるのか、その方針は確立される

のか大変心配しているところです。 

やることそのものは否定するものではありま

せんけれども、やる職員も実は大変な任務を負

わされている形になります。２件や３件をどう

いう人のところに行くのか、よく喋る人の家に

行けば、いろいろな意見を聞けますけれども、

ものを言わない思いのある人の声を聞くという

ことは大変難しいことで、はたして実行性のあ

る方向性が出るのか、大変心配しているところ

です。商店問題・商業問題・買い物対策等の具

体的な取組みが、今必要だと占冠地区の集落対

策は思っているわけですけれども、そのへんに

ついて村長の考え方を伺います。 

○議長（相川繁治君） 村長。 

○村長（田中正治君） 占冠地区の集落対策の

取組みについてのご質問にお答えをしたいと思

いますけれども、今回の集落対策方針の再点検

にあたって行うヒアリングは、住民の皆様から

真に必要性がある政策が何かを聞き取るのが主

たる目的でございます。ご指摘の占冠地区につ

いては、地域住民からの聞き取りのみならず、

商店や事業者からの聞き取り調査も行うという

ことで現在考えておりまして、買い物対策や地

元事業者支援対策のヒントを得たいと考えてお

ります。以上です。 

○議長（相川繁治君） ３番、五十嵐正雄君。 

○３番（五十嵐正雄君） 確かに今回の取組み

についても、必要なことだとは思っているわけ

ですけれども、こういった取組みが集落対策の
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方針を作ったときにも、それぞれ地域に入って、

何人かの住民の皆さんが集まってきて、その意

見を聞いて集落方針を立ててこの間取り組んで、

中間年にあたるということで、再度、地区の２、

３件くらいの、多少増減はありますけれども、

そこの家庭に入って住民の声を、直接生の声を

聞いて集落対策の方針施策の点検を図って、方

針を立てていくという話であります。 

確かにそういった取組みは必要だとは思うわ

けですけれども、なかなか成果として出てきて

いないと、こういう形です。当然10年経てば、

10年新たな年を取るということで、その集落は

ますます高齢化が進行してくるという形であり

ます。「座して死を待つより打って出よ」という

言葉があります。つまり、やはり具体的に思い

きった施策を打つことによって刺激を与えて、

集落対策を地区の中で進行していくことも必要

だと考えています。 

住民の声を聞いてやることも必要ですけれど

も、なかなかそういった具体的な成果が表れて

こない状況の中、でもう一方では高齢化が進ん

でいく。そういったことがうちの村は進行して

いる。特に、占冠地区については進行していく

わけです。店についても、インターチェンジ、

サービスエリアで商売をしていくことによって

生活は成り立っているけれども、商店としては

売れないからなかなか生鮮食料品も仕入れるこ

とが大変厳しいと、そういう状況の中で、はっ

きり言ってしまえば、疲弊しているような状況

にきて、店すら存続できないということも今、

生まれてきているわけです。 

そういった意味では、やっぱり思いきった施

策を打たなかったら、ただ単に住民の声を聞い

ていくだけでは厳しいなと思っているわけで、

先ほど言ったような言葉を出したわけです。そ

のへんについて今回、調査をしているわけです

から、当然それをやる担当職員は、かなり決意

をしてそういった調査が進められるということ

を期待していますけれども、ぜひ、具体的な方

針が作られて住民が納得して、「よし、こういう

地域を作っていこう」という村も含めたものが

出てくることを期待しているところですけれど

も、再度そのへんについて村長の考え方を伺っ

て終わっていきたいと思います。 

○議長（相川繁治君） 村長。 

○村長（田中正治君） 方針の策定も必要だけ

れども、具体的な取組みも急がれているんだと

いうご質問かと思います。トマム地区の例を挙

げますと、トマムの地域カフェ、トマムスタン

ドもこの集落対策方針の議論の中から生まれて

きたものでございます。占冠地区においても、

住民の皆様との真摯な協議の中で、特に早急に

取り組むべき課題として合意に至ったものにつ

いては、行政と住民が一体となって、早急に課

題解決に向けて取り組んでいきたいという心構

えでございます。 

占冠地域には企業者が数件いらっしゃいます

し、エゾシカの「森のかりうど」、あるいは、木

工の「しもかぷ工房」、それからデザイン等を取

り上げている「日月社」や、地域カフェの一部

を担っています「みちくさ」だとか、こういっ

たいろいろな芽はあろうかと思いますので、議

員がご心配の商店を含めて、トマムの二の舞と

いうか、同じ状況にならないような取組みを、

ぜひ村としても進めてまいりたいと考えており

ますので、よろしくお願いをしたいと思います。 

○６番（小林 潤君） 議長、６番。 

○議長（相川繁治君） ６番、小林潤君。 

○６番（小林 潤君） 議長のお許しを得まし

たので、一般質問をさせていただきます。私か

らは、村道双珠別線等の補修についてでござい

ます。 

まず１つ目でございます。村道双珠別線の起

点、これは双民館前にあたります、そこから
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0.5kmと3.1km付近に、中央白線沿いに凍結によ

る陥没、亀裂が生じています。この場所は過去

にも補修した形跡が残っております。凍結によ

る影響の出やすい箇所と思われますが、このま

ま放置すれば陥没、亀裂が拡大し、車の安全走

行に支障をきたす恐れがあります。この箇所の

補修をする予定があるのかお伺いいたします。 

○議長（相川繁治君） 村長。 

○村長（田中正治君） 小林議員のご質問にお

答えをいたします。村道双珠別線の補修につい

てでございます。議員がご指摘の場所につきま

しては、今年度の予算で執行する修繕予定箇所

になっております。しかしながら、道路中央部

だけではなく側溝側も舗装面に亀裂が生じてい

ますので、修繕の範囲を検討し、今年度対応し

てまいりたいと思っております。以上です。 

○議長（相川繁治君） ６番、小林潤君。 

○６番（小林 潤君） ただいま修繕箇所の関

係で、村長のほうから私が指摘した場所の陥没

以外にも側溝部分にも補修する箇所があり、今

年度の修繕費の中で補修していってもらえると

いう答弁でしたので、納得いたしました。 

続きまして、中央地区、道道沿いの診療所の

案内看板を設置している付近に、村の下水道の

マンホールが設置されております。マンホール

は道道の歩道に設置されており、凍結により周

りのインターロッキングブロックに不均一な隆

起が見られます。ここは勾配もついており、歩

行に支障をきたす恐れがあります。危険防止の

ため、早急に道に確認し、その対応を村長はど

う考えるのか伺います。 

○議長（相川繁治君） 村長。 

○村長（田中正治君） 道道沿いの歩道におけ

る危険箇所ということで、修繕についてご質問

がございました。６月11日に建設課で現地を確

認させていただき、旭川建設管理部富良野出張

所に状況説明を行い、現況写真も合わせて送付

いたしました。北海道からは６月28日に修繕を

行う予定との回答がありますので、修繕完了ま

でもう少々時間をいただきたいと思います。 

修繕完了までの対応として段差を解消するた

め、ブロック等を撤去し、砂を入れたり、整地

を行い、歩行に支障がないような対応も検討さ

せていただければと考えております。以上です。 

○議長（相川繁治君） ６番、小林潤君。 

○６番（小林 潤君） ただいまの村長の答弁

により、今、私が指摘した箇所を早速写真に撮

って道に報告し、道からは６月28日に補修する

というような回答を得られたという確認がされ

ましたので、私からは質問を終わりたいと思い

ます。 

○１番（大谷元江君） 議長、１番。 

○議長（相川繁治君） １番、大谷元江君。 

○１番（大谷元江君） 議長のお許しを得まし

たので、何点か質問させていただきます。質問

の１でございます。災害時における企業協定に

ついてお伺いいたします。 

昨今、異常気象により自然災害が全国的に多

発しております。北海道でも、昨年の胆振東部

地震が最も大きな災害でしたけども、それによ

ってブラックアウトになるなど予想外の事態が

発生しております。占冠においても２年前にな

りますか、トマム地区が災害にあいました。そ

の時の災害においても、いろいろなことが発生

していると思います。災害時における企業協定

というものが、前村長の時に結ばれているとお

聞きしております。その企業協定はどのような

内容の協定を結ばれているのか、また、新聞等

で把握しておりますけれども、どの企業と協定

を結んでいるのかお伺いしたいと思います。 

○議長（相川繁治君） 村長。 

○村長（田中正治君） 大谷議員のご質問にお

答えをいたします。まず、災害時における企業

協定についての件でございますけれども、災害
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時における企業、民間団体との応援協定につい

ては、本年６月の時点で北海道電力、建設業協

会など12団体と締結をしております。その内容

につきましても、締結団体の所掌分野に応じて、

ライフライン復旧、物資供給、避難収容など多

岐に渡っています。直近では、ヤフー株式会社

との間で災害時の情報通信に関する協定を締結

したところですが、近年のスマートフォンなど

の情報伝達ツールの進展、普及により災害時に

おける情報の発信、提供に関する事項は必要不

可欠となってきております。 

民間企業は専門的な技術や知識、資機材など

を有していることから、さまざまな企業と協定

を締結することは本村の復旧活動の遂行に必要

と考えられますので、今後においても締結に向

けた取組みを継続してまいります。以上です。 

○議長（相川繁治君） １番、大谷元江君。 

○１番（大谷元江君） いろいろなところと協

定を結んでいるということですけれども、住民

にどのような協定を結んでいるのか、住民に直

結する部分の公表が必要かと思うんですけれど

も、例えばセブンイレブンとも協定を結んでい

ると伺っておりますが、それはどのように住民

に波及、影響するのかということも公表してい

ただきたいと考えております。 

また、占冠村内の中での企業もいろいろとあ

ると思いますけれども、そことの企業協定は結

ばれているのか伺います。 

○議長（相川繁治君） 村長。 

○村長（田中正治君） まず、最初の住民周知

の件で、災害協定に基づく支援の内容でござい

ますけれども、災害時における現状においての

支援要請を協定先にするものでございますので、

多岐に渡っているということもありまして、改

めてその住民周知をしているという状況にはな

っておりません。 

次に、村内における協定でございますが、建

設業協会、あるいは災害時における燃料供給の

ために、まだ協定を締結しておりませんけれど

も、ガソリンスタンドは３か所ありますので、

これらの提供。村内でいけばもう１件ありまし

た。占冠郵便局との災害時の相互協力関係とい

うことで具体的に結んでおります。民間の中で、

直接村内に関係しているのが占冠郵便局、それ

からネクスコ東日本帯広管理事務所、高速道路

の関係ですね。それから占冠建設業協会という

状況になっております。 

このほか、観光庁自治体関係の協定も９団体

ございまして、北海道、それから北海道市長会、

北海道町村会、あるいは隣町の日高町だとか、

上川管内では全町村が広域防災に関する協定と

いうことで上川の絆19といった協定もできてご

ざいまして、協力関係を築いてございます。以

上です。 

○議長（相川繁治君） １番、大谷元江君。 

○１番（大谷元江君） 村内企業もいろいろと

結ばれているということでございますが、トマ

ム災害の時に断水によってお風呂に入れないと

いう事態が発生しておりまして、その時に自衛

隊も協力という形で入っておられたんですけれ

ども、湯の沢温泉にお風呂に入りに来られた方

がトマム地区の住民でいらしたんですね。その

時に同じ地元なのに災害があったということが

知らされてなくて、役場の職員の方が自衛隊の

方には協力していただいているということで、

お風呂普通に無料で入れていただけないかとい

う要請がありましたけれども、住民に対しての

援助がなかったように思うんですね。災害が起

こった時に、村内の事業所にそういう要請があ

れば、もっと住民に援助ができるのではないか

と考えるのですが、そのへんの考えを村長に伺

います。 

○議長（相川繁治君） 村長。 

○村長（田中正治君） 議員がおっしゃってい
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るのは28年の大雨災害の時だと思います。確認

しなければ正確ではありませんけれども、聞い

ている話としては、入ってもらって後で村がそ

の料金を支払っているということで整理をさせ

てもらっているようなんですけれども、一部ど

ういった方がどうされているというのは詳細に

調査していませんので、基本的には湯の沢温泉

に入ってもらって、その料金については村が支

払うということで整理はしていたということで

ございます。 

○議長（相川繁治君） １番、大谷元江君。 

○１番（大谷元江君） 後で整理はされている

ということのようですけれども、その前に協定

が結ばれていれば、受ける側としてはすんなり

事が進むのではないかと思うのですが、そうい

う考えはないのでしょうか。 

○議長（相川繁治君） 村長。 

○村長（田中正治君） 公の施設については、

当然、村としてそういった災害時における利用、

使用については支援するものだと考えておりま

すし、そういうふうにしていきたいと思ってお

ります。公の施設として指定管理をしているわ

けですから、そういった対応は協定というより

も、当然やるべき姿かなと理解をしております。

以上です。 

○議長（相川繁治君） １番、大谷元江君。 

○１番（大谷元江君） 村側としての指令の体

制は分かるのですが、それをどのように住民に

周知していただけるのかということです。温泉

だけではないと思うのですが、分からないで行

ってお金を払いました、後からもらいました、

それは良いのかもしれませんけれども、そうい

うときにはこういう支援がありますよと住民に

周知されるのが普通かなと思うんですが、その

へんはいかがでしょうか。 

○議長（相川繁治君） 村長。 

○村長（田中正治君） 災害における事案とい

うのは、さまざまな事案があって、それぞれの

ケースが想定されます。それらをすべて事前に

こうしてください、ということについては、な

かなか難しいんだろうなと。当然、被災された

ときにはそういったものをきちんと住民にお知

らせをするという体制は村として取りたいと考

えております。以上です。 

○議長（相川繁治君） １番、大谷元江君。 

○１番（大谷元江君） ではそのように対応し

ていただきたいと思います。 

では質問２に移らせていただきます。ファミ

リーサポートの中の「チャイルドシート」につ

いてお伺いいたします。平成29年度において、

私が議員になったときに質問させていただいて、

29年度において購入されております。チャイル

ドシートというものが一度広報等に載りまして

村民には周知されていますが、その後の貸出等

の経過についてお伺いしたいと思います。貸出

と利用状況について伺います。 

○議長（相川繁治君） 村長。 

○村長（田中正治君） チャイルドシートの貸

出と利用状況についてのご質問でございます。

平成29年度の貸出については、３名で５回、平

成30年度の貸出については、２名で２回でござ

います。また、１回あたりの利用日数は平均し

ますと、6.57日となっております。以上です。 

○議長（相川繁治君） １番、大谷元江君。 

○１番（大谷元江君） 利用されているという

ことが分かりました。これは１台だけの購入に

留まっているということだと思うのですが、増

やす気持ちはないのでしょうか。 

○議長（相川繁治君） 村長。 

○村長（田中正治君） 貸出台数のご質問かと

思いますけれども、広報しむかっぷの平成29年

７月号、それから平成30年４月号においてチャ

イルドシート貸出事業の周知を行ってまいりま

したけれども、過去２年間の貸出実績を見ても、



12 / 79 

先ほど答弁したとおりの件数で、多くないこと

から追加購入につきましては現在予定をしてお

りません。 

○議長（相川繁治君） １番、大谷元江君。 

○１番（大谷元江君） 追加購入しないという、

人口も少ないですし、道内に住んでらっしゃる

家族が多いということで、利用するということ

も少ないのかなと理解はいたします。お子さん

がいる家庭には不要になったチャイルドシート

があるかなと思うんですが、そういうものを譲

渡募集ということはしないのかも、重ねてお伺

いいたします。 

○議長（相川繁治君） 村長。 

○村長（田中正治君） 不要のチャイルドシー

トの譲渡でございますけれども、これまでの利

用者数からみても既存のもので事業を実施して

おりますから、譲渡募集については現在予定を

しておりません。 

チャイルドシートの標準使用期間が５年ある

いは８年、10年と分かれているようでございま

すけれども、占冠で使用しているのが現在８年

のものということで、こういったことを考えま

すと、古いものについては使用すると危険だと

いうこともありますので、現在のところは考え

ていないということでございます。 

○議長（相川繁治君） １番、大谷元江君。 

○１番（大谷元江君） 利用状況等をお知らせ

いただきましたので、今後とも、年に１度では

なく、２度、３度と利用していただけるような

周知をしていただきたいと思います。お子さん

がいるということは、賑やかになるということ

ですので、なるべくもっと多くの人に貸出が可

能な周知方法をとっていただきたいと思います。

この答弁をいただいて終わりにさせていただき

ます。 

○議長（相川繁治君） 村長。 

○村長（田中正治君） 議員が言われるとおり、

十分村民の皆さんにお知らせをする中で、利用

できるような状況を作ってまいりたいと考えて

おります。以上です。 

○７番（児玉眞澄君） 議長、７番。 

○議長（相川繁治君） ７番、児玉眞澄君。 

○７番（児玉眞澄君） それでは、一般質問を

させていただきますが、観光振興の推進という

観点からいくつか質問をさせていただきます。 

まず、観光振興には当然、基盤整備というも

のが必要で、そのためには投資が必要になって

きます。この財源ともなり得る宿泊税の導入に

つきましてお伺いをいたします。ご承知のとお

り、道内におきましては既に倶知安町が今年の

11月には定率制２％ということで徴収を開始す

る。富良野市も2021年度と申されておりますの

で、来年、再来年の導入を目指すと発表されて

おります。さらには、札幌市をはじめ、道内の

有名観光地の自治体や、この管内におきまして

も、美瑛町においても導入を検討すると報道さ

れております。 

ただ、この宿泊税には課題もあります。二重

課税、また目的税ということでその使途の明確

さ等々もあります。いろいろな問題が提起され

ているのも事実でありますけれども、私はこの

財政運営の厳しい中、自主財源に乏しい地方自

治体にとっては、新たな財源の確保といった点

からも、有効な手段ではないかと考えておりま

すが、その導入について村長の考えを伺います。 

○議長（相川繁治君） 村長。 

○村長（田中正治君） 児玉議員のご質問にお

答えをいたします。宿泊税導入についてご質問

でございます。宿泊税に関しましては、訪日外

国人観光客の急増に伴いまして、これを導入す

る自治体が増えている状況であると認識をして

おります。議員のおっしゃったとおり、倶知安

町においては本年４月に総務大臣合意がなされ、

11月の条例施行に向けて住民説明等がされてい
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るところでございます。また、重複しますけれ

ども、道内では札幌市、ニセコ町、富良野市、

美瑛町などにおいても導入を検討しているとの

報道もございました。 

議員のご指摘のとおり、本村にとっても、観

光のインフラの整備などに充てる財源として、

宿泊税の導入は私も有効なものと考えておりま

す。導入にあたっては、特定目的税であること

から、その使途を明確にし、税の公平性を担保

した上で、単に訪日外国人観光客の増加に便乗

した増税とならないよう、地域が納得できる制

度とするため慎重に検討を進めてまいりたいと

考えております。 

○議長（相川繁治君） ７番、児玉眞澄君。 

○７番（児玉眞澄君） 前向きに検討されると

いうふうにお伺いをしましたけれども、倶知安

町では2015年から検討を開始して、今年の11月、

丸４年かかっております。また、富良野におき

ましても、昨年の10月から検討を開始して、ス

キー場なんかでアンケート調査などもやったよ

うですけれども、導入が再来年ということで、

約３年から４年、最終的に総務大臣の同意も必

要ということでかかるわけですけれども、その

へんのタイムスケジュールを村長はどのように

お考えかお伺いいたします。 

○議長（相川繁治君） 村長。 

○村長（田中正治君） 宿泊税導入に関しまし

て、現状考えておりますのは、先進地の状況を

調査しながら庁内で検討を進めたいと現在は考

えております。というのは、それぞれ、定率、

定額制度が曖昧というか地域ごとに違っている。

それから、北海道もこれらの観光税について検

討しているという二重課税の問題、それから使

途の明確化というもので、この使途がこの税に

適当なものだという認定を受けなければなりま

せんので、これらの検討も進めていかなければ

ならない。それから課税対象の公平性という部

分でペンション、民宿事業者の扱い、こういっ

たものについてもご意見を聞かなければならな

いというさまざまな課題はあると思います。議

員が言われるように、あまり遅れると予想より

遅くなってしまうよというご心配も確かにあり

ますけれども、地域の中でこれらが合意できる

内容を作るために検討を進める中で、導入につ

いては図っていきたいと考えております。以上

です。 

○議長（相川繁治君） ７番、児玉眞澄君。 

○７番（児玉眞澄君） 先ほど申し上げました

ように、課題は山積しているわけでございまし

て、それを解決していくには相当な期間やはり

検討しなければならんということは当然必要か

と思います。今、庁内で検討するというお話で

ございましたけれども、例えばプロジェクトチ

ームなり、あるいは検討委員会なりを発足させ

るご予定はお有りですか。 

○議長（相川繁治君） 村長。 

○村長（田中正治君） 現状では庁内で協議を

させていただいておりますけれども、さまざま

な先進地事例、あるいは現在の状況を調査しな

がら、当面庁内で検討させていただきたいと思

っております。 

最終的に、他の地域もそうですけれども、検

討委員会等を含めて審査委員会ですか、そうい

ったものも必要に応じて設置をさせていただい

て、多くのご意見をいただくということは必要

かなと考えております。 

○議長（相川繁治君） ７番、児玉眞澄君。 

○７番（児玉眞澄君） 前向きに検討されると

いうことをお伺いしましたので、次の質問に移

らせていただきます。 

ここからは、現在の村の観光振興を考えたと

き、今では占冠村の顔ともいえる道の駅に特化

して、現状と今後についてお伺いをさせていた

だきたいと思います。まず、その１番目として、
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改修、修繕計画についてであります。道の駅に

つきましては、村長の村政執行方針にも、富良

野、美瑛、有名観光地への要衝であり、各種の

満足度向上に資する施策を進めると示されてお

りまして、その重要性についてはご認識のとお

りであります。 

残念ながらハード面での改善、いわゆる施設

設備の改装、あるいは修繕等につきましては、

なんら言及されておられません。このことは既

に３年前、平成28年９月定例議会におきまして、

２人の議員から指摘をされているところです。

これに対しまして当時の村長、前村長というこ

とになりますけれども、平成28年度に策定する

公共施設等総合管理計画の中で施設の改修には

努めてまいると答弁されております。その後、

３年を経過しておりますが、まったく実施され

た形跡はありません。築24年を迎えております。

年間の入館者数は平成22年ピーク、90万人を超

えています。そして現在でも、昨年度は43万人、

夏の繁忙期には１日約３千名近い方の利用があ

るわけですから、当然、経年劣化に加えて、例

えばトイレに代表されるように、使用、利用頻

度による消耗や不具合な部分が出てくるのは当

たり前のことであります。 

財源の問題もありますので、一度にすべてを

とは言いませんが、この管理計画をみますと、

築40年を一応の基準にしているようですけれど

も、築40年に満たない建物でも、施設診断を行

い、事後保全ではなく予防保全に努め、小規模

工事により建物の長寿命化を図るとしておりま

す。優先順位を決めて改修にかかっても良いの

ではないかと思いますが、お考えを伺います。 

○議長（相川繁治君） 村長。 

○村長（田中正治君） 道の駅の施設改修につ

いてお答えをしたいと思いますけれども、道の

駅につきましては、平成７年度の竣工後、駐車

場の舗装及び再舗装、入口のロードヒーティン

グ化、それから周辺のインターロッキングやレ

ンガの敷設替え、身障者用バリアフリートイレ

の整備、屋根の塗装や補修、裏玄関のバリアフ

リー化や自動ドアの導入など、種種の改修や修

繕を継続的に行ってきているところでございま

す。 

早め早めの修繕が施設事体の長寿命化にも資

することから、議員のご指摘のとおり、これか

らも必要な改修等を継続的に行ってまいりたい

と考えております。 

また、具体的に改修が必要な箇所については、

実際に施設の管理運営を行っている指定管理者

が最も精通しているものと考えられますので、

指定管理者とも協議しながら、適切な修繕を進

めてまいりたいと思っております。以上です。 

○議長（相川繁治君） ７番、児玉眞澄君。 

○７番（児玉眞澄君） 適切にその都度、施設

診断を行い、小規模工事を行って長寿命化を図

るというお答えでありますが、今の現在の道の

駅の状況を見ますと、例えばトイレ一つ見まし

ても、男子トイレの個室でありますけれども、

和式トイレが１台残っております。これはもう

既に２年、３年、使用中止にしているんですよ。

入って一番左側です。これは外国人の方が多い

場合、使い方をご存知ないということで非常に

汚れるということで使用禁止にしています。例

えばこれなんかも、以前は議会で女子トイレが

並ぶということで、女子トイレの和式を洋式化

にされたことがございますけれども、男子トイ

レ、私は一緒に直したものだと思っていたんで

すが、残念ながら今でも使用禁止になって残っ

ております。ここらへんなども時代にマッチし

ていません。 

小規模工事に努めるということで、できれば

施設診断というのは、その建物ごとにやはりや

るべきじゃないかと思っています。この管理計

画の中でも、新しく造ることというよりも、賢
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く使うことというのが基本方針になっておりま

すので、そのへんを含めてお考えいただければ

と思いますが、もう一度お伺いいたします。 

○議長（相川繁治君） 村長。 

○村長（田中正治君） 道の駅の一部使用不可

等の箇所があるというご指摘でございます。施

設につきましては、指定管理者との協議も通じ

ながら整備をしてきたつもりでありましたけれ

ども、現状、そういったものが残っているとい

うことでございますので、改めて施設等の調査

をしながら、指定管理者とも協議をしながら、

そういった不備、時代にそぐわないものについ

ては改修できるように予算措置を含めて検討し

てまいりたいと思います。 

○議長（相川繁治君） ７番、児玉眞澄君。 

○７番（児玉眞澄君） 一応、私が申し上げた

ことにつきましては、ご検討いただくというこ

とでございますので、次の質問に移らせていた

だきます。 

次にお伺いしたいのは、道の駅周辺の整備に

ついてでありますけれども、まず、道の駅と農

村公園駐車場の間に民有地があります。現在、

花畑にされておりますけれども、私は平成25年

から約５年間、道の駅にいたわけですけれども、

その間周辺整備はどうしたらいいだろうかと私

なりに考えていたんですけれども、あの一等地

とも思える場所をなぜ花畑にしているのかなと、

実は不思議に思っていたんです。後に民有地で

あるということと、買収交渉を行っていると話

を聞いております。その進捗状況及び、今後の

取組みをどうするのか、このへんをお伺いした

いと思います。 

○議長（相川繁治君） 村長。 

○村長（田中正治君） 道の駅の周辺整備に関

わって、民有地の売買交渉状況でございますけ

れども、ご指摘の民有地につきましては、村と

しても地域振興の観点から取得が望ましい用地

であると考えております。個人情報の問題もご

ざいますので、この場で詳しい買収交渉の経緯

等をご説明することはご容赦いただきたいと存

じますが、単に所有権の取得に限らず、より継

続的な使用が可能となるよう交渉にあたってき

ているところでございます。当該用地の交渉に

つきましては、議会のご協力も得ながら慎重か

つ適切に取り進めてまいりたいと考えておりま

すので、今後におきましても議員の皆様のご理

解、ご協力のほどよろしくお願いしたいと思っ

ております。以上です。 

○議長（相川繁治君） ７番、児玉眞澄君。 

○７番（児玉眞澄君） 今も引き続き交渉され

ておられるんでしょうか。例えば、条件などの

提示はされておられるのか伺います。 

○議長（相川繁治君） 村長。 

○村長（田中正治君） 中身について条件提示

等は申し上げられませんけれども、一般的な売

買の状況については説明をさせていただいてお

りますし、賃貸借契約を締結させていただきま

して、使用料についてお支払いをしているとい

う現状にございます。今後、積極的に私もご家

族にお会いして、ぜひなんとかこの用地につい

て取得したいという方向で努力をしたいと考え

ております。以上です。 

○議長（相川繁治君） ７番、児玉眞澄君。 

○７番（児玉眞澄君） ただいま、ご家族とい

う話が出てきましたけれども、私はそのへんま

ったく分からないものですから、こういう質問

をさせていただいているわけですけれども、も

う１点ですね、あそこは現在、花畑で使われて

いますね。賃貸借契約を結ばれて、花畑という

ことですけれども、使途は花畑じゃなくて、パ

ーキングじゃだめなんでしょうか。どういう賃

貸借契約になっているのか分かりませんけれど

も、パーキングということで賃貸借契約を結べ

ますと、これはかなり違ったイメージになって
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くるんじゃないかと思うんですけれども、いか

がでしょうか。 

○議長（相川繁治君） 村長。 

○村長（田中正治君） 確かに、駐車場が狭い

かなという思いもありますけれども、契約とし

ては永久作工物等の建設については不可という

ことになっておりまして、現状の利用方法でご

理解をいただいているところでございます。 

○議長（相川繁治君） ７番、児玉眞澄君。 

○７番（児玉眞澄君） いずれにしても、使途

が別の目的で使うことができないということで

すから、買収を進めるしかないということであ

ります。具体的なお話は聞けなかったわけです

けれども、本当にあの場所は一等地で、道の駅

の関係者としては喉から手が出るほど欲しい場

所でもありますので、ぜひ今後も継続して交渉

していただいて、相手のあることですから、そ

う簡単にとはいかないかもしれませんけれども、

努力をお願いしたいと思います。また、この問

題につきましては、いずれまた質問させていた

だきたいと思いますので、ご検討をよろしくお

願いいたします。 

次の質問に移ります。ポケットパークの運用

についてでありますけれども、今年も現在、噴

水公園として運用されています。今日はまだ涼

しいほうですけれども、暑い日には子どもたち

にとっては格好の水遊びの場所になっています。

ただ、残念ながらこちらの設備も老朽化をして

いまして、噴水量の微調整、噴水の下に水槽が

あるんですけれども、水の中に手を突っ込んで

バルブを捻って噴水量の調節をするということ

になっておりますけれども、微調整がきかない

んですね。同じ高さにしても、１時間もすると

高さが変わってしまうというような格好になっ

ています。 

また、噴水の水も元々は水道水を入れており

ます。ただ、地面に落ちた雨水なども噴水栓の

下に水槽がありますので、水槽に流れ込んでい

きます。その水を循環式といいますか、繰り返

し上げて水槽に戻し、また上げるというような

格好になっていまして、衛生的には大変不衛生

な水と言っていいかと思います。私が道の駅に

いた頃は、あそこに親子がおりますと、お父さ

ん、お母さんには必ず１回手を洗ってから食事

してくださいよというような形で説明をしたり

しておりましたけれども、そのような状況の中

で、今後も噴水公園として運用されるのか、あ

るいは別の方法で運用することを考えておられ

るのか伺います。 

○議長（相川繁治君） 村長。 

○村長（田中正治君） ポケットパークの噴水

につきましてのご質問でございます。ご指摘の

噴水につきましては、すり鉢状になったポケッ

トパークの中央部に噴水があるため、雨水等が

流入することにより、通常の噴水に比べ、非常

に水が汚れやすいという問題がございました。 

このような状況を改善するため、平成27年度

にポケットパークへの雨水の流入を防止するた

め、アスファルト工事や噴水周りの平板ブロッ

クを切断しまして、噴水への雨水の流入を防ぐ

ための暗渠排水管設置工事を行っております。

また、平成29年度には老朽化した噴水の配管と、

調節バルブ、ポンプすべての交換を行い、噴水

の調節を改善するための措置を取ってきており

ます。さらに、現在はシーズン中、計６回にわ

たり噴水及びポケットパークの清掃を行ってお

ります。 

これらの対策によりまして、現在におきまし

ては、一般的な噴水と同程度の水質の維持がで

きるようになっているものと認識をしておりま

す。今後におきましても、丁寧な清掃とともに

継続的な水道水の流入の確保、噴水の高さを低

く抑えるなど噴水の運用の工夫などを組み合わ

せながら、夏季における噴水の運用を続けてま
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いりたいと考えております。以上です。 

○議長（相川繁治君） ７番、児玉眞澄君。 

○７番（児玉眞澄君） 27年に工事が行われた

というのは、私も知っております。ただし、そ

の後も同じです。変わっておりません。できれ

ば、ろ過装置を付けるなり、あるいは薬品、塩

素的なものとかを注入しなければ、あそこの場

所は現在の状況ですと、必ず雨水が入りますか

ら、ある程度の雨が降りますとどんどん流れ込

んでいきますから、不衛生な面は、相当不衛生。

噴水公園として今後も運用されるということで

あればこのへんを解決しないと。レストランも

近くにありますし、テイクアウトのソフトクリ

ームなんかも売っていますし、例えばなんとか

菌というのが入っていないこともないわけです

から、安全を考える上で、さらに何らかの検討

をされたほうがよろしいんじゃないかと思いま

すけれどもいかがでしょうか。 

○議長（相川繁治君） 村長。 

○村長（田中正治君） 水質の問題についてで

ございます。村としては、道の駅のポケットパ

ークは夏場の観光客の皆様の憩いの場となって

いる、道の駅の美化に彩りを添える貴重な施設

でもございます。できるだけ噴水の運用は続け

ていきたいと考えております。今後、噴水に求

められる水質のレベルがどのように推移してい

くかは、予想できませんけれども、これらにつ

いての水質検査を含め、検討はしてまいりたい

と思います。 

また、議員がご指摘の水質の確保のためのプ

ールなどで使用されている塩素系の浄剤等の使

用も考えられるところでございますけれども、

薬剤による人体への悪影響を防止するため、適

切な塩素濃度を確保するために必要な薬剤の量

や薬剤投入のタイミングなどについても、検討

調査が必要かなと考えられますので周辺自治体

を含めて、こういった管理をしているところの

状況も調査しながら対応してまいりたいと思い

ます。以上です。 

○議長（相川繁治君） ７番、児玉眞澄君。 

○７番（児玉眞澄君） 水質の問題につきまし

ては、そのような形でお願いをしたいと思いま

すが、もう１点、噴水の高さは現在、くるぶし

程度、膝まで上がっていません。なぜあの高さ

にしているのかと言いますと、あれ以上高くし

ますと風で噴水が飛んでしまうんですね。地面

の上にいきますと、そのまま蒸発してしまう。

そうすると、あっという間に晴天の日なんかは、

水槽の水がなくなってしまうんです。水道水を

入れますね、それを繰り返しやりますから、も

のすごい水道料がかかってくるんです。これは

道の駅が支払いをしているわけですけれども、

そういったこともあって、私がいるときからあ

の高さにしろということで、現在あの高さにし

ているわけです。本当にちょっと上がっている

だけ、あそこに植え込みありますけれども、あ

れに隠れて見えないぐらい。 

本来でしたら噴水はやはり噴水らしく大通り

公園とまではいきませんけれども、ある程度の

高さまで必要だと思いますけど、それができな

いということも、これも欠陥かなと考えており

ますんで、このへんも含めて調査をしていただ

いて、直すべきところは直す、水質も含めてや

っていただければと思います。 

次の質問に移ります。道の駅に至る車両の動

線についてでありますけれども、現在２箇所の

出入り口があります。１箇所は237に面した、先

ほども話が出ておりました、花畑の間に道があ

ります。もう１箇所は、ポケットパーク側であ

りますけれども、両出入り口とも右折、左折が

必要になります。自然体感しむかっぷ道の駅の

特徴の一つに、ご承知かと思いますけれども、

修学旅行を含めた観光バスの多さというのがあ

ります。ただし、バス同士がすれ違って走行で
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きないんですね。どっちかのバスが止まってい

なきゃいけない、停車してないとだめだという

状況になっています。 

特に、ポケットパーク側、信号のある交差点

から入りますと、村道を経由して取り付け道路

を左折するということになりますけれども、こ

れが最大の難所になっています。特に冬の間、

積雪期になりますと片側通行のような形になっ

ていまして、私がいたときも、リゾートライナ

ーというバスが走っておりますけれども、この

バスの顔見知りの運転手さんから何度か苦情を

言われたこともあります。村道ならびに取り付

け道路、拡幅による改良はできないものか、対

応を伺います。 

○議長（相川繁治君） 村長。 

○村長（田中正治君） 出入り口の拡幅につい

てのご質問にお答えをしたいと思いますけれど

も、ポケットパーク側の出入り口につきまして

は、特に大型車両のスムーズな出入りを確保す

るため、過去においても拡幅の工事は行ってき

た経緯がございます。しかし、現状においても

出入り口の間口の狭さは、なお、本村の道の駅

の課題であるとも考えております。出入り口の

改善につきましては、お客様の利便性の向上や、

道の駅の売り上げの確保に資するものであるこ

とから、村としても今後も改善に向けて検討は

したいと考えております。以上です。 

○議長（相川繁治君） ７番、児玉眞澄君。 

○７番（児玉眞澄君） 検討されるということ

ですけれども、検討というのは明日までの検討

も、１年先も検討も、３年先も検討も同じ検討

ということになりますので、それがいつなのか

ということ、それと村道の脇については民有地

になっていますね。民間住宅、このへんの買収

は考えておられるんですか。お伺いします。 

○議長（相川繁治君） 村長。 

○村長（田中正治君） 現状、大型車両の出入

りが多くなっていて、スムーズな通行ができな

いという状況は時に目にすることがあります。

村道の拡幅となれば当然、用地の確保が必要と

なります。ポケットパークの形状の変更、ある

いは民有地の買収等を思案するところでござい

ます。周辺整備の課題もありますので、村道の

改良については、道の駅の今後を見据えた中で

併せて検討させていただきたいと思っておりま

す。以上です。 

○議長（相川繁治君） ７番、児玉眞澄君。 

○７番（児玉眞澄君） それではよろしくお願

いしたいと思います。 

次の質問に移ります。最後の質問となります

けれども、道の駅の防災機能についてでありま

す。これにつきましては、ちょっと前になりま

すけれども、平成28年に総務省から国土交通省

宛てに、道の駅の防災機能を改善すべしという

通知がされております。これは総務省の調査で、

東北６県、約70の道の駅がありますけれども、

この東北６県の道の駅が、平成23年に東日本大

震災が起こったわけですけれども、この後もそ

の教訓を生かした機能向上に取り組んでいない

ということから出されています。これを受けて、

国交省は従来から、道の駅には三つの機能、三

種の神器とかいう名前が付いていますけれども、

いわゆる休憩機能、情報発信機能、それともう

一つは地域連携機能と、この三つの機能が求め

られているわけですけれども、これに加えて第

４の機能として、地域ごとにそれぞれの道の駅

に相応しいメニューで、防災機能の向上及び地

域防災計画にも拠点として位置付けるというこ

とが付記されてまいりました。 

これに対して、今、自然体感しむかっぷ道の

駅がどうなっているかと言いますと、残念なが

ら地域防災計画には記載されておりませんし、

また、今有している機能は先ほど災害の話の中

で出てまいりましたけれども、建築業協会さん



19 / 79 

からの寄贈による小さな発電機、これが１台と

いうことで、はっきり申し上げて村からの対応

は一切ないというような状況になっております。 

テレビの天気予報、あるいは気象予報でも、

異常気象時は無理して走行しないで、最寄りの

道の駅、または、コンビニエンスストアに避難

してくださいというのは聞かれたことがあるか

と思いますけれども、これは例えば、夜間にお

いても、道路利用者の安全で快適な道路交通環

境の提供というのが、道の駅の設置の目的の一

つでありますので、道路利用者も対象とした一

時避難所的な防災機能を与えるべきではないか

と考えておりますけれどもいかがでしょうか。 

○議長（相川繁治君） 村長。 

○村長（田中正治君） 道の駅の一時避難所の

機能設置というご質問でございます。道の駅の

災害機能に関しましては、暴風雪による車両滞

留時において、一時避難所として施設を臨時開

放するなど、指定管理者であるむらづくり観光

協会にもご尽力をいただいており、臨機応変な

対応に感謝をしているところでございます。 

現時点において、防災計画の中に位置付けら

れている避難所については、隣接するコミュニ

ティプラザだけでございますので、議員がご指

摘のとおり、道路利用者への安全、安心の提供

という観点から、道の駅が一時避難所として機

能を有することも必要と考えております。この

ことにつきましては、今後において、北海道開

発局との防災拠点に関する協定について協議す

るとともに、一時避難所としての運営について

も、観光協会と連携しながら取り進めてまいり

たいと考えております。以上です。 

○議長（相川繁治君） ７番、児玉眞澄君。 

○７番（児玉眞澄君） 検討して進めるという

ことだと思いますけれども、先ほど申しました

ように、検討というのはいつまで検討なのかと

いう問題もありますので、早急に検討していた

だくということをお願い申し上げまして質問を

終わります。 

○４番（山本敬介君） 議長、４番。 

○議長（相川繁治君） ４番、山本敬介君。 

○４番（山本敬介君） 議長のお許しをいただ

きましたので、何点か一般質問をしていきたい

と思います。住民に分かりやすい議論をいつも

のとおり心がけていきたいと思っておりますの

でよろしくお願いしたいと思います。今回は、

村民、住民を守るためというテーマで三つの質

問をさせていただきたいと思っております。一

つ目は、交通事故から住民を守る。二つ目は、

戦争、国際紛争から住民を守る。三つ目は、健

康の面で病気から住民を守ると、こういったテ

ーマで質問させていただきたいと思っておりま

す。 

それではまず一つ目の質問させていただきま

す。千歳橋歩道の改良をということでございま

す。ご存知のとおり、中央にあります千歳橋、

小中学生の通学路として利用されているほか、

中央市街から駅に向かう住民の方、ウォーキン

グをされている方、ランニングをされている方、

ここは占冠にとって顔となる橋というような橋

であります。40名から50名くらいの方が１日利

用されていると言われておりますけれども、こ

こは村の中でも年間を通して非常に歩行者が多

い橋であります。 

しかし、皆さんがご存知のとおり、歩道の幅

は非常に狭く、片側にしかなく、また、富良野

方面からは、下り坂をぐーっと下りてその勢い

で上りを上ってきますので非常に猛スピードで

入ってくることが多いです。ドライバーの心理

も分かります。下りきってそのままの勢いで入

っていこうと。その先が見えない、その先が市

街地だということを認識なく、入ってくる車が

非常に多いと思います。さらには、橋が今申し

上げたとおり下り坂になっており、非常に見通
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しが効かないということであります。 

昨今では、皆さんニュース等でご覧になって

いると思いますが、通学中の生徒や保育園児の

列に車が突っ込むという痛ましい事故が全国で

おきています。５月８日には、大津市で保育園

児の列に車が突っ込みまして、二人が死亡、一

人が重体、13人が重軽傷を負っておられます。

また、昨日も東京都町田市で同じように子ども

の列に車が突っ込むという事故がありました。

こういうものを見るにあたり、占冠でも他人ご

とではないなと、保護者からは、通学路の中で

千歳橋渡らせるのが一番怖いという話も聞いて

います。これらの現状を、村はどのように把握

していますか。まず、伺いたいと思います。 

○議長（相川繁治君） 村長。 

○村長（田中正治君） 山本議員のご質問にお

答えをいたします。まず、千歳橋歩道の改良と

いうことでのご質問でございます。中央の千歳

橋は、時間帯によっては交通量も多く、大型車

両が通過すると、風圧を感じるほどでありまし

て、最近の歩道にあるような事故を考えると歩

行者にとって安全とはいえない状況であるとは

認識をしております。 

千歳橋は昭和44年に建設をし、昭和62年に床

版の打ち替えを行っております。現況、橋の状

態は悪くないため、橋の架け替えは考えにくい

と伺っておりますので、パトライトの設置や交

通安全旗を掲げるなどの対応を取りながら歩行

者の安全確保に努めているところでございます。

今後も道路管理者と、安全性を確保する対策に

ついて協議をしてまいりたいと考えているとこ

ろでございます。 

○議長（相川繁治君） ４番、山本敬介君。 

○４番（山本敬介君） 今、村長の答弁にあり

ました、安全とはいえないと認識はしているけ

れども、橋としての傷みはまだきていないので、

しばらくは対策を講じていきたいというような

答弁でありました。しかし、橋事体はまだ傷ん

でいないとはいえ、非常に危険な橋であるとい

うことは認識をしていただけていると思います。

特に、風の強い日、そして冬、雪の状態であそ

こが凍っている状態。本当に小学生があそこ渡

っているときに大型のトラックがこう入ってい

くと、見ていてもゾッとしますよね。 

あと、中央側に、渡りきったすぐ先に分岐点

がありまして、そこから車が上がってきます。

そこから入っていくんですが、やはり市街地側

は見えるんですが、橋側は見通しが効きづらい

という状況もあります。そして、そちら側から

歩いてきた住民は、渡らないと歩道がないので

消防側に渡ってから歩道に入ることになるんで

すね。横断歩道を渡りなさいということになり

ますと、中央のほうに戻ってから渡って、また

そっちに戻っていくというふうになります。こ

れは本当に見れば見るほど危ないと、いろいろ

な方にお話をお伺いしますと、怖いときは本当

に欄干を思わず掴むというような話もありまし

た。やはり、これは改善をしていかなければな

らないと、住民の命を守る行政としては、まず

一義に考えていく必要があるんじゃないかなと

思います。 

そこで、歩行者専用の橋をということですけ

れども、上トマムの道道イングトマムの少し手

前には通常の橋があって、それとは別に歩道用

に橋が架けられています。同じように、富良野

に行きますと、国道では、山部の大橋が同じよ

うに歩行者専用の橋があります。こういった歩

行者専用の橋を千歳橋に架けることができない

でしょうか。国道ですから、国の予算になりま

す。橋はすごくお金がかかるというのも、もち

ろん理解をしています。しかし、これは絶対に

やるべきだと、事故が起こってからやると、多

くの対策で行政でありがちなのは、何か事故が

起こったのでそこを対策していくということで
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すが、ここに限っては、事故が起こることを容

易に予見できると。予見できる中で対策をして

いなかったということになりますと、これは行

政として非常に本当に準備不足、あってはなら

ないことではないかなと思っています。 

子どもや住民の安全をまず第一に考えるとき、

いろいろな優先事項がもちろんありますけれど

も、最優先で陳情などの活動をしていくべきで

はないでしょうか。時間はかかると思うんです

ね。ただ、これは始めないと進んでいかないこ

とでもありますので、このあたりの村長の考え

をお伺いしたいと思います。 

○議長（相川繁治君） 村長。 

○村長（田中正治君） 千歳橋の改良につきま

しては、議員のおっしゃったとおり、北海道開

発局旭川開発建設部の所管となります。これま

での安全性確保のための対策をそれぞれ協議さ

せていただいておりますけれども、対応できる

範囲で実施されてきたところでございます。歩

行者専用橋の設置については、歩道のある橋に

設置可能なのかも含めて、旭川開発建設部をは

じめ、関係機関と安全対策について協議を行っ

てまいりたいと考えております。以上です。 

○議長（相川繁治君） ４番、山本敬介君。 

○４番（山本敬介君） 今はもちろん歩道があ

りますけれども、歩道があってさらに歩道を付

けろということではなく、歩道自体をそちらに

移してしまうということで、これは強く要請を

していくべきだと。また、現地も開発局にしっ

かり見ていただいて、危険性を把握してもらい

たい。観光客が増えていて宿泊税をという議論

がこの前もありました。ということは、すなわ

ち交通量も増えているわけでありますね。 

占冠村は富良野の広域観光圏の入り口です。

千歳空港から多くの車がインターチェンジを降

りて富良野方面にも入ってきます。そして、外

国人のドライバーの方も非常に増えました。外

国人のドライバーの方が一様に運転技術がない

ということではありませんけれども、やはり日

本の道路に不慣れであります。これはそういっ

た方が増えているということ、交通量が増えて

いるということも、ぜひ検討材料に加えていた

だいて、とにかく安全を最優先に強い要請をし

ていただきたいと思います。再度お伺いします。 

○議長（相川繁治君） 村長。 

○村長（田中正治君） 議員の言われるとおり、

近年の観光入込数を見るときに、交通量の増加

は一目瞭然でございますし、外国人ドライバー

も確かに増えているという中にあって、こうい

った道路要望につきましては、上川総合開発期

成会、あるいはそれぞれの期成会で要望してお

ります。こういったところにこれが要望事項と

して取り上げていただけるように、村としても

努力をしてまいりたいと思います。以上です。 

○議長（相川繁治君） ４番、山本敬介君。 

○４番（山本敬介君） 次の質問ですけれども、

駐在所への要請をということであります。駐在

所では、中央小学校の下校や、トマム学校の下

校時間に合わせて、パトカーで巡回いただいて

いると聞いています。現在も業務の中で努力を

していただいているとは思うんですけれども、

先ほど申し上げました通学の時間帯、これに併

せて千歳橋付近を重点的に巡回、もしくはパト

カーが停まっているだけで、大型の車もかなり

スピードを落とすと思います。これは日々のこ

とですので、どういった対応ができるかという

ことも含めて、要請はできないのか、まずは村

長にお伺いしたいと思います。 

○議長（相川繁治君） 村長。 

○村長（田中正治君） 警察、駐在所への要請

ということでございます。占冠駐在所に確認を

したところ、議員のおっしゃるとおり、児童生

徒の登下校時に交通安全及び防犯の観点から、

通学路のパトロールを実施しているとのことで
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した。千歳橋付近のパトロールについて要望し

たところ、快くお引き受けいただきましたので、

村としても関係機関等と協力しながら事故防止

に努めてまいりたいと思います。以上です。 

○議長（相川繁治君） ４番、山本敬介君。 

○４番（山本敬介君） 学校でも通学路の危険

箇所ということで把握をされているんだろうと

思います。今、駐在所からはそういった対応を

していくということでお答えいただいているそ

うですけれども、教育長にも教育委員会として、

千歳橋の危険性を含めてどういう対応を今後し

ていくのかお伺いしたいと思います。 

○議長（相川繁治君） 教育長。 

○教育長（藤本 武君） 議員の質問にお答え

させていただきます。現在、中央小学校につい

ては５名の児童、それと中学校においては３名

の生徒が通学路として千歳橋を利用してござい

ます。道路の安全確保ということで、各学校に

おいては、ＰＴＡと教師による、春と秋の２回

の街頭啓発行為を行って、橋の前後、それと橋

の上での子どもたちへの注意喚起ということで

やっております。それとは別に、駐在所の協力

をいただいて、それぞれの学校で交通安全教室

というのを実施させております。その中身につ

いては、先ほどの質問の中でもございましたけ

れども、千歳橋も含めて村内の通学路をも含め

た危険箇所の確認ということで、中学校には実

際に廊下側に、駐在所の方と一緒に場所を用紙

に書いて注意喚起ということで安全確保に努め

ているところでございます。 

先ほどの村長の答弁にございましたけれども、

警察の方にも見守りをしていただいたというこ

とも含めて、学校側とも今後の安全確保という

ことの再確認をしてまいりたいと考えてござい

ます。以上です。 

○議長（相川繁治君） ４番、山本敬介君。 

○４番（山本敬介君） この件では最後の質問

になります。交通安全のあり方はということで

ありますが、村の交通安全運動、例えば毎回、

道の駅の前で旗の波運動を行っておりますけれ

ども、これもずっと同じことを繰り返していく

ということも大事なことではありますけれども、

やはりその時その時に、重要な場所、課題とな

る場所をしっかりと把握をしながら、交通安全

運動自体を固定化させずにしっかり実りのある

ものにしていくというのは大事なことではない

かな、と思っています。千歳橋付近だけではな

いかもしれないですが、減速を訴えるなど、よ

り効果的な運動を展開すべきじゃないでしょう

か。村長の考えをお伺いします。 

○議長（相川繁治君） 村長。 

○村長（田中正治君） 旗の波運動の取組みに

ついてのご質問にお答えをしたいと思います。

旗の波運動につきましては、多くの住民の方々

に参加をいただきまして、村内を通過するドラ

イバーに効果的な啓発ができるように、地元駐

在所とも打ち合わせを行いながら、全国交通安

全運動に合わせて実施をしております。 

千歳橋付近での啓発については、通学時の交

通指導、パトライト啓発及び、交通安全旗の掲

揚を引き続き行うとともに、新しい看板等を設

置するなど、占冠駐在所の協力を得ながら、事

故防止と安全運転啓発に努めてまいります。基

本的に、旗の波につきましては、見通しの良い

ところで行うことになっておりまして、危険を

伴わないと、そういったところがございますの

で、ご理解をいただきたいと考えております。 

○議長（相川繁治君） 山本議員にお伺いしま

すが、質問２に移る前に、再質問されますか。 

○４番（山本敬介君） 今ので結構です。 

○議長（相川繁治君） それであれば、ここで

午後１時まで休憩いたします。 

休憩 午前11時55分 

再開 午後１時00分 
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○議長（相川繁治君） 休憩前に引き続き会議

を開きます。一般質問を続けます。 

４番、山本敬介君。 

○４番（山本敬介君） それでは引き続き一般

質問をさせていただきたいと思います。質問の

２、住民を守るの二つ目ですけれども、戦争か

ら住民を守るということで、戦没者追悼式のあ

り方について質問をしていきたいと思います。

戦争は、国家が起こすもので、戦力とは決して

住民を守ってくれるものではありません。これ

は過去の戦争を見ても明らかであります。明ら

かに住民、国民は戦争によって犠牲になってき

ました。占冠村では、毎年戦没者の追悼式の式

典が行われておりますけれども、この式典、ど

のような経緯で行われてきたのか、また、式典

の参加者数の推移など改めてこの状況について

お伺いしたいと思います。 

○議長（相川繁治君） 村長。 

○村長（田中正治君） 山本議員のご質問にお

答えをしたいと思います。戦没者追悼式典につ

いてのご質問でございます。戦没者追悼式の経

緯でございますが、占冠村史によりますと、昭

和27年に開村50周年記念式典におきまして、遺

族会が営んでおりました慰霊祭に村も加わって

公的な慰霊祭として執行されたことが始まりで

ございます。その後、公の機関が神仏式の祭祀

を主催することは、憲法第20条の信教の自由と

政教分離の原則を侵すものであるとの判決が示

されたことにより、村においても執行方針を改

め、昭和58年から国、北海道の行う全国北海道

戦没者追悼式に準じ、宗教的儀式を行わない献

花方式で執行するようになりました。以降、現

在に至るまで戦没者追悼式は、先の大戦におい

て亡くなられた戦没者のご冥福を祈り、恒久平

和を祈念することを目的として執行してきてお

ります。 

追悼式の参加者の推移につきましては、平成

18年から平成26年までは多くて41名、少ない時

で34名と年度により参加者のばらつきがござい

ましたが、平成27年からは38名、36名、35名、

30名と減少傾向にあります。以上です。 

○議長（相川繁治君） ４番、山本敬介君。 

○４番（山本敬介君） 追悼式の経緯について

伺いました。だんだん参加者数については減っ

てきていると。政教分離についてしっかりとし

た式典にして、これまで続いてきているという

ことでありました。最初は昭和27年に式典とい

うことで始まったということで、戦後70年以上

経過しまして、だんだんと遺族会の方も人数が

高齢化に伴って減ってきているという現状があ

ると思います。この戦没者の追悼式典自体を、

村がどういうふうに考えているのか。遺族会の

方とお話をしますと、遺族会のためにやっても

らっている追悼式であればすぐにでも止めても

らっても構わないと、そういうものではないで

しょうと言われておりました。今後、式典自体

をどのように考えてやっていくのか。現状も含

めて再度村長にお伺いしたいと思います。 

○議長（相川繁治君） 村長。 

○村長（田中正治君） 戦没者追悼式の主旨は、

兵士として戦死された方だけでなく、空襲など

でお亡くなりになられた民間人など、すべての

戦没者を追悼し、平和を願うという主旨による

ものであると考えられます。占冠村の追悼式も

同様の主旨に基づき戦死者のみならず、国内外

での空襲の犠牲になられた方々など、兵士と民

間人の区別なくお亡くなりになられた理由を問

わず、先の戦争の戦没者のすべてをかけがえの

ない命を失った犠牲者として、等しく追悼する

という考えに基づくものでございます。 

○議長（相川繁治君） ４番、山本敬介君。 

○４番（山本敬介君） 今の村長の答弁により

ますと、遺族会の人数、もしくは遺族会が例え

ばなくなるようなことがあっても村としてはし
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っかりと継続していくということで良いのか、

確認でもう一度お伺いします。 

○議長（相川繁治君） 村長。 

○村長（田中正治君） 現状において、占冠村

の遺族会がなくなることを想定したことを考え

て実際行っているということは、現状ありませ

んので、そういったことを想定はしておりませ

ん。 

○議長（相川繁治君） ４番、山本敬介君。 

○４番（山本敬介君） 想定はしていないとい

うことでありますけれども、今お答えいただい

た主旨を鑑みますと、当然のことながら遺族会

のためだけの追悼式ではないと。すべての国内

外、兵士、民間人、問わず犠牲者を悼むという

主旨で行われていると理解をいたしました。 

戦没者の名前についてもお伺いしていきたい

と思うんですけれども、占冠村の戦没者は38名

であるということが、昭和38年に発行されまし

た占冠村史に記載があります。これはこの一般

質問の資料の最後に付けさせていただいており

ますので、皆さんにご一読いただきたいと思い

ます。 

村史も古いようで、なかなか占冠でも図書館

等に行かないと一般の村民が目にすることはで

きないと思っておりますけれども、国に尊い命

を捧げたこれらの若者の名前を74年経った今、

なかなか目にすることも、耳にすることもない

状況です。見ていただければ分かると思います

が、お名前と死亡の年月日と死亡の場所と、本

当に最低限の情報しかこちらにはありません。

これらの若者たちのことを風化させないために、

ぜひ今の追悼式典では、名前を読み上げるなど

していってはどうかと思うわけでありますが、

村長の考えをお伺いしたいと思います。 

○議長（相川繁治君） 村長。 

○村長（田中正治君） 戦争で亡くなられた方

のお名前の読み上げについてでございますけれ

ども、先に申し上げたことで、犠牲者として等

しく追悼をしたいという考えに基づいておりま

して、全国戦没者追悼式をはじめ、多くの地域

で戦没者の追悼式は無宗教の形で行われており

まして、戦没者のお氏名を読み上げることなく

なされているのが通常でございますので、本村

においてもこの方式で取り進めたいと考えてお

ります。以上です。 

○議長（相川繁治君） ４番、山本敬介君。 

○４番（山本敬介君） いろいろな観点がある

と思います。そういった中で、いろいろな配慮

をしながらやっていくことは一つ必要かと思う

んですが、やはり占冠でこの38名の方が戦争で

亡くなられたという事実を風化させないという

ことも大事だと思うんですね。今回も遺族会の

高齢の方にこの名簿を見ながらお話をお伺いし

たんですけれども、90歳を超えられている方で

すら、やはりこの中の半分ぐらいの人は顔が分

かるねと、それ以外の方はなかなか顔が分から

ないと。この中にはトマムの方もたくさんいら

っしゃるんですけれども、それすらもここから

は読み取れないような状況があると思います。 

追悼式で名前読み上げるかとは別にして、昭

和38年に一度まとめただけの戦没者の名簿につ

いて一度、情報収集をするなり、もしくはここ

に載っていない方で亡くなられた方がいらっし

ゃったかもしれません。そういったことも含め

てどこの方で、例えば何歳で亡くなられている

のか、そういった最低限の情報収集は村として

今しないと、もうリミットでできなくなってく

ると思うんですよね。そのあたりのことについ

て、村長の考えをお伺いしたいと思います。 

○議長（相川繁治君） 村長。 

○村長（田中正治君） 議員のおっしゃられる

とおり、戦没者の方々の詳細について改めて調

査をするというのは、なかなか難しい作業では

ないかと、実際に村史で残っている記録につい
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ても、当時としては最高のレベルで調査した結

果だと私は思っています。そうした時代にいた

方々が多くいらっしゃらないという現状の中で、

村独自で調査をするという方法が、はたしてあ

るのかどうかを含めて、また考えてはみたいと

は思いますけれども、現状ではなかなか難しい

のではないかという認識でおります。以上です。 

○議長（相川繁治君） ４番、山本敬介君。 

○４番（山本敬介君） 今すぐであれば、高齢

の方にお伺いすれば、ある程度の情報は集めら

れるかなと、私今回この質問するにあたってい

ろいろなお話を聞いてみて実感としてありまし

た。ただもう本当に最後だなと、１年後にその

話が聞けるのかというと、それは難しいのかな

と思いました。 

ぜひとも、そういったことも含めて情報の整

理、行政として昭和38年にやったまま今情報の

更新がされていない、もしくは整理がされてい

ないということでありますから、百年誌の時に

少しできれば良かったのかなと思ったんですが、

百年誌には特にこのことについては一切触れら

れていないんですよね。そこを考えても、ぜひ

一度情報の整理を試みて、できる限りのことを

していただきたい。そして、そこで得られた情

報で遺族の方が納得されるものであれば、広報

等で住民にも伝えてもらいたい。住民も戦没者

が村で何人いるかは、ほとんど知らないんだろ

うと思います。どんな若者が戦地に赴いて戦地

で命を落としたのか、これを知る機会も今まで

はまったくなかったと言ってもいいと思います。

ここで得た情報を広報で特集するなどして、ぜ

ひ住民にも伝えていただきたいと考えますが、

村長の考えをお伺いしたいと思います。 

○議長（相川繁治君） 村長。 

○村長（田中正治君） 議員が言われる調査を

するにあたっては、本当に数少ない戦争体験者

の状況にあって、その記憶に基づいた、その確

認を含めて正確な情報整理が可能かどうかとい

う問題があります。多くに知らせるときに、そ

ういった不適格な、記憶としてはあっても、確

認が取れていない情報を、本当に知らせていい

のかどうかということもあると思いますので、

このお話を聞くということに関してはさほど抵

抗はありませんけれども、確認のとれない情報

を、果たして流していいかどうかという疑問を

感じているところでございます。以上です。 

○議長（相川繁治君） ４番、山本敬介君。 

○４番（山本敬介君） 収集した情報の質は、

もちろん何のための情報収集なのかということ

も考えていただいて、情報の整理のための情報

収集で得られたものについては、正確性がある

程度は大事だと思うんですね。慎重に村で整理

して、今後も持っておく情報としての収集とい

う意味では正確性はある程度大切だと思います。

ただ、それもリミットがきているということも

一つ理解していただいて、できる限りのことは

やるべきだと思っています。 

もう一つ、エピソード等、例えば、開拓の時

にこんな話があったよという昔話の類。よくあ

る話で、広報でも昔特集をしていたことがあり

ます。全然正確じゃない話はもちろんだめです

けれども、そこそこの正確性があれば、そのお

年寄りの昔話として、広報していっても良いん

じゃないのかなと思うんですよね。なので、行

政として整理するために得た情報と、広報する

ため、もしくは戦争を風化させないための聞き

取りとして得た情報、これは行政としてうまく

使い分けていただいて、それぞれに進めていた

だきたいなと思います。再度お伺いしたいと思

います。 

○議長（相川繁治君） 村長。 

○村長（田中正治君） 本村における、戦争犠

牲者の歴史、あるいは状況等を含めて、一定の

整理は村史の中で整理をされたと理解はします
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けれども、議員のおっしゃるとおり、ある意味

そういった体験を一つの聞き取りをしながら、

情報記録として残すということには、さほど抵

抗はないと感じております。以上です。 

○議長（相川繁治君） ４番、山本敬介君。 

○４番（山本敬介君） この件、教育長にもお

話をお伺いしたいと思いますけれども、こうい

った戦争の記憶を持っているお年寄りも少なく

なってきています。そういった話を学校でされ

たことも過去には聞いたことがありますけれど

も、現在こういったことが行われているのか、

もしくは今後どうしていきたいのか、教育長の

考えをお伺いしたいと思います。 

○議長（相川繁治君） 教育長。 

○教育長（藤本 武君） ただいまの質問に答

えさせていただきたいと思います。それぞれの

学校での取組みでございますけれども、小学校

においては６学年の歴史の中で戦争について学

び、中学校においては広島平和体験学習という

ことで事前の学習、現地での戦争体験者による

体験の談話等を含めた報告会も実施し、平和の

尊さを学んでいるところでございます。 

私が教育長になってからの話ですけれども、

５、６年前だったと思うんですけれども、中学

校において村内の方からちょっと子どもたちに

喋りたいんだという話で、占冠村で昔あったこ

とをお話をいただいた経過がございます。広島

の体験学習でもそうなんですけれども、戦争を

体験された方がもう高齢化されていて、広島で

の語り部も減少してきたと。本村においても実

際に体験して、現在そのお話をできる方も少な

くなってきているのも実際問題だと思います。

そのような中で、昔占冠であったことを書かれ

た、執筆されたものもございますので、今後、

活用することも含め、学校で体験学習等も含め

てやっていくかは学校とも検討してみたいと思

っています。以上です。 

○議長（相川繁治君） ４番、山本敬介君。 

○４番（山本敬介君） 行政の側で少しでも情

報収集がされるようなことがありましたら、教

育委員会とその情報を共有して、教育の場面で

生かせる、本当に残り少ないチャンスだと思う

んですよね。戦争のこと体験された方の生の声

を聞く、書かれたものを見るということではな

く、体験された言葉を聞くというのは、これは

特別な子どもたちにとって体験になります。ぜ

ひ、行政と情報収集をして進めていただきたい

と思いますが、再度お伺いしたいと思います。 

○議長（相川繁治君） 教育長。 

○教育長（藤本 武君） 先ほども申し上げま

したが、実際に生の声でというのは、前回やっ

ていただいた後にはやっておりません。先ほど

も村長の答弁の中にもございましたけれども、

行政とも今後どういった形で情報をというお話

でございますので、情報を活用しながら今後学

校でどういったことが検討していけるのか、方

向性を今後ちょっと模索してみたいなと思って

います。 

○議長（相川繁治君） ４番、山本敬介君。 

○４番（山本敬介君） それでは最後の質問に

移っていきたいと思います。住民、村民を守る

三つ目ですけれども、健康を守っていく、病気

から守っていくということで人間ドック受診の

推進についてお伺いしていきたいと思います。 

全国で人間ドックの受診を助成する自治体が

増えてきています。道内でも、調べましたら数

多く存在しているということが分かりました。

生活習慣病の早期発見は、健康寿命を伸ばし、

小規模多機能型居宅介護施設とま～るを中心と

した、在宅による福祉施策を選択した我が村に

とって非常に重要な事項であります。健康診査

の受診率、これが横這いの状況において、より

安心感のある人間ドックの助成制度を設けて、

村民の日々の健康への意識を醸成することで、
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医療費の抑制にもつなげていけるんじゃないか

と思っていますが、人間ドックのことについて、

村長にお伺いしたいと思います。 

○議長（相川繁治君） 村長。 

○村長（田中正治君） 人間ドックの受診助成

に関わってのご質問でございますけれども、全

国的な人間ドック受診対策の自治体助成内容に

ついて調べました。まだまだ、少数の自治体の

実施状況でありましたが、また、受診対象年齢

もさまざまでありまして、概ね40歳以上で、国

保滞納者でないことを条件に、助成がされてい

るということです。 

助成金額につきましては、数千円から上限２

万円程度が大半でありました。人間ドックの費

用は医療機関により異なる料金設定ですけれど

も、４万円前後が多いと思われます。議員のご

指摘のとおり、生活習慣病の予防対策は早期発

見と早期治療にあります。今後も村民の健康管

理と医療費の抑制につながる住民健診、あるい

はがん検診の受診率向上を最優先に対応してま

いりたいと考えております。 

○議長（相川繁治君） ４番、山本敬介君。 

○４番（山本敬介君） 住民健診の受診率です

けれども、これについて現状どうなっているか、

改めて村長お伺いしたいと思います。 

○議長（相川繁治君） 村長。 

○村長（田中正治君） 平成30年度の住民健診

の受診率でございますけれども、57.1％となっ

てございます。 

○議長（相川繁治君） ４番、山本敬介君。 

○４番（山本敬介君） 特定検診のことだと思

うんですけれども、その他がん検診との受診率

も分かればお答えお願いします。 

○議長（相川繁治君） 村長。 

○村長（田中正治君） 胃がん検診の受診率が

10.4％、それから大腸がん検診が16.5％、肺が

ん検診が22.8％、それから前立腺がん検診が

10％となっております。 

○議長（相川繁治君） ４番、山本敬介君。 

○４番（山本敬介君） 私も調べましたら、乳

がん、子宮がんについても18.2％と15％という

ことで、平成29年度の値が出ておりました。特

定検診、がん検診を中心にこれからも進めてい

きたいというお答えでしたけれども、実は、人

間ドック、自治体によって本当に千差万別なん

ですよね。人間ドックと謳っていても、ほぼ短

期の人間ドック、１日の日帰りの人間ドックと

いうことで、特定検診の内容はもちろん全部含

んでいますけれども、例えば胃がんと大腸がん

は含まれているけれども、肺がんはオプション

になっていますよと。これはそれぞれの自治体

で、それぞれ違うということであります。 

私も、２年前にがんを患いまして、残念なが

ら早期発見はできなかったわけですね。がんは、

現在国民の２人に１人が罹る、国民病と言われ

ていまして、早期発見が治療のための大きな鍵

になります。私のことはさておき、同じように、

日々忙しく時間に追われていてなかなか検診の

時間がとれない、決められた日時に検診に行く

というのがなかなか億劫であると。検診だけで

オプションの分はなければ時間の節約にもお金

の節約にもなっていくから、自分は大丈夫だろ

うと、この人間ドックにあたる部分、がん検診

の部分を受けない方、これはそういった本当に

忙しい働き盛りの自営業者の方、そして働き盛

りの女性の皆さん、そしてこれから議会にも出

てこようかという若い議員になろうと思ってい

る方々、そういった方々にとっても、分かりや

すい助成は必要ではないかと思っています。 

この人間ドックの助成には二つ重要性がある

んですね。まずは今言った、分かりやすさ。人

間ドックに行ってきたというだけで、非常に安

心感があります。人間ドックの最低項目はちゃ

んとやっていることで、大丈夫だろうと、１年
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間これで安心だということの目安になりやすい。

そして便利。人間ドック助成やっているところ

は、例えば十勝の豊頃町等は、人間ドックに申

し込んでもらうとチケットが届きますよと、そ

のチケットは帯広の複数の病院で利用すること

ができます。自分が行けるときにそこに予約を

して、行けばそれで受診ができる。占冠であれ

ば、例えば富良野、旭川、帯広、札幌、札幌の

実家に帰るので帰ったついでに受けよう。帯広

に買い物に出るので行ったついでに受けよう。

そういったことで非常に受けやすくなる。住民

にとって非常に便利になるというふうに思うん

ですよね。 

人間ドックの安心感、分かりやすさ、便利さ

は、これは行政の方ももちろん村長も自分自身

でも感じてらっしゃるんじゃないかなと思うん

ですよね。健診プラスがん検診のオプションが

いっぱいある。村民カレンダーの裏にずらずら

と書いてあって、これは無料、これはオプショ

ンいくら、これはこうですと書いてあります。

確かに、書いてありますけれども、インクルー

ズされた人間ドックがいかに住民の健康にとっ

て、一歩進めることになるか。こういったこと

について、再度村長の認識をお伺いしたいと思

います。 

○議長（相川繁治君） 村長。 

○村長（田中正治君） 人間ドックの議員の言

われる、安心感、分かりやすさというのは確か

に実感できる部分ではあろうかと思います。本

村においては、国保世帯における住民健診、特

定検診、健康診査の受診率を上げていこうとい

うことで、国保制度も変わりまして、受診率を

上げることによって交付金に差が出てくるとい

うこともあります。うちの総合健診の中身を見

ますと、検診項目、例えばドックから見て不足

しているなというのはエコーくらいなんですね。

オプション的なＸ線、それから胃がん、大腸が

ん、肺がん、胃がんの場合はバリウム検査しか

ありませんけれども、今後においては胃カメラ

も検討されている状況にあります。 

そういったことからすると、確かに指定日と

いうことはありますけれども、料金、それから

交通費を含めて総合的な費用を考えますと、総

合健診を受けられたほうが経費的には住民の方

はお得なのかなと思う次第であります。ちなみ

に、ドック、十勝圏域では４自治体が助成あり

ますけれども、全額を助成しているということ

ではありませんので、交通費をかけて一部助成

を受けながら行く方は行かれるという状況のよ

うですから、どちらが良いかという問題はあり

ますけれども、受ける側の判断の一つにあると

思いますけれども、村としては特定検診、各種

がん検診の受診率を上げることによってなんと

か住民の健康管理を進めてまいりたいと考えて

いるところでございます。以上です。 

○議長（相川繁治君） ４番、山本敬介君。 

○４番（山本敬介君） 今、村でやっているこ

とは、他市町村の人間ドックに該当しているん

ですよね。ほぼしているんです。だからこそ、

言っているわけです。健診率に関して言うと、

全然上がっていません。ちょっと上がったり、

ちょっと下がったりしますけれども、ほぼずっ

と横這いの状態です。今、村の中では健診率だ

って低くないんですよね。これは担当課長から

お聞きしたんですけど、北海道全体で19位です

から健診率というのは低いわけではないんです。

ただ、もっと高いほうがいいんですよ、もちろ

ん。特に、一般の特定検診の部分ではなくて、

がん検診の部分はまだまだ低い状況、10％台で

すから、ここを上げていく必要性があると。さ

らに、健診率自体もずっと横這いであると、手

がなかなか打てないでいると。 

うちの村のホームページの健診のページ見て

みてください。何のＰＲもない。何のことだか
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全然分からない。一応、必要な情報は載ってい

るのかもしれないけど、他の人間ドックがある

ような自治体のホームページを見ると、人間ド

ック助成やっていますよと、ここの病院で受け

られますよ、ということが書いてあります。住

民にとって分かりやすさ、アプローチのしやす

さというのが、まず非常に大事だっていうのが

一つです。あと、決められたところにくる健診

についても、豊頃町では巡回ドックという言い

方をして、インクルーズされた人間ドックが巡

回してくるんですよと、これも分かりやすいで

すよね。巡回の人間ドックがくるんだ。交通費

もなく空いていればその日に行けばいいんだね。

というふうにあって、さらに安心感もある。 

お金の面でも先ほど、村長から言及がありま

した。実は占冠は、いろいろな方の年齢等で多

少上限が変わってきますけれども、特定検診、

ピロリ菌も入れて、肺がん、胃がん、大腸がん、

前立腺がん、例えば乳がん、子宮がん、細胞診

検査、そういったものも入れて、全部入れても

１万1400円なんですよね。遠隔地で受けるとな

ると、これに交通費がかかってきますから、自

家用車で行くとすると５千円弱くらいかかって

くるかもしれないですけれども、金額的にはそ

んな金額です。 

伊達市はちょっと特別で、人間ドック自体を

５千円でやっているんですよね。これはピロリ

菌と子宮がんは別ですので、プラスすると、占

冠でいくと４千円くらいプラスになるので、１

万円弱くらいになりますよね。例えば豊頃でい

きますと、占冠村のほうが全然安いんですよね、

金額的には。留寿都でもそうですね。人間ドッ

クはありますよと、そういう病院と提携もして

いますよ。そういった努力はしますけれども、

健診自体の金額は、占冠のほうが実は努力して

いるんですよね。占冠はもったいないわけです

よ、結局。 

結局健診はある、がん検診もそれぞれある、

バラバラとある。見せ方が下手、受けさせ方が

下手、さらに言うならばやはり病院との提携だ

と思うんですよね。行政の皆さんが今いろいろ

なところで、多分健診を受けられていると思う

んですよね。札幌で受ける方、旭川、帯広、富

良野、いろいろいらっしゃると思うんです。そ

れと同じように、いろいろな病院で受けられる

体制を作ってもらって、さらにさっき村長がお

っしゃった巡回ドックの形で地域にも行きます

よと、この日に来れば地域でも受けられる。忙

しい自営業の人、忙しい働き盛りのお母さん、

その時間、その日に行けないとそういう人は自

分の都合のいい時に、この病院に申し込んで行

ってください。そっちでも受けられますよとい

った施策をお金部分ではクリアしているわけで

すから、そういったインクルーズされた施策を

作るか、作らないかだと思うんですよね。再度

お伺いしたいと思います。 

○議長（相川繁治君） 村長。 

○村長（田中正治君） 聞き方が悪かったと思

うんですが、村は１万なにがしでクリアをして

いるということで、ドック云々というのがあり

ましたね。通常のドックですと、病院と提携し

ていても、人間ドック健診料で３万７千、がん

ドックだと６万８千円とか、脳ドックだと２万

４千円とか、ドックと言われるものについては

相当の金額がすると理解しているんです。仮に

村が１万いくら１人にかかるんであれば、その

分を助成してドックに振り向けろということを

おっしゃっているのかは、その差額が出てきま

すんで、そういったのがどうなるのか、ちょっ

と聞き取り方が悪かったのかもしれませんけれ

ども。 

○議長（相川繁治君） ４番、山本敬介君。 

○４番（山本敬介君） 他町村の中身まで含め

て全てしっかりと精査をしないと、間違ってい
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る部分があるかもしれないですけれども、現状、

村が出している検査料金がありますよね。カレ

ンダーの裏に載っている検査料金ですよね。特

定健康診査が１千円、肝炎ウイルス・エキノコ

ックスは無料、ピロリ菌は2400円、結核・肺が

ん検診はいくらというふうにありますよね。こ

の項目を人間ドックがやっている自治体の項目

と同じように比べた時に、その合算した金額と、

人間ドックを設置している自治体と、占冠のほ

うが安いこともあるということです。 

住民側から見ると、既にこれはパッケージに

はなってないけれども、健診をその日に受けて

いれば、人間ドックがあるのと同じような施策

が既に占冠ではあるんじゃないのかなというこ

となんです。ただそれをちゃんと見せていない

という部分と、どこでも受けられるということ

になってないですよね。提携病院があって、今

は旭川がんセンターに各自行けば受けられるん

ですけれども、例えば帯広の病院に行けば受け

られる。そういったことが今、占冠の住民とし

ては、まず分かりやすさ、人間ドックと言われ

ると、細かいことわからないけれども、ほぼ全

部インクルーズされている。なので安心感が非

常に得られる。プラス便利さですよね。自分の

都合のいい時に行ける。さらにそれが、村が指

定された日に行けば交通費もかからないので安

い。こういったことに現状も金額的にはクリア

している部分も含めて、見直しをできないかと

いった意味であります。再度お聞きします。 

○議長（相川繁治君） 村長。 

○村長（田中正治君） 議員のおっしゃるよう

な、健診のあり方を含めて、料金的にも組み合

わせによってはそういう考え方にもなるのかな

と思いますけれども、通常的な考え方ですけれ

ども、ドックに対して、例えば何千円、上限２

万円まで助成しますから好きな時に好きな病院

で受診して下さいというのが一般的な助成なの

かなという理解をしていました。今のお話です

と、村と一定の医療機関と連携をしていて、い

つでもいいからこの料金で受診して下さいとい

うシステムができないかというお話で理解して

よろしいでしょうか。いずれにしましても、な

かなかその村が設定した日にちで受診ができな

い方々が多くいらっしゃるとすれば、そういっ

た検討も必要かなとは思います。 

ただ現状、村が進めている住民健診のあり方、

それから国保での北海道連合国保の考え方もあ

りましてね、国保の組合員の皆さんの健康管理

のあり方に対する交付金等の付け方等あるもん

ですから、一概にドックに対する支援というの

は現状ない。これは村がどう考えるかだけだと

思いますけれども、総合的に国保医療の中でど

う扱うかということについて、村としてもちょ

っと研究、勉強させてもらわないと、なかなか

ここでやります、やれませんという判断は難し

いかなと思いますので、村としてはどういった

方向性があるのかを含めて勉強させていただき

たい。そんな気持ちでございます。以上です。 

○議長（相川繁治君） ４番、山本敬介君。 

○４番（山本敬介君） 最後にもう一度言って

おきたいと思いますが、とにかく私自身もそう

でしたが、やはり忙しくて仕事が優先で、どう

しても自分の健康は後回しになりがち、自分は

大丈夫だろうと思っていて、結局早期発見には

至らないといった例は、本当に数多あると思い

ます。そういったことを減らしていくというの

が行政にとって非常に大事なことだと思ってい

ます。自分が健康の時は、どれがなんだかよく

分からないと言ってしまえばそれまでなんです

よね。全部やっておけばそれは安心だけれども、

病気になって初めてその重要性っていうことに

気づいていくわけです。 

やはり分かりやすさ、それと占冠村は大きな

病院から離れているということを考えれば、今
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の車社会の中においては、自分が選べる日に提

携病院が数か所あって、そういうところで受け

られるという状態を作って上げられることは非

常に重要なことだと思うんですね。もちろん、

いろいろなところとの調整があると思うんです

ね。ただ、先ほど申し上げたように、人間ドッ

ク助成、人間ドックというように謳っている自

治体のホームページを見ますと、非常に住民に

とって分かりやすいようになっていると、占冠

村は非常に分かりづらい状態にあると、こうい

うことも含めて、再度検討していただけるとい

うことかどうか確認をしたいと思います。 

○議長（相川繁治君） 村長。 

○村長（田中正治君） 占冠村の検診体制につ

いて、議員から大変分かりづらいというご意見

をいただきました。村としても反省する中で、

住民が分かりやすい、健診がいつどこでどうい

った健診を受けられるんだというのが分かるよ

うに考えるとともに、議員がご提案の診療所だ

とか、がんセンターだとか、そういったところ

で本人が希望すれば受けられるような方式がな

いのかどうかも含めて検討はさせていただきま

すし、現状では受診可能な科目もあるようでご

ざいますので、これらのお示し方が悪くて分か

らないという部分も、議員のご指摘のとおりあ

るようですので、それも含めて改善をするよう

にしてまいりたいと思います。以上です。 

○議長（相川繁治君） ４番、山本敬介君。 

○４番（山本敬介君） 最後に、今、村長にお

答えいただいて、もちろんそれが主旨でいいん

ですけれども、人間ドックが分かりやすくて安

心感があるということなんですよね。そこに集

約されているということなんです。そこについ

て検討いただけるということを理解していいの

か最後にもう一度お伺いしたいと思います。 

○議長（相川繁治君） 村長。 

○村長（田中正治君） この一般的にいう、人

間ドックというセットのメニュー、これについ

てどういったことが村としてできるのか、これ

は検討の余地はあるとは思いますけれども、現

状で例えばいくらいくら助成するから行ってく

ださいとか、全額村で見ますから行ってくださ

いとかいうことの、回答は難しいと。ただ、議

員のおっしゃるとおりドックの制度を生かした

受診体制といいますか、こういったものがどう

いう形でできるのか含めて、村としても検討は

させていただきたいと思います。以上です。 

○２番（藤岡幸次君） 議長、２番。 

○議長（相川繁治君） ２番、藤岡幸次君。 

○２番（藤岡幸次君） それでは早速一般質問

をさせていただきます。二つありますが、まず

一つ目でございます。双珠別地区農業の振興策

について。今、私どもの住んでおります双珠別

地区においては、農家戸数の減少、また、農業

従事者の高齢化に伴い、村内においては最も疲

弊、衰退著しい集落になりつつあるのかなと思

います。そうした中で、占冠和牛農家の中心的

役割を担っているのもまた双珠別地区なのかな

と思います。この現状を踏まえ、将来の農地の

在り方、また、担い手をどうしていくのか、村

長の考え方をお伺いしたいと思います。 

○議長（相川繁治君） 村長。 

○村長（田中正治君） 藤岡議員のご質問にお

答えしたいと思います。双珠別地区の農業振興

についてということでご質問でございます。双

珠別地区は、長年畜産経営の中核を担い、本村

農業の発展に寄与されてきました。ここ数年、

Ｕターン等で後継者が継承する明るい状況があ

る一方で、後継者不在の農家が離農するなど、

担い手確保は重要な課題であると考えておりま

す。 

持続可能な力強い農業を実現するためには、

基本となる人と農地の問題を一体的に解決して

いくことが必要であることから、本年２月に農
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業者を対象としてアンケートを実施し、検討委

員会で検討する予定となっております。また、

国の中山間地域等直接支払制度の活用について

検討を進めておりまして、この制度は農業生産

条件の不利な中山間地域等において、集落等単

位に農業地を維持・管理していくための協定を

締結し、それに従って農業生産活動等を行う場

合に、面積に応じて一定額が交付される仕組み

であります。詳細については今後になりますけ

れども、地域や農業者、農業関係団体とどうい

った取り組みができるか、意見交換を行いなが

ら協議・調整を進めてまいりたいと考えている

ところでございます。 

○議長（相川繁治君） ２番、藤岡幸次君。 

○２番（藤岡幸次君） 今、村長から村として

の取組みということころで、いろいろな施策に

ついてアンケートを含めて前進させていただき

たいというような回答をいただいたかと思いま

すが、私が思っている部分は、要するに、農業

をやっていくにあたり、私自身、齢60を過ぎま

して、本当にできるのか不安もありましたけれ

ども、農業をスタートさせております。 

自分自身がやる中で、一番問題点となってく

るのは、私の場合は親の残した土地があったの

で土地の問題はクリアできているのでその部分

は越えてスタートできたと。経済的な問題等は

ありますけれども、一番は土台となる農地がな

ければ新たなスタートはできないんですね。上

手い具合に後継者がいれば、担い手がつながっ

ていくんだけど、自分の子から孫へというのが

ある時代の形ではありましたけれども、村とい

う中でとらえた話でも大事なところは、農業が

きちんと将来にわたり継承していけるのかどう

かところにあるかと思うんです。それがひいて

は地域に残っていくと。 

常々考えているのは、来るのも拒まず、去る

者追わずだと。農業は私も初めてで、地域の中

で、村全体の中でも私のやっている農業は本当

に小さな規模ですよ。それでもはっきり言って

大変です。365日というところは付いて回る。こ

れが畜産、和牛に限らず休みなしなのが農業で

す。これを次の世代の人たちがどう継承し、続

けていけるのか。 

また、経済的な問題というところがございま

して、そういった中で農地の在り方、例えば、

私が20年何とか這いつくばって、歯を食いしば

ってやりましたと。その先に、もし私ができな

くなった時に、その時に土地をどう継承するの

か。その時に受け皿をきちんと備えておいて、

新しい方が土地を持たなくても農業ができる形

も検討する必要があるのかなと。その部分をま

ず解決しなければ、村で実施しているいろいろ

な助成策を含め、新規就農という形で入ってこ

られる方が一番困るのは、まず、土地をどうす

ればいいのか、住む家はどうすればいいのか。

その後に、子ども、経済問題もついてきますけ

れども、スタートの一歩がなければ何とかトラ

イしてみたが、やっぱり無理だったという形に

行きやすいのかなと。私自身、全部成功すると

は思えません。半分どころか３分の１成功すれ

ば大したものだと思っています。そのぐらい厳

しい状況の中で、環境整備を進めていかないと

前に進めることが難しいのかなと思います。再

度、村長の思いをお聞かせ願いたいと思います。 

○議長（相川繁治君） 村長。 

○村長（田中正治君） 議員がおっしゃるとお

り、持続可能な農業をどう実現させていくのか

ということは、基本となる人と農地であるとい

うことでございます。そういった中で、村とし

てもさまざまな手法で、新規就農を含めて取り

組んできておりますけれども、近年は小規模な

がら本村で就農していただいている方もいらっ

しゃいます。小規模であっても生活のできる農

業生産、農業活動が可能な状況をどう作ってい
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くのかということも一つの宿題なのかなとも思

っております。 

そういった意味では、議員のようにＵターン

で就農される方々を含め、占冠村で農業が本当

にできるのかという不安をどう解消するかとい

うのが、村としても大きな課題だと思っており

ます。これには特効薬はないと思っております。

村としてできる各団体との協議や、農業関係者、

そういった方々といろいろな意味で機会を通じ

て話をしているんですが、なかなか特効薬的な

ものがない。土地の集約化が進んでいるという

状況もありますし、本村の農地面積というのは

限られているのが現状でありますので、そうい

ったものをどう全体で利用できるのかも含めて

小規模でも営農できるような支援をするという

スタンスを持ちながら、村としてはやりたいと

は思っております。 

そういった中で、農業振興事業ですとか、素

牛の助成事業を含めて、あらゆる村としてでき

る助成事業を駆使しながら新規就農者を含めて、

マネジメントもしながらぜひ解決できる方向で

村としても努力したいと思っております。以上

です。 

○議長（相川繁治君） ２番、藤岡幸次君。 

○２番（藤岡幸次君） 非常に前向きな回答を

いただきましてありがとうございます。今、村

長の話の中にありました占冠村の農地は限られ

ていると。問題は、農地に限った話をさせてい

ただくと、常に農地というのは空いていく可能

性があると。その時に集約をどうしていくのか

というと、今、ある意味、村で所有されている

農地があるのも承知していますけれども、ある

程度大きな農家がリーダー的な役割を担ってや

られている部分もあるんですけれども、それだ

けでは次の世代へ継承するというのに限界が出

てくるのかなと。 

農業というのは、一つには村における大規模

農家さんが数軒おられますけれども、先導的な

役割を担うのかなと思うわけでありますが、大

事になってくるのは小中規模なんだと。小中規

模の農家の役割は、実は目に見えない部分が非

常にありまして、そこに住んでいる方々という

のは、ある意味村の守り役なんですね。そこに

人が住んでいるから村の山火事の第一報者にな

れる可能性がある。いろいろな災害についても

一番沢に近い、農地は比較的街から外れたとこ

ろが多いですから、鉄砲水等も含めて、第一報

者になれる可能性を持っていて、そういった行

政と一体になって住民らと災害安全という言葉

を出していくにあたり、一番先頭でそれをやっ

ていただけるというのが地域住民だと改めて、

頭の中に思い直していただきたい。そういう人

たちがいるからこそ守りができている。 

村の中で、皆が中央地区に住んで、農業をや

って商業をやっていれば行政のお金もかからな

いし、非常に良いんだけれども、そういうこと

じゃなくて、広い面積、それぞれの地域になる

べく集落を残し、そこで村としての強さをどう

発揮していくかという努力が非常に重要かなと

思います。今、村の中でいろいろとやられてい

ることは分かるんだけれども、それだけじゃ小

中規模の農家、そこに力を入れて、策を練って

いかなければ必ず、民から民への農地の集約も

いいんだけれど、それだけだと地域が消滅して

いくかなと。村の役割を担う人たちがいなくて

いいんだろうかと、そういうところが出てくる。 

占冠村は中央、占冠、ニニウのかたまりがあ

り、トマムがあり、規模が小さいながら双珠別

地区がある。三方の地区を持つことによって、

占冠村というものの魅力を打ち出せる部分が、

単に農業ということだけじゃなくてあるかと思

います。再度、村長の考え方をお伺いしたい。 

○議長（相川繁治君） 村長。 

○村長（田中正治君） 私の基本政策の中にも、
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占冠の持続可能な農林業の振興ということで言

っております。そういった中で、小中規模の農

業者にあっても本村で営農できるようなシステ

ム、あるいは支援等をどう作っていくかという

ことを考えながら、さまざまな会議において議

論をさせていただいております。これからある

意味、双珠別地区においてはＵターンあるいは

後継者等もできたということから、そういった

方々が営農できるような支援体制、あるいはそ

ういうスタンスを持ちながらこの農業政策を進

める。あるいは新規就農希望者に対するマネジ

メントを含めた提案をできるところからやって

いくというようなことを考えなければならない

と思っております。 

 議員が言われるような大事な役割を果たして

いる農業者の方々が、なかなか営農を続けられ

ない環境になってきているというところをどう

解消していくかというのも課題だと思いますの

で、私としてもそういったことがきちんと良い

方向に向かうような努力をしてまいりたいと思

います。大変具体性のない答弁になって申し訳

ないんですが、現状は大枠での支援を含めた回

答にしかなりませんけれども、そういったこと

で理解をお願いしたいと思います。 

○議長（相川繁治君） ２番、藤岡幸次君。 

○２番（藤岡幸次君） 村長から具体的な回答

になっていないと思うがということでしたが、

私の聞き方も具体的になっていないからそうい

うことになったのかと思います。あまり細かい

部分の聞き方をしてしまうと分かりづらくなる

かなと、大枠をお聞きしたかったのでそういう

聞き方をしたということもあります。 

 今、新規就農、後継者というのが一つの形な

んだけれども、もう一方は、長くこの村に貢献

し、その方が安心して引退なら引退できる形を

作るのも地域住民、後から生まれて続くものの

役割だなという思いがあるわけです。この土地

を次にやられる方にどうお渡しするのか、所有

しないでできる形はないのか。村なら村のバン

クに登録して、次の方がそこからお借りしてで

きると、それならば初期投資もいらないだろう

と。村と賃貸すればいいでしょうと、農機具も

含めて。新しく買ったばかりの農機具かもしれ

ないけれど、実は年齢も来たから引退したいん

だとご相談があった時には、それに乗ってあげ

られる仕組みづくりをぜひ、検討委員会なりを

立ち上げ、確保いただきたいと思います。再度、

お伺いします。 

○議長（相川繁治君） 村長。 

○村長（田中正治君） 農地の引継ぎ、農地バ

ンク的な事業体に村が代わりになるかどうかは

別にしても、実態が分からないんですが、村は

基本的には農地は持てませんということで、農

業委員会を通じて、法律的に契約をして、管理

契約をしてお貸ししているという状況でござい

ます。過去に一括してどこかで管理をして、欲

しい人に貸すということができないかというお

話も伺ったことがあるんですが、勉強不足で現

実的なのかどうかを含めて分かりません。 

今、藤岡議員が言われるように、農地がうま

く離農者から新しい人へ引き継げるような制度、

あるいは機械を含めた施設の利用ができる制度

が本当に可能なのかどうかも含めて、さまざま

な委員会、農業者団体の委員会もありますので、

その中でも議論していただく機会を作りながら、

法律的なこともありますので約束はできません

けれども、そういった議論もする場があっても

いいのかなと感じておりますので、そういった

ご期待に応えられるような方向で検討してみた

いと思います。以上です。 

○議長（相川繁治君） ２番、藤岡幸次君。 

○２番（藤岡幸次君） ６月からスタートとい

うことで、相当な難しい問題、私自身も農地法

の中身をどれだけ知っているかということはほ
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とんど勉強不足の状態でございますので、しか

しながらそれぞれの思いがあり、勉強していく

と開ける道もあるのかなと思いますので、ぜひ

相談させていただくので、地域の声をお聞きし

ながら村と一体となってやっていきたいと思い

ますので、ぜひ、その際のご協力をお願いした

いと思います。 

 続きます。質問２になります。双珠別住民セ

ンターの改善についてということで、地域住民

の双珠別住民センター利活用について、住民の

高齢化に伴って車いす利用などではセンターを

利用しづらい、また、利用できないということ

が発生しており、コミュニティの維持・向上が

図れない状況になっています。特に、玄関、廊

下、トイレの改善策の取組みについてお話を伺

いたいと思います。 

○議長（相川繁治君） 村長。 

○村長（田中正治君） 双珠別住民センターの

改善についてということのご質問でございます。

双珠別住民センターに関しましては、行政区の

集会など地域の皆さんに多く利用いただいてい

るところでございます。議員がご指摘のとおり、

地域住民の高齢化等に伴い、利用しづらい施設

となっていることは承知しているところでござ

いますが、そういった中で、ご希望もございま

して平成26年度にトイレの水洗化工事を実施す

るなど、要望に応じた改修を行ってきたという

現状になっております。バリアフリーに関しま

しては、建物の構造上、すべての改修は困難で

ありますが、早期改修が可能な玄関から集会所

までのバリアフリー化を行ってまいりたいと考

えております。以上です。 

○議長（相川繁治君） ２番、藤岡幸次君。 

○２番（藤岡幸次君） 今、村長からバリアフ

リーについては話をした玄関、廊下については

バリアフリー化に取り組んでまいりたいと回答

いただいたかと思うんですが、まず、やってい

ただけるところからやっていただけるのが一番

だと思うんです。すべて完璧でなければだめと

いうことではなくて。問題は、最初にアクセス

する玄関が使えないのであれば、トイレを直し

たって意味がないでしょというところがござい

ますので、まずは入り口のできるところをやっ

ていただけるのが一番かなと思います。 

 お聞きしたいのは２点ありまして、大体どの

くらいを目途にしてやっていただけるのかとい

うのが１点です。 

もう１点は、トイレについて、利用している

中で、平成26年トイレ水洗化に伴い、スペース

がどのくらいあるのかなと見ると改修している

のでそれなりのスペースがあります。しかしな

がら、入り口のアクセスが開き戸で車いすでは

スムーズには、介助者がいれば別だけれども使

える状況ではないと。トイレも向き等の改修を

図れば、先ほどからも話をしていますように、

何人も一緒にそこを使うということは双珠別住

民の状況からみてありますので、別の場所に作

るのか、利活用するのがいいのかを含めて、ト

イレの改修については今すぐでなければ、検討、

いくら費用がかかるのかはやっていただいて。

スロープ等の玄関、てすり、いつ頃を目途とし

ているのかお聞かせください。 

○議長（相川繁治君） 村長。 

○村長（田中正治君） 玄関から集会所までの

スロープ整備、段差解消につきましては、業者

に指示をしまして調査をしているところでござ

います。 

 トイレは入り口が狭いという件でございます

が、私たちも見て、狭いんですが、業者に見て

もらったところ、壁から全部を補修しなければ

だめだということで、ここのところは早急にで

きるような状況にないというのが現状でありま

すので、ご理解をお願いしたいと思っておりま

す。 
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○議長（相川繁治君） ２番、藤岡幸次君。 

○２番（藤岡幸次君） 今、使われ方がそんな

に長時間ではないことも事実なんですが、トイ

レが使えないというのは深刻なことになるので、

投票所も兼ねていますので、介助者が何人もい

てやっとの思いでたどり着くという姿を目にし

ていると思いますけれども、それはまずいだろ

うということで、早急にやってくれるというこ

とですから、ぜひなるべくスピーディーな形で

進めていただきたいというところです。 

 トイレの問題についてですが、壁から何から

とうことで、前向きじゃないのかなというふう

に聞こえましたので、しっかりしたもので安く、

難しいことを言っているかもしれないけれども、

将来的に双民館と併せて避難所的な使われ方も

されることも考えたときに、災害時に使えるの

かというところも出てくるわけです。双民館に

集約するのも一つの案だと思いますけど、双珠

別川が通っているので、何らかの形であそこが

塞がれてしまったら行ったり来たりができない

んです。そういったことを勘案していくと、慎

重にいかないといけないだろうなというところ

もありますので、トイレについてもちょっと難

しいということではなく、引き続き検討し、前

に進む形をとっていただかないと、必ず困る時

が来ると思っています。答弁願います。 

○議長（相川繁治君） 村長。 

○村長（田中正治君） 双珠別の住民センター、

双民館、二つとも避難所指定をされております。

双民館においてはバリアフリーのトイレが設置

されているということでご理解いただいており

ますけれども、議員のご要望のトイレの改修に

ついては、しないということではなくて、それ

相応の予算を確保してやらなければできない環

境で、そういう建物の作りですということです

ので、しないということではありませんので、

ご理解をお願いします。 

○議長（相川繁治君） ２番、藤岡幸次君。 

○２番（藤岡幸次君） しないということでは

ないということで、心強い思いをしましたので、

まったく建物を作り替えるという発想をしてし

まうとまた進まなくなるので、必ず一部改修と

かで乗り切れると思うんです。トイレは事が起

きたときに非常に重要なスペースになってくる

ので、そこは検討、予算化についてよろしくお

願いしたいと思います。村長からはぜひ前向き

に、至急予算化ということでお話をいただきま

したので、質問を終わります。 

○議長（相川繁治君） ここで２時40分まで休

憩いたします。 

休憩 午後２時29分 

再開 午後２時40分 

○議長（相川繁治君） 休憩前に引き続き、会

議を開きます。一般質問を続けます。 

○５番（下川園子君） 議長、５番。 

○議長（相川繁治君） ５番、下川園子君。 

○５番（下川園子君） 議長のお許しをいただ

きましたので質問させていただきます。トマム

地区の駐在所の設置について伺います。以前よ

り、防犯対策、地域安全のため、駐在所の設置

を要望しており、要望書の提出もしていただい

ているかと思いますが、その後の現在の進捗状

況を伺います。 

○議長（相川繁治君） 村長。 

○村長（田中正治君） 下川議員のご質問にお

答えをいたします。トマム地区の駐在所の件で

ございますけれども、トマム地区における駐在

所の設置要望につきましては、平成29年12月定

例会において質問され、村としても積極的に北

海道、北海道警察等を直接訪問し、要望活動を

行いたい旨の答弁をしていたところでございま

す。要望書につきましては、内容の精査、調整

を行いまして平成30年７月24日に私が上川総合

振興局を訪問し、北海道知事及び上川総合振興
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局長宛ての要望書を直接説明したうえ、手渡し

しております。また、道警本部長、道警旭川方

面本部長、富良野警察署長宛ての要望書につき

ましても私が富良野警察署を訪問し、直接説明

のうえ要望書を手渡ししております。 

その後、同年11月27日に道警本部から駐在所

の設置については、人口の動態、事件、事故の

発生状況等の治安情勢に加え、地域住民の利便

性、地理的状況等を総合的に勘案しながら検討

しているところであり、占冠村トマム地区にお

ける駐在所の新設についても同様の観点で検討

を行うこととなるとの回答と同時に、この考え

方の中で検討を進めているが、現時点で具体的

に占冠村の駐在所の新設に向けた動きには至っ

ていないとの回答を得ております。この回答に

あたっては、上川総合振興局の地方創生部長よ

り道としても引き続きさまざまな機会を通じて

道警に要望の趣旨等を伝えていく旨、説明を受

けたところでございます。 

また、北海道からは、繁忙期における臨時の

駐在所の整備や高速機動隊がトマムのインター

チェンジの方向転換をする際、上トマム周辺を

回ってもらうなど、段階的な取組みも有効との

助言をいただいたところでございます。現状に

おいては、すぐに駐在所の設置が実現するとい

う状況ではございませんが、関係機関からの助

言等も参考にしながら実現に向けて取り組んで

まいりたいと考えております。以上です。 

○議長（相川繁治君） ５番、下川園子君。 

○５番（下川園子君） 今、ご説明をいただい

たところ、安全対策として道警などが高速道路

で転回する際などに一緒に回っていただけると

いうことなんですが、それは今年度から実施し

ていただけるという認識でよろしいですか。 

○議長（相川繁治君） 村長。 

○村長（田中正治君） ここで申し上げました

のは北海道からの助言でございまして、そうい

った時期に高速機動隊が方向転換をする際にト

マム周辺を回ってもらうなどの段階的な取組み

も有効ではないかということで、これが具体的

な話として進んでいるものではなくて、協議段

階だということでご理解をいただければと思い

ます。 

○議長（相川繁治君） ５番、下川園子君。 

○５番（下川園子君） 今後、村としてはトマ

ム地区内、まだ駐在所が設置できないといいま

すか、設置する段階ではないという状況の中、

これから機動隊などにパトロールしていただく

ですとか、そういった協議はしていく予定です

か。 

○議長（相川繁治君） 村長。 

○村長（田中正治君） 私としては、最後に申

し上げましたけれども、地域のご厚志で土地ま

で寄付をいただいているということも振興局に

申し上げておりまして、ぜひ、駐在所の新設に

ついてお願いをしたいということで、実現に向

けて取り組んでいきたいということです。逃げ

道を作りたくないと考えておりまして、必要で

あればそういった方法も段階的な手段として取

り入れることもあり得るのかな、くらいの話し

でございますので、もう少し相手方と交渉をし

てみたいという思いでございます。以上です。 

○議長（相川繁治君） ５番、下川園子君。 

○５番（下川園子君） これから７月に向けて

観光客がピークを迎えてくるかと思うんですけ

れども、その際、防犯対策、安全管理という意

味で子どもたちが下校する時間帯は駐在所の方

がパトカーで来られて、待機して、安全管理を

していただいているところではあるんですが、

かなりの車の台数がトマムインターを降りてか

ら通過していくような状況です。駐在所ができ

るというのが一番の、私たちとしても安全安心

が守られるなと思っているんですが、毎年、観

光客の人は増えていて、外国人ドライバーとい
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うのもすごく増えているので、早急な安全対策

は必要かと思うんですね。なので、パトロール

が現駐在所の方だとしても、機動隊の方であっ

ても、早急に対応していただいたほうが良いの

ではと思うのですが、同時進行というのは難し

いんでしょうか。 

○議長（相川繁治君） 村長。 

○村長（田中正治君） 必要性については、議

員のおっしゃるとおり、私もそういった観点で

北海道、道警本部に申し上げて、要望している

というご理解をいただきたいと思いますけれど

も、当面、現駐在所は２名体制でいらっしゃい

まして、１名がトマムにできる限り赴いて勤務

するというような環境が大きく変化するという

ことは、現状ではないのかなと。村としてもで

きるだけそちらに赴く機会を増やしながら、中

央地区、トマム地区を含めて警察の任を遂行し

ていただきたいということで、署長にもお願い

をしているところでございます。以上です。 

○議長（相川繁治君） ５番、下川園子君。 

○５番（下川園子君） 現在、道警も要望して

いる中で、なかなかどこも見通しが立っていな

いような状況なのかと思うんですが、今後のス

ケジュール感としては、どのくらいを目途に何

となく方向性が見えてくるというのはどのよう

に考えますか。 

○議長（相川繁治君） 村長。 

○村長（田中正治君） 私としましては、状況

も若干変わっていますので再度、要望する必要

があると思っております。というのは、富良野

警察署長、旭川方面本部長、北海道知事を含め

て代わられましたので、再度要望をしたいなと

思っておりますので、なかなか今年行って来年

とかいうスケジュールはお示しできませんけれ

ども、この実態を訴えることでしかこの解決は

ないと思います。そういったことで今言われた

スケジュール感はお示しできませんけれども、

できるだけ取組みに尽力したいと思いますので

ご理解をいただきたいと思います。 

○議長（相川繁治君） ５番、下川園子君。 

○５番（下川園子君） 次の質問をさせていた

だきます。トマム地区の公園計画についてお伺

いいたします。公園計画について、ワークショ

ップなどを含め、約３年、４年稼働してきたと

ころではありますが、あまり大きな動きが感じ

られません。今後、どのようなスケジュールで

進めていく予定なのか、それと、公園計画を作

る中ではフィールドづくりというのが一番最優

先になるのではと住民は考えておりました。た

だ、最優先事項が私たちの考えるものと違うと

感じているんですが、村長の考えを伺います。 

○議長（相川繁治君） 村長。 

○村長（田中正治君） トマム地区公園の計画

でございますけれども、トマム地区公園につき

ましては、従来からワークショップの概要や経

過、事業の現状や今後の見通し等について、議

員の皆様にご説明をさせていただいておりまし

た。また、予算特別委員会等では、年度の事業

内容を説明させていただいてきたところでござ

います。平成30年度と本年度は、ワークショッ

プの意見を参考に、ミナ・トマムエリア周辺の

舗装撤去や路盤を中心に行うこととしておりま

す。 

スケジュールについては、基本計画をもとに

一定の予算を当面確保し、順次、住民の皆様と

の共同により整備を進めてまいりたいと考えて

おります。 

優先順位につきましては、ワークショップの

議論を通じて、報告書もいただいておりますけ

れども、中核施設であるミナ・トマム周辺から

取り進めていくこととしておりますので、まず

はミナ・トマム周辺の整備を行い、それ以降は

住民の皆様と協議しながら取り進めたいと考え

ております。以上です。 



39 / 79 

○議長（相川繁治君） ５番、下川園子君。 

○５番（下川園子君） 来年度以降のフィール

ドづくりになっていくのかなと感じたんですが、

これをするにあたって、住民ワークショップの

中では今後もランドスケープの力を借りながら

住民も一緒に公園を作り上げていくのではとい

う認識でいたんですが、昨年はワークショップ

がないままでした。ワークショップの開催がな

かった理由を伺います。 

○議長（相川繁治君） 村長。 

○村長（田中正治君） 平成28年度から29年度

にかけて行われました公園の基本計画を策定す

るために開催されたワークショップは、占冠村

が発注した委託業者の一環として行われたもの

です。したがって、委託業務終了後も受託業者

がそのままワークショップなどに参加し続ける

ことは予定されておりませんでしたので、その

旨はご理解をいただきたいと思います。 

ワークショップでは、公園の整備は基盤とな

るミナ・トマム周りを中心に順次進めていくこ

ととされておりまして、平成30年度はミナ・ト

マム周辺の路盤工事が予定されておりましたの

で、基本計画に大きな変更を生じないことから

ワークショップは開催せず、工事の周知のみを

行ったものでございます。以上です。 

○議長（相川繁治君） ５番、下川園子君。 

○５番（下川園子君） では、今後はワークシ

ョップというのは、住民活動の一環としてやっ

ていきながら公園を作っていくという認識でよ

ろしいですか。 

○議長（相川繁治君） 村長。 

○村長（田中正治君） 議員がおっしゃったと

おり、公園整備につきましては、地域を含めて

いろいろなお話を聞きながら進めるということ

になります。今、子育てのやつで森のようちえ

ん等のワークショップを北大が計画をしており

まして、そういったところででも公園の話もで

きるのかなということを考えておりますけれど

も、そういった一定のあらゆる機会を通じて、

地域の皆さんのご意見をお聞きしたいというこ

とで考えております。以上です。 

○議長（相川繁治君） ５番、下川園子君。 

○５番（下川園子君） 最後になりますが、こ

ちらの全体、公園を最終的に仕上げていくとい

う、完全にでき上るという形はないと思うんで

すけれども、最終的には何年くらいを目途に作

っていく予定ですか。 

○議長（相川繁治君） 村長。 

○村長（田中正治君） 委託業務の中で、ワー

クショップされた報告書を見ますと、地域の中

で地域活動としてさまざまな整備を行いながら、

最終年度を39年度ということで報告をいただい

ております。私としては、あまりにも時間がか

かりすぎるのかなと考えておりますので、村が

できる範囲はなるべく短縮してやっていきたい

と考えております。以上です。 

○議長（相川繁治君） これで一般質問を終わ

ります。 

 

◎日程第４ 承認第１号から日程第14 承認第

第11号 

○議長（相川繁治君） 日程第４、承認第１号、

専決処分につき承認を求めることについての件

から日程第14、承認第11号、専決処分につき承

認を求めることについての件までの11件を一括

議題とします。 

提案理由の説明を求めます。承認第１号から

承認第６号については、総務課長、多田淳史君。 

○総務課長（多田淳史君） それでは議案書１

ページをお願いいたします。承認第１号、専決

処分につき承認を求めることについてご説明を

申し上げます。 

 専決処分につき承認を求めることについて。

緊急執行を要しましたので地方自治法第179条第
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１項の規定により別紙専決処分書のとおり処分

したので、同条第３項の規定により報告し、議

会の承認を求めるものでございます。 

 議案書の２ページをお願いいたします。本件

は、富良野広域連合規約の一部を改正するもの

でございます。改正理由は、第３次富良野広域

連合広域計画におきまして、広域連合の調査研

究に関する事務のうち、国民健康保険事業及び

介護保険事業に関することについて、今後調査

研究を行わないこととしたことに伴いまして、

その記載を削るものでございます。施行期日は、

北海道知事の許可のあった日から施行するもの

としまして、平成31年４月１日付で上地政第１

号指令におきまして許可済みでございます。 

 続きまして議案書３ページをお願いいたしま

す。承認第２号、専決処分につき承認を求める

ことについてご説明を申し上げます。 

 専決処分につき承認を求めることについて。

緊急執行を要しましたので地方自治法第179条第

１項の規定により別紙専決処分書のとおり処分

したので、同条第３項の規定により報告し、議

会の承認を求めるものでございます。 

 こちらにつきましては要旨の１ページから３

ページでご説明を申し上げます。本件は、地方

税法等の一部改正に伴いまして、占冠村税条例

等の一部を改正するものでございます。内容に

つきましては、第１条において個人村民税の寄

附金税額控除におけるふるさと納税の対象を総

務大臣の指定する地方公共団体への寄附金とす

ることと、住宅借入金等特別控除の控除期間を

３年延長して13年とするものでございます。第

２条におきまして、個人村民税で給与所得者等

が単身児童扶養者に該当する場合に関しまして

所要の整理を行うものです。また、軽自動車税

においてグリーン化特例について現行制度を２

年間延長して、軽自動車税の軽減を図るものと

するものです。第３条におきまして、個人村民

税で単身児童扶養者を非課税対象に追加しまし

て、軽自動車税でグリーン化特例について令和

４年から令和５年度分の対象を電気自動車に限

り新設するものでございます。第４条におきま

しては、村税条例の改正に伴いまして、軽自動

車税にかかります規定の整備を行うものでござ

います。第５条におきまして、大法人に対する

申告書の電子申告による提出義務の創設に伴い

まして、電気通信回線の故障、災害、その他の

理由により電子申告ができない場合の規定を整

備するものでございます。施行期日につきまし

ては、平成31年４月１日から施行することとし

ておりますが、第１条から第３条に関する規定

につきましては、要旨３ページの表のとおりと

なってございます。 

 続きまして、議案書の17ページをお願いいた

します。承認第３号、専決処分につき承認を求

めることについてご説明を申し上げます。 

 専決処分につき承認を求めることについて。

緊急執行を要しましたので地方自治法第179条第

１項の規定により別紙専決処分書のとおり処分

したので、同条第３項の規定により報告し、議

会の承認を求めるものでございます。 

 18ページをお願いいたします。本件は、過疎

地域自立促進特別措置法第31条地方税の課税免

除または不均一課税に伴う措置が適用される場

合などを定める省令などの改正に基づきまして

本条例の一部を改正するものでございます。内

容につきましては、固定資産税の課税免除適用

期間を２年間延長しまして、令和３年３月31日

までとするものでございます。施行期日は平成

31年４月１日からの施行としてございます。 

 19ページをお願いいたします。承認第４号、

専決処分につき承認を求めることについてご説

明を申し上げます。 

 専決処分につき承認を求めることについて。

緊急執行を要しましたので地方自治法第179条第
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１項の規定により別紙専決処分書のとおり処分

したので、同条第３項の規定により報告し、議

会の承認を求めるものでございます。 

 20ページをお願いいたします。本件は地方税

法等の一部を改正する法律の公布に伴いまして、

国民健康保険税の課税限度額の改正及び軽減判

定所得の見直しのため、本条例の一部を改正す

るものでございます。内容につきましては、医

療給付費分に係る課税限度額を58万円から61万

円に引き上げるものと、低所得者に係る軽減判

定所得の見直しによりまして、国民健康保険税

５割軽減、及び２割軽減の対象となる世帯の軽

減基準について５割軽減の対象となる世帯の所

得判定基準について、被保険者に乗ずる金額を

27万５千円から28万円に、２割軽減対象となる

世帯の所得判定基準については、50万円から51

万円に引き上げるものでございます。施行期日

は平成31年４月１日からとしております。また、

本条例は平成31年度以後の年度分の国民健康保

険税について適用し、平成30年度分までの国民

健康保険税については従前の例によることとし

ております。 

 続きまして21ページになります。承認第５号、

専決処分につき承認を求めることについてご説

明を申し上げます。 

 専決処分につき承認を求めることについて。

緊急執行を要しましたので地方自治法第179条第

１項の規定により別紙専決処分書のとおり処分

したので、同条第３項の規定により報告し、議

会の承認を求めるものでございます。 

 22ページになります。本件は平成30年度一般

会計補正予算、第５号でございます。内容につ

きましては、債務負担行為の補正で23ページの

第１表のとおり、旅客自動車運行業務委託料で

設定しました限度額を8787万８千円から9636万

７千円に変更するものでございます。 

続きまして25ページをお願いいたします。承

認第６号、専決処分につき承認を求めることに

ついてご説明を申し上げます。 

 専決処分につき承認を求めることについて。

緊急執行を要しましたので地方自治法第179条第

１項の規定により別紙専決処分書のとおり処分

したので、同条第３項の規定により報告し、議

会の承認を求めるものでございます。 

26ページをお願いいたします。内容は、平成

30年度占冠村一般会計補正予算、第６号で、歳

入歳出それぞれ8980万円を減額し、歳入歳出の

予算をそれぞれ24億2330万円とするものと、地

方債の変更６件でございます。 

34ページをお願いいたします。事項別明細書

におきまして歳入からご説明を申し上げます。

１款、１項、村民税において１目、個人は、現

年課税分503万３千円、滞納繰越分で18万９千円

の増額。２目、法人は、現年課税分4498万６千

円、滞納繰越分で１万９千円の増額です。 

１款、２項、固定資産税において、１目、固

定資産税は現年課税分2181万４千円、滞納繰越

分で68万２千円の増額です。 

１款、３項、軽自動車税において、１目、軽

自動車税は現年課税分15万７千円の減額です。 

35ページです。１款、４項、村たばこ税にお

いて、１目、村たばこ税は現年課税分24万７千

円の減額でございます。 

36ページになります。２款、１項、１目、地

方揮発油譲与税は１万３千円の減額。 

２款、２項、１目、自動車重量譲与税は63万

２千円の増額。 

37ページです。３款、１項、１目、利子割交

付金は３千円の増額。 

38ページ、４款、１項、１目、配当割交付金

は２万５千円の減額。 

39ページ、５款、１項、１目、株式等譲渡所

得割交付金は８万９千円の増額です。 

40ページ、６款、１項、１目、地方消費税交
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付金は７千円の減額。 

41ページ、８款、１項、１目、自動車取得税

交付金は223万４千円の増額です。 

42ページです。９款、１項、１目、地方特例

交付金は３万円の増額。 

43ページ、10款、１項、地方交付税において

１目、地方交付税は普通交付税567万６千円の減

額、特別交付税は1636万９千円の増額です。 

44ページです。11款、１項、１目、交通安全

対策特別交付金は１千円の減額。 

45ページです。13款、１項、使用料において

１目、総務使用料は住民センター使用料で１千

円の減額、地域情報通信基盤施設使用料２万円

の増額。２目、民生使用料は保育料31万３千円

の減額。３目、衛生使用料は火葬場使用料６千

円の減額、汚泥再生処理センター残さ受入使用

料101万１千円の増額。５目、農林業使用料はレ

クリエーションの森使用料１千円の減額、有害

獣処理加工施設使用料22万９千円の増額です。

７目、土木使用料は村営住宅使用料377万１千円

の増額、村営住宅使用料滞納繰越分11万２千円

の増額です。 

13款、２項、手数料におきまして１目、総務

手数料は臨時運行許可手数料１万１千円の増額、

諸証明手数料12万６千円の増額、督促手数料１

千円の減額、情報公開手数料１千円の減額でご

ざいます。 

46ページになります。14款、１項、国庫負担

金におきまして１目、民生費国庫負担金は国保

基盤安定国庫負担金38万９千円の増額、未熟児

養育医療費国庫負担金30万２千円の減額、障害

者自立支援給付費国庫負担金15万８千円の増額、

障害者医療費国庫負担金22万５千円の減額、低

所得者保険料軽減負担金１万６千円の減額、児

童手当国庫負担金71万５千円の減額です。障害

児入所給付費等国庫負担金22万円の減額、子ど

ものための教育・保育給付費国庫負担金112万９

千円の増額、子ども・子育て支援交付金39万４

千円の増額です。 

14款、２項、国庫補助金におきまして１目、

総務費国庫補助金は社会保障・税番号制度シス

テム整備費補助金９万５千円の増額、地方創生

推進交付金39万８千円の減額です。２目、民生

費国庫補助金は市町村地域生活支援事業費国庫

補助金２万８千円の増額、子ども・子育て支援

体制整備総合推進事業補助金８万５千円の増額、

地域子どもの未来応援交付金38万４千円の減額

です。 

47ページ、14款、３項、委託金において１目、

総務費委託金は外国人登録事務委託金17万２千

円の増額。２目、民生費委託金は国民年金事務

委託金26万９千円の増額。 

48ページ、15款、１項、道負担金において１

目、民生費道負担金は、民生委員活動費道負担

金８千円の増額、国保基盤安定道負担金110万４

千円の増額、未熟児養育医療費道負担金10万４

千円の減額、障害者自立支援給付費道負担金21

万３千円の減額、障害者医療費道負担金25万７

千円の減額、低所得者保険料軽減負担金８千円

の減額、児童手当道負担金12万８千円の減額、

障害児入所給付費等道費負担金11万３千円の減

額、子どものための教育・保育給付費道費負担

金211万円の増額、子ども・子育て支援道費交付

金104万１千円の減額です。２目、保険基盤安定

拠出金は25万１千円の減額でございます。 

15款、２項、道補助金において２目、民生費

道補助金は介護サービス利用者負担軽減事業道

補助金21万６千円の減額、市町村地域生活支援

事業費道補助金２万円の増額です。３目、衛生

費道補助金は重度心身障害者医療給付事業費道

補助金36万５千円、ひとり親家庭等医療給付事

業費道補助金５万３千円、子育て支援医療助成

事業費道補助金６万円の減額。６目、教育費道

補助金は学校・家庭・地域の連携協力推進事業
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費補助金２万１千円の増額です。 

49ページ、15款、３項、委託金において１目、

総務費委託金は道民税徴収取扱交付金13万５千

円の増額、工業統計調査委託金１千円の減額、

平成30年住宅・土地統計調査委託金８千円の増

額、2020年農林業センサス委託金３万１千円の

減額、経済センサス基礎調査４千円の増額、国

勢統計実務検討会１千円の減額、知事・道議選

挙委託金62万４千円の増額です。 

50ページ、16款、１項、財産運用収入におき

まして１目、財産貸付収入は村有地等貸付料114

万９千円の増額、職員住宅貸付料21万４千円の

増額、教員住宅貸付料９千円の減額、村有住宅

貸付料48万円の増額、浄化槽貸付料９万３千円

の増額、地域振興住宅貸付料334万６千円の増額、

地域振興住宅（楓Ａ）共益費61万９千円の増額、

村有住宅貸付料滞納繰越分２万４千円の増額、

地域振興住宅貸付料滞納繰越分13万６千円の増

額です。２目、利子及び配当金は財政調整基金

利子１万円の減額でございます。 

16款、２項、財産売払収入におきまして１目、

不動産売払収入は土地建物売払収入120万４千円

の増額、間伐材売払収入98万円の減額、道路支

障木売払収入54万３千円の増額です。２目、物

品売払収入は指定ごみ袋売払収入１万３千円の

増額。３目、生産物売払収入は木炭売払収入３

万５千円の減額です。 

51ページ、17款、１項、寄附金において１目、

一般寄附金は１千円の減額です。３目、ふるさ

と寄附金は３万円の増額。４目、教育費寄附金

は国際交流基金で30万円の増額。 

52ページをお願いいたします。18款、１項、

繰入金におきまして１目、財政調整基金繰入金

は2290万７千円の減額。４目、農業振興基金繰

入金は699万円の減額。５目、福祉基金繰入金は

2497万円の減額。６目、環境保全と観光振興基

金繰入金は478万８千円の減額。７目、林業振興

基金繰入金は２千万円。８目、減債基金繰入金

は７千万円。10目、村営住宅基金繰入金は570万

円の減額。12目、平和の村基金繰入金は２万円

の減額。13目、テレビ難視聴対策基金繰入金は

188万５千円の減額でございます。 

53ページ、20款、３項、貸付金元利収入にお

いて３目、特殊林産物振興資金貸付金収入は35

万円の増額。７目、奨学資金貸付金収入は147万

６千円の減額、奨学資金貸付委金収入滞納繰越

分１万円の増額でございます。 

20款、４項、受託事業収入において１目、後

期高齢者医療広域連合受託事業収入は１万２千

円の減額。 

20款、５項、雑入において１目、雑入は養護

老人ホーム被措置者徴収金13万９千円の減額、

老人クラブ連合会等運転業務負担金１万９千円

の減額、子育て応援事業利用料24万１千円の増

額、人材育成等事業助成金８万８千円の増額、

地域交流館電気料５万５千円の減額、ＪＲ占冠

駅乗車券類発売手数料５万９千円の増額、村広

報郵送料１千円の減額、重度心身障害者等医療

給付費戻入86万６千円、入猟承認料65万円、市

町村振興協会市町村交付金27万円の増額、旭川

信用金庫占冠出張所電気料５万１千円の減額、

いきいきふるさと推進事業24万８千円の減額、

火葬場電気使用料１千円の増額、長寿健康増進

事業費補助金28万７千円の減額、富良野地方自

衛隊協力会負担金５万円、著作権利用料１千円、

平成30年度北海道胆振東部地震他府県町村会等

災害見舞金17万円、災害共済金161万４千円の増

額でございます。３目、旅客自動車運送事業収

入は富良野線旅客運賃57万４千円、富良野線手

荷物運賃１千円、富良野線広告料１千円、トマ

ム線旅客運賃14万７千円、トマム線手荷物運賃

１千円、トマム線広告料１千円の減額でござい

ます。 

55ページです。21款、１項、村債におきまし
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て１目、総務債は臨時財政対策債1007万５千円

の減額、過疎対策事業債（過疎地域自立促進特

別事業分）910万円の減額でございます。３目、

衛生費は村立診療所医療機器購入事業で30万円

の減額。４目、農林業債は道営森林管理道アリ

サラップ支線開設事業負担金320万円の減額。６

目、土木費は過疎対策事業債で村道トマム南１

線改良舗装工事590万円、村道北６線改良舗装工

事500万円の減額でございます。 

56ページをお願いいたします。次に歳出につ

いてご説明申し上げます。２款、１項、総務管

理費におきまして１目、一般管理費は社会保険

料等876万２千円、普通旅費43万４千円、特別旅

費25万４千円、町村会特別会計分担金20万３千

円、富良野広域連合負担金260万円、職員住宅等

補助金143万４千円の減額。平和の村基金積立金

60万円の増額です。２目、文書広報費は通信運

搬費24万４千円の減額。４目、財産管理費は燃

料費16万６千円、用地測量等業務委託料37万円、

占冠村むらびと基金積立金106万円の減額です。

５目、総合センター管理費は財源振替です。７

目、企画費は通信運搬費100万円、顧問弁護士委

託料70万円、パソコンリース料54万円、庁内電

算リース料23万９千円、地域おこし協力隊機材

リース料48万円、地域おこし協力隊研修負担金

23万円、住民活動推進事業36万７千円の減額で

す。10目、旅客自動車運送事業費は財源振替。

11目、諸費は高校通学者補助金76万５千円の減

額です。57ページです。12目、地域交通運送費

は予約型乗合交通委託料174万３千円の減額。 

２款、２項、徴税費におきまして２目、賦課

徴収費は常勤嘱託職員賃金39万円の減額です。 

２款、３項、戸籍住民基本台帳費において１

目、戸籍住民基本台帳費、58ページ、２款、４

項、選挙費、７目、知事・道議選挙費、２款、

５項、統計調査費、１目、統計調査総務費まで

は財源振替でございます。 

59ページです。３款、１項、社会福祉費にお

きまして１目、社会福祉総務費は福祉基金積立

金２万円の増額、介護保険会計繰出金380万円の

減額、国保会計繰出金160万円の増額でございま

す。２目、老人福祉費は在宅福祉推進事業委託

料55万９千円、老人保護措置費47万円の減額。

３目、国民年金費は財源振替でございます。 

３款、２項、児童福祉費において１目、児童

福祉総務費及び２目、保育所費は財源振替です。 

60ページ、４款、１項、保健衛生費において

１目、保健衛生総務費は診療所会計繰出金700万

円の減額。２目、予防費、３目、環境衛生費及

び４目、医療費は財源振替。５目、後期高齢者

医療費は後期高齢者医療会計繰出金40万円の減

額です。６目、診療所費は財源振替。 

４款、２項、清掃費において２目、じん芥処

理費は消耗品費40万円、修繕料50万円、最終処

分場配管清掃委託業務27万円の減額です。 

61ページ、６款、１項、農業費において２目、

農業振興費は農業振興・新規就農等支援対策補

助金75万７千円の減額。３目、畜産業費は畜産

経営安定化事業補助金70万円の減額。４目、農

業構造改善事業費は財源振替です。 

６款、２項、林業費において１目、林業振興

費は臨時雇上賃金67万９千円、常勤嘱託職員賃

金24万４千円、処理加工施設管理除雪賃金２万

３千円、保険料55万円、狩猟的価値発現による

林業六次産業化推進事業42万１千円、冬期村有

林調査用スノーモービル賃借料21万３千円、村

有林整備重機賃借料38万９千円、砂利等36万９

千円の減額。62ページになります。道営森林管

理道アリサラップ支線開設事業負担金312万９千

円、地域おこし協力隊研修等負担金42万円、林

業振興基金積立金150万円の減額です。 

 63ページです。７款、１項、商工費において

１目、商工振興費は修繕料57万６千円、トマム

給油所指定管理料465万８千円、地域企業振興事
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業補助金56万２千円、商工振興事業補助金38万

８千円の減額。２目、観光費は財源振替です。 

 64ページをお願いいたします。８款、１項、

道路橋梁費におきまして１目、道路維持費は燃

料費103万４千円、修繕料332万４千円、村道等

管理委託料84万９千円、村道草刈委託料４万５

千円、村道除雪委託料108万６千円、道路雨水桝

清掃業務３万３千円、道路台帳整備委託料13万

円、支障木伐採委託料５万４千円、駐車料金等

３万３千円、村道除排雪機械等借上料65万２千

円、原材料費61万３千円の減額でございます。 

 ８款、３項、住宅費におきまして１目、住宅

管理費は燃料費72万３千円、光熱水費８万８千

円、修繕料418万８千円、手数料45万２千円、消

防設備点検委託料３万３千円、地域振興住宅浄

化槽維持管理委託料14万３千円、村営住宅雪下

ろし業務委託料24万５千円、債権回収委託料20

万円の減額です。 

 65ページです。８款、４項、都市計画費にお

いて２目、生活排水処理費は下水道会計繰出金

70万円の増額。３目、公園費は消耗品費15万１

千円、光熱水費19万４千円、修繕料23万３千円

の減額です。 

 66ページです。10款、１項、教育総務費にお

いて４目、育英事業費は奨学資金償還金積立金

87万８千円の減額、国際交流基金積立金30万円

の増額です。 

 10款、２項、小学校費において１目、学校管

理費は燃料費50万円の減額。 

 10款、３項、中学校費において１目、学校管

理費は燃料費50万円の減額。 

 10款、４項、社会教育費において１目、社会

教育総務費は少年育成指導委員報酬10万円、67

ページ、社会教育地域活動輸送業務委託料５万

円の減額。２目、公民館費は臨時雇上賃金20万

円、講師謝礼８万円、燃料費５万円、印刷製本

費９万円、公民館地域活動輸送業務委託料８万

円の減額。３目、コミュニティプラザ管理費は

臨時雇上賃金40万円、図書等雇上賃金15万円、

修繕料８万円、屋根雪下ろし業務委託料７万円

の減額でございます。 

 10款、５項、保健体育費におきまして１目、

保健体育総務費は臨時雇上賃金３万円、スキー

場開設等賃金30万円、スキー場管理賃金60万円、

中央・トマムプール管理賃金30万円、燃料費30

万円、光熱水費40万円、修繕料50万円、重機借

上料７万円の減額でございます。 

 69ページ、12款、１項、公債費におきまして

１目、元金は長期債年賦元金75万２千円の減額。

２目、利子は長期債年賦利子167万４千円、一時

借入金利子30万７千円の減額です。 

 70ページ、13款、１項、普通財産取得費にお

いて１目、土地取得費は土地購入費216万７千円、

立木補償金98万８千円の減額です。 

 71ページです。14款、１項、職員費において

１目、職員費は一般職給料396万３千円、一般職

職員手当等72万９千円、特別職共済組合分55万

円、一般職共済組合分734万６千円、一般職退職

手当組合分335万５千円の減額です。 

 戻りまして27ページから30ページになります。

補正後の歳入歳出予算は第１表、歳入歳出予算

補正のとおりでございます。続きまして31ペー

ジをお願いいたします。地方債の補正につきま

しては第２表のとおり、臨時財政対策債１件、

過疎対策事業債で過疎地域自立促進特別事業分

ほか３件、辺地事業債１件、計６件を変更しよ

うとするものでございます。以上、ご審議のほ

どよろしくお願いいたします。 

○議長（相川繁治君） 承認第７号及び承認第

８号については、住民課長、小尾雅彦君。 

○住民課長（小尾雅彦君） 議案書73ページを

お願いいたします。承認第７号、専決処分につ

き承認を求めることについて。緊急執行を要し

たので地方自治法第179条第１項の規定により別
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紙専決処分書のとおり処分したので、同条第３

項の規定により報告し、議会の承認を求めるも

のです。 

 74ページです。平成30年度占冠村国民健康保

険事業特別会計補正予算、第５号です。歳入歳

出の総額からそれぞれ2190万円を減額し、歳入

歳出予算の総額を１億4160万円にしようとする

ものです。歳入歳出予算の補正の款項の区分及

び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出

予算の金額は、第１表、歳入歳出予算補正によ

ります。事項別明細にてご説明申し上げます。 

 78ページ、歳入です。１款、１項、１目、一

般被保険者国民健康保険税、医療給付費分現年

課税分で181万３千円の減額、後期高齢者支援金

分現年課税分で33万４千円の減額、介護納付金

分現年課税分で80万３千円の減額です。医療給

付費分滞納繰越分は５万５千円の増額、後期高

齢者支援金分滞納繰越分は２万円の増額、介護

納付金分滞納繰越分は１万２千円の増額です。 

 79ページです。４款、１項、１目、保険給付

費等交付金、普通交付金では2195万３千円の減

額です。保険給付費等交付金、特別交付金です

が143万４千円の増額です。 

 80ページです。５款、１項、１目、一般会計

繰入金、保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）

で209万８千円の増額、保険基盤安定繰入金（保

険者支援分）で77万９千円の増額です。出産育

児一時金繰入金は56万円の減額です。財政安定

化支援事業繰入金13万円の減額、その他一般会

計繰入金は58万７千円の減額です。２目、国保

財政調整基金繰入金は11万９千円の減額です。 

 81ページです。７款、１項、１目、一般被保

険者延滞金１万９千円の減額です。 

 ７款、２項、１目、特定健康診査等受託料２

万円の増額です。 

82ページです。歳出でございます。２款、１

項、１目、一般被保険者療養給付費では1832万

５千円の減額です。３目、一般被保険者療養費

は10万４千円の減額です。５目、審査支払手数

料は４万５千円の減額です。 

 ２款、２項、１目、一般被保険者高額療養費

では248万円の減額。３目、一般被保険者高額介

護合算療養費は７万５千円の減額です。 

 83ページです。２款、３項、１目、一般被保

険者移送費１千円の減額です。 

 ２款、４項、１目、出産育児一時金は84万円

の減額です。 

 ２款、５項、１目、葬祭費は３万円の減額で

す。 

 84ページをお願いいたします。３款、１項、

１目、一般被保険者医療給付費分、２目、一般

被保険者後期高齢者支援金等分、３目、介護納

付金分は財源振替でございます。 

 85ページ、５款、１項、１目、特定健康診査

等事業費につきましても財源振替の内容です。 

続きまして87ページ、承認第８号、専決処分

につき承認を求めることについて。緊急執行を

要したので地方自治法第179条第１項の規定によ

り別紙専決処分書のとおり処分したので、同条

第３項の規定により報告し、議会の承認を求め

るものです。 

 88ページをお願いいたします。平成30年度村

立診療所特別会計補正予算、第３号でございま

す。今回、歳入歳出それぞれ650万円を減額し、

歳入歳出予算の総額をそれぞれ8400万円とする

ものでございます。歳入歳出予算の補正の款項

の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の

歳入歳出予算の金額は、第１表歳入歳出予算補

正によります。 

 92ページをお願いいたします。歳入でござい

ます。１款、１項、１目、占冠診療所診療報酬

収入、国民健康保険診療報酬収入現年度分で85

万円の減額、社会保険診療報酬収入現年度分で

70万円の減額、後期高齢者診療報酬収入現年度
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分で70万円の増額、一部負担金収入現年度分で

60万円の減額、その他診療報酬収入現年度分で

20万円の増額です。２目、トマム診療所診療報

酬収入では、社会保険診療報酬収入現年度分で

35万円の増額、後期高齢者診療報酬収入現年度

分で175万円の減額、一部負担金収入現年度分で

10万円の増額、その他診療報酬収入現年度分で

20万円の増額です。 

 １款、２項、１目、占冠診療所諸検査収入、

健康診断・予防接種で60万円の増額です。２目、

トマム診療所諸検査収入では、健康診断・予防

接種で44万円の増額です。 

 93ページ、２款、１項、２目、トマム診療所

手数料では、各種診断書料で４万円の増額です。 

 94ページです。３款、１項、１目、衛生費道

補助金ではへき地診療所運営費補助金で120万円

の増額です。 

 95ページ、４款、１項、１目、一般会計繰入

金で700万円の減額です。 

 96ページ、５款、１項、１目、繰越金、前年

度繰越金57万円の増額です。 

 97ページから歳出となります。１款、１項、

１目、一般管理費、一般職の職員手当で10万円

の減額、社会保険料・労働保険料で135万円の減

額、共済組合分で10万円の減額、退職手当組合

分で５万円の減額です。臨時雇上賃金５万円の

減額、医師等で５万円の減額です。医師派遣謝

礼につきましては165万円の減額です。費用弁償

25万円の減額、特別旅費で35万円の減額です。

研究会等会費で10万円の減額です。２目、占冠

診療所管理費、燃料費で10万円の減額、光熱水

費で10万円の減額、修繕料で25万円の減額です。

通信運搬費５万円の減額、手数料で10万円の減

額です。エアコン清掃・点検委託料８万円の減

額、環境整備業務委託料２万円の減額、除排雪

業務委託料で13万５千円の減額、産業廃棄物処

理委託料で６万５千円の減額です。自動車リー

ス料は10万円の減額、一般備品購入費で10万円

の減額です。 

 98ページです。１款、１項、３目、トマム診

療所管理費、燃料費で10万円の減額、光熱水費

で５万円の減額、修繕料で５万円の減額です。

産業廃棄物処理委託料で４万円の減額、医師送

迎委託業務９万円の減額、除排雪業務委託料12

万円の減額です。 

 99ページです。２款、１項、１目、占冠診療

所医療用機械器具費、消耗品費で10万円の減額、

修繕料で10万円の減額、手数料で５万円の減額

です。臨床検査業務委託料で15万円の減額、人

工呼吸器リース料で10万円の減額です。医療機

器備品購入費で10万円の減額です。２目、トマ

ム診療所医療用機械器具費、超音波診断装置賃

借料で10万円の減額です。５目、占冠診療所医

療品衛生材料費、消耗品費で10万円の減額です。

６目、トマム診療所医療品衛生材料費、消耗品

費で10万円の減額です。以上でございます。ご

審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（相川繁治君） 承認第９号については、

建設課長、小林昌弘君。 

○建設課長（小林昌弘君） 議案書101ページを

お願いいたします。承認第９号、専決処分につ

き承認を求めることについて。緊急執行を要し

たので地方自治法第179条第１項の規定により別

紙専決処分書のとおり処分したので、同条第３

項の規定により報告し、議会の承認を求めるも

のでございます。 

 議案書102ページです。平成30年度公共下水道

事業特別会計補正予算、第４号は歳入歳出予算

の総額から歳入歳出それぞれ70万円を減額し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１億690

万円とするものでございます。 

 議案書107ページをお願いいたします。事項別

明細により歳入からご説明いたします。２款、

１項、１目、下水道事業、１節、現年度分13万
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４千円の減額。２目、浄化槽事業、１節、現年

度分４万円の増額でございます。 

108ページです。３款、１項、１目、下水道事

業国庫補助金、１節、資本整備総合交付金18万

１千円の減額でございます。 

109ページです。４款、１項、２目、浄化槽事

業、１節、一般会計繰入金70万円の増額でござ

います。 

110ページです。６款、１項、１目、下水道事

業、１節、雑入、17万５千円の増額。 

111ページです。７款、１項、２目、浄化槽事

業、２節、下水道事業債130万円の減額でござい

ます。 

112ページ、歳出についてご説明いたします。

１款、１項、２目、浄化槽費、９節、旅費、普

通旅費で３万７千円の減額、11節、需用費、消

耗品費１万５千円の減額、印刷製本費２万９千

円の減額、12節、役務費、手数料で１万９千円

の減額、14節、使用料及び賃借料、駐車代及び

高速道路使用料２千円の減額、19節、負担金、

補助及び交付金、個別排水処理施設担当者会議

５千円の減額、23節、償還金、利子及び割引料、

過誤納還付金１千円の減額でございます。 

113ページです。２款、１項、１目、下水道費、

13節、委託料、汚泥運搬処理委託料２万６千円

の減額、マンホールポンプ点検委託料10万８千

円の減額。２目、浄化槽費、11節、需用費、消

耗品費２千円の減額、修繕料14万４千円の減額、

12節、役務費、手数料７万４千円の減額、13節、

委託料、浄化槽維持管理委託料17万３千円の減

額、16節、原材料費、補修用砕石３万３千円の

減額でございます。 

114ページです。３款、１項、１目、下水道費、

13節、下水道計画認可変更委託業務６千円の減

額。２目、浄化槽費、13節、委託料、個別排水

処理施設実施設計委託業務６千円の減額、15節、

工事請負費、個別排水処理施設設置工事２万円

の減額でございます。 

 議案書戻りまして103ページと104ページにな

ります。以上、説明した内容で第１表、歳入歳

出予算補正のとおりでございます。105ページで

す。第２表、地方債の補正で歳入歳出予算に計

上した村債と同額の限度額補正を行うものでご

ざいます。ご審議のほどよろしくお願いいたし

ます。 

○議長（相川繁治君） 承認第10号及び承認第

11号については、福祉子育て支援課長、木村恭

美君。 

○福祉子育て支援課長（木村恭美君） 議案書

の115ページをお願いいたします。承認第10号、

専決処分につき承認を求めることについて。緊

急執行を要したので地方自治法第179条第１項の

規定により別紙専決処分書のとおり処分したの

で、同条第３項の規定により報告し、議会の承

認を求めるものでございます。 

 116ページをお願いしいたします。平成30年度

占冠村介護保険特別会計補正予算、第４号でご

ざいます。平成30年度占冠村介護保険特別会計

補正予算、第４号は歳入歳出予算の総額から歳

入歳出それぞれ650万円を減額し、歳入歳出予算

の総額をそれぞれ9740万円とするものでござい

ます。 

以下、事項別明細書にてご説明いたします。

120ページをお願いいたします。歳入についてご

説明いたします。１款、１項、介護保険料にお

きまして、１目、第１号被保険者介護保険料、

現年度分で18万９千円の減額、滞納繰越分で４

万円の増額です。 

３款、１項、国庫負担金において１目、介護

給付費負担金で56万５千円の増額。 

３款、２項、国庫補助金におきまして、１目、

調整交付金で212万８千円の減額。２目、地域支

援事業交付金、現年度分で77万４千円の増額。

３目、事業費補助金で３万円の増額。 
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122ページをお願いいたします。４款、１項、

支払基金交付金におきまして、１目、介護給付

費交付金、現年度分で119万１千円の減額。２目、

地域支援事業支援交付金、現年度分で18万７千

円の減額。 

５款、道支出金、１項、道負担金、１目、介

護給付費負担金で23万１千円の減額。 

５款、２項、道補助金、１目、地域支援事業

交付金で24万１千円の減額。 

124ページをお願いいたします。７款、繰入金、

１項、一般会計繰入金、１目、介護給付費繰入

金、現年度分で332万６千円の減額。２目、地域

支援事業繰入金、現年度分で156万８千円の増額。

３目、第１号被保険者保険料軽減分繰入金で３

万２千円の減額。４目、その他一般会計繰入金、

職員給与費等繰入金で201万円の減額。 

７款、２項、基金繰入金、１目、占冠村介護

保険給付費準備基金繰入金で20万円の減額。 

９款、諸収入、３項、サービス収入、１目、

介護給付費収入、居宅介護サービス計画費収入

で24万円の増額。 

９款、４項、４目、雑入で１万８千円の増額

でございます。 

続きまして歳出にまいります。126ページ、１

款、総務費、１項、総務管理費、１目、一般管

理費は財源振替でございます。 

２款、保険給付費、１項、介護サービス等諸

費、１目、居宅介護サービス等給付費で350万円

の減額。３目、施設介護サービス等給付費で300

万円の減額。 

 128ページをお願いいたします。３款、１項、

地域支援事業費、３目、包括的支援事業費は財

源振替でございます。 

 117ページにお戻り願います。補正後の額につ

きましては第１表、歳入歳出予算補正のとおり

でございます。以上で承認第10号の説明を終わ

ります。 

 続きまして、議案書の129ページをお願いいた

します。承認第11号、専決処分につき承認を求

めることについてご説明申し上げます。緊急執

行を要したので地方自治法第179条第１項の規定

により別紙専決処分書のとおり処分したので、

同条第３項の規定により報告し、議会の承認を

求めるものでございます。 

130ページをお願いいたします。平成30年度占

冠村後期高齢者医療特別会計補正予算、第１号

でございます。平成30年度占冠村後期高齢者医

療特別会計補正予算、第１号は歳入歳出予算の

総額から歳入歳出それぞれ150万円を減額し、歳

入歳出予算の総額をそれぞれ1830万円とするも

のでございます。 

 以下、事項別明細書にてご説明いたします。

134ページをお願いいたします。歳入についてご

説明いたします。１款、１項、後期高齢者医療

保険料において、１目、特別徴収保険料、現年

度分は10万３千円の減額。２目、普通徴収保険

料、現年度分で109万３千円の減額、滞納繰越分

で５千円の増額。 

 ３款、繰入金、１項、一般会計繰入金、２目、

保険基盤安定繰入金で34万９千円の減額。３目、

その他一般会計繰入金で５万１千円の減額。 

 136ページ、４款、１項、１目、繰越金で９万

１千円の増額でございます。 

 続きまして歳出にまいります。137ページでご

ざいます。２款、１項、１目、後期高齢者医療

広域連合納付金で保険基盤安定負担金30万円の

減額、事務費負担金10万円の減額、保険料等負

担金110万円の減額でございます。 

 131ページにお戻り願います。補正後の額につ

きましては第１表、歳入歳出予算補正のとおり

でございます。以上、承認第11号の説明を終わ

ります。よろしくご審議のほどお願いいたしま

す。 

○議長（相川繁治君） これで提案理由の説明
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を終わります。 

 ここで４時10分まで休憩いたします。 

休憩 午後４時00分 

再開 午後４時10分 

○議長（相川繁治君） 休憩前に引き続き会議

を開きます。 

これから質疑を行います。質問者はページ数

を明らかにし、質疑・答弁は要点を明確に、簡

潔に発言してください。質疑はありませんか。 

４番、山本敬介君。 

○４番（山本敬介君） それでは何点かお聞き

したいと思います。総務産業常任委員会でもお

聞きした部分もありますけれども、これは専決

処分ですから行政の側で議会の承認を得ずに進

めたものということで、住民に知ってもらうこ

とも重要だと思いますので、質問していきたい

と思います。 

 まず、議案の34ページです。歳入の村税です

ね。１款、１項、１目、１節の現年課税分、２

目、法人の現年課税分、１款、２項、１目、固

定資産税の現年課税分、503万３千円から4498万

６千円、2181万４千円と歳入が増えております。

このあたりの説明をお願いしたいと思います。 

 続きまして、45ページ、13款、１項、３目、

３節、最終処分場使用料101万１千円、汚泥再生

処理センター残さ受入使用料増の理由について

お伺いいたします。 

 続きまして、50ページ、16款、１項、１目、

財産貸付収入の１節、村有地貸付料114万９千円

の内容についてお伺いいたします。 

 続きまして52ページ、繰入金全般に減額が生

じておりまして、マイナス１億5726万円という

ことですので、この繰入全体がどういうことに

なっているのか、村民に分かりやすく一度説明

をしてください。 

 続きまして、63ページ、７款、１項、１目、

商工振興費の中の13節、委託料、トマム給油所

指定管理料がマイナス465万８千円になっていま

す。トマム給油所がどういった運営になって、

結果どうなったのか、住民も心配しているとこ

ろでもありますので、内容について少し詳しく

説明いただければと思います。以上、お伺いし

ます。 

○議長（相川繁治君） 企画商工課長、三浦康

幸君。 

○企画商工課長（三浦康幸君） 山本議員のご

質問にお答えいたします。議案書63ページ、７

款、商工費、１項、商工費、１目、商工振興費

の13節、委託料、トマム給油所の指定管理料に

つきましてのご説明でございます。指定管理料

としまして、年間当初960万円を支出しておりま

す。その後、現金担保ということで毎年250万円

を積み立てすることとなっておりまして、250万

円を年度末に返金いただくという形になってご

ざいます。 

また、出来高払いというんでしょうか、１年

間の指定管理料で残金が出た場合につきまして

は、お戻しいただくということで、今回の返還

金が年度末で165万８千円だったということでご

ざいます。したがって、現金担保の250万円と返

還金の165万８千円、この二つを合わせまして

465万８千円の返金になるということでございま

すので、実質的にはトマムスタンドの年間の運

営費は500万円弱ということで運営されていると

いう状況でございます。以上でございます。 

○議長（相川繁治君） 総務課長、多田淳史君。 

○総務課長（多田淳史君） 私からは総務課に

関係する部分についてご説明いたします。まず、

34ページになります。村民税の個人、法人、固

定資産税の関係のご説明をいたします。村民税

の個人増加につきまして、所得割で492万８千円

の増額となってございます。主にリゾート関連

の人口増等もございまして、皆さん所得が増え

てきております。その関係で所得割が増加して
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いるという状況でございます。それから法人税

につきましても主にリゾート関連になりますけ

れども、事業が好調であるというところで法人

税の申告納税が増加しているということでござ

います。それから固定資産税になります。この

度リゾート関連で新たな家屋ですとか、設備投

資がございまして家屋、償却資産について2181

万４千円の増加ということになってございます。 

 続きまして、50ページになります。財産貸付

収入、土地建物貸付収入の村有地等貸付料は、

当初予定しておりませんでした村有地の貸付が

発生しております。工事業者等より村有地の貸

付の依頼がございまして貸付しておりまして、

114万９千円の増額となってございます。 

 次に52ページになります。繰入金の減額につ

いてになります。こちらにつきましては、当初

予算の中で一般財源としまして財源の不足分を

繰入金で充てるということで予算を組んでおり

ます。当初で組みましてその後、補正をしなが

ら今回、３月末の段階で事業の精算という形で

行ってきております。結果、当初予算で見てお

りました一般財源が繰入することなく賄えると

いうことになりましたので、その分の繰入金を

落とすというような形でこのような処分をさせ

ていただいております。財政調整基金について

は、一般財源ですので広く一般会計に使わせて

いただく予定をしておりました。その他、特定

の目的基金でございますので関係する会計で予

算を見ていたわけですけれども、事業精査等で

その必要がなくなりましたので今回、減額をさ

せていただいております。以上でございます。 

○議長（相川繁治君） 建設課長、小林昌弘君。 

○建設課長（小林昌弘君） 議案書45ページ、

13款、１項、３目、衛生使用料、３節、最終処

分場使用料、汚泥再生処理センター残さ受入使

用料の増加の件でございます。総務産業常任委

員会でもご質問いただいて、説明が足りなかっ

たということもありまして、その後、衛生セン

ターに聞き取りを行っております。増加の要因

については、不適物の発生は生ごみの搬入量に

比例して増加いたします。特に、夏から秋、７

月から10月は搬入が非常に多く、分解の遅いと

うきびの芯ですとか、すいか、メロンの皮が多

く混入し、不適物増加要因の一つになっている

ところでございます。 

平成30年度の増加要因が三つございまして、

ひとつが９月６日に発生した北海道胆振東部地

震による停電の影響によりまして、堆肥化施設

の立ち上げに時間を要したことでございます。

これについては停電の間発酵作業自体が止まっ

てしまって、ほぼ全量が堆肥化できなかったと

いうところになっております。 

二つ目が堆肥化施設一次発酵槽内部の緊急修

繕ということで、これが６月から７月に行われ

ております。これにつきましては、発酵槽の内

部を空にしてから作業を行って、空の状態で発

酵槽の運転をしておりますので、その期間は発

酵もなかなか進まなくて不適物が増えてしまっ

たということになります。 

三つめが生ごみの破砕機の歯が摩耗しまして、

その取り換えの修繕に時間がかかってしまい、

不適物の増加要因となってしまったということ

でございます。発酵槽内部の修繕は年度内です

べて対策を実施しておりまして、31年度に入り

ましては平成30年度よりは不適物も少なく推移

している状況でございます。以上でございます。 

○議長（相川繁治君） 企画商工課長、三浦康

幸君。 

○企画商工課長（三浦康幸君） 先ほど山本議

員からのご質問で、議案書63ページのトマムス

タンドの委託料の戻し入れの関係、数字の読み

間違えがございましたので修正させていただき

ます。先ほど、返還金を読み間違えまして、165

万８千円と申し上げましたが、返還金は215万８
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千円で、現金担保の戻し入れが250万円、合計

465万８千円ということになります。以上でござ

います。 

○議長（相川繁治君） ４番、山本敬介君。 

○４番（山本敬介君） 現金担保の件で250万円

の現金担保を毎年受けて、最後に戻してもらう

という仕組みになっているということですが、

この仕組みについてもう一度、住民に分かりや

すいように、なぜそれが必要なのかということ

を説明いただきたいと思います。 

 もう１点、村有地の場所を分かる範囲で結構

ですので教えてください。以上です。 

○議長（相川繁治君） 企画商工課長、三浦康

幸君。 

○企画商工課長（三浦康幸君） 現金担保の関

係でございますけれども、当該業界の慣習と申

しますか、運用の問題でございまして、トマム

スタンドの使用量、規模であれば概ねこの程度

の預託金を現金担保として仕入れもとに差し入

れると。そして安定供給を確保するという趣旨

で毎年付けるものと伺っております。 

○議長（相川繁治君） このままの状態で暫時

休憩いたします。 

休憩 午後４時26分 

再開 午後４時27分 

○議長（相川繁治君） 休憩前に引き続き、会

議を開きます。 

総務課長、多田淳史君。 

○総務課長（多田淳史君） お待たせして申し

訳ございません。先ほどの村有地貸付料の具体

的な場所ですけれども、一箇所だけではないん

ですが、駅前の楓の前の村有地を工事業者に貸

し付けておりまして、そちらが主なものとなっ

てございます。 

○議長（相川繁治君） 他に質疑ありませんか。 

７番、児玉眞澄君。 

○７番（児玉眞澄君） 78ページ、１款、１項、

１節、医療給付費分現年課税分181万３千円の減、

２節、後期高齢者支援金分現年課税分33万４千

円の減、３節、介護納付金分現年課税分80万３

千円の減。 

次のページ、79ページです。４款、１項、１

目、保険給付費等交付金、普通交付金で2195万

３千円の減となっております。これについてご

説明お願いいたします。 

○議長（相川繁治君） 住民課長、小尾雅彦君。 

○住民課長（小尾雅彦君） 国保会計の内容に

ついてでございます。国民健康保険税医療給付

費分、後期高齢者支援金分、介護納付金分、こ

れにつきましては被保険者の異動等にもよって

最終的な実績による保険税の収入ということで

す。当初予算から見ますと被保険者の異動によ

ってここまでの税収の減額があったということ

で、実績によります。 

 79ページの保険給付費等交付金につきまして

は、平成30年度の医療費についての費用ですが、

北海道が平成30年度から負担するということで、

村の国保会計上ではこの交付金額が医療費とし

て収入、歳出でこの同額を保険給付費の医療費

ということで計上しまして、実質的には相殺処

理をするということになりまして、実質的な村

の持ち出しはないということの仕組みになって

おります。以上でございます。 

○議長（相川繁治君） 他に質疑はありません

か。 

１番、大谷元江君。 

○１番（大谷元江君） 承認第１号から５号ま

での中のことですけれども、元号が平成から令

和に変わったんですけれども、条例の中身に平

成33年とか、平成45年が使われている条例とな

っているんですね。この変更はできないものな

のか、平成を使っていかないとだめなものなの

か、説明をお願いします。 

○議長（相川繁治君） 総務課長、多田淳史君。 



53 / 79 

○総務課長（多田淳史君） ご説明を申し上げ

ます。今回、専決処分ということで３月31日付

で専決処分をさせていただいております。した

がいまして、この段階ではまだ平成ということ

ですので、元号は平成を用いております。その

中で文言も、例えば平成33年とか出てきており

ますけれども、こちらもまだ元号が平成の時代

に制定されたものですので、平成の表記で行っ

ております。仮に今後、条例改正等がございま

して、令和にするかという議論はございますが、

これに関しては国からも通達がございまして、

特に平成を令和に変えるだけの改正はしなくて

よろしい。あくまでも平成を令和に読み替えて

運用することになっておりますので、今回につ

いては平成の時代に改正したものですので、平

成という表記をさせていただいております。以

上です。 

○議長（相川繁治君） 他に質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（相川繁治君）  質疑なしと認めます。

これで質疑を終わります。 

 討論を省略いたします。 

これから、承認第１号、専決処分につき承認

を求めることについての件を採決します。 

お諮りします。 

本案は原案のとおり承認することにご異議あ

りませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（相川繁治君） 異議なしと認めます。 

 したがって承認第１号は原案のとおり承認す

ることに決定しました。 

これから、承認第２号、専決処分につき承認

を求めることについての件を採決します。 

 お諮りします。 

本案は原案のとおり承認することにご異議あ

りませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（相川繁治君） 異議なしと認めます。 

 したがって承認第２号は原案のとおり承認す

ることに決定しました。 

これから、承認第３号、専決処分につき承認

を求めることについての件を採決します。 

お諮りします。 

本案は原案のとおり承認することにご異議あ

りませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（相川繁治君） 異議なしと認めます。 

 したがって承認第３号は原案のとおり承認す

ることに決定しました。 

これから、承認第４号、専決処分につき承認

を求めることについての件を採決します。 

お諮りします。 

本案は原案のとおり承認することにご異議あ

りませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（相川繁治君） 異議なしと認めます。 

 したがって承認第４号は原案のとおり承認す

ることに決定しました。 

これから、承認第５号、専決処分につき承認

を求めることについての件を採決します。 

お諮りします。 

本案は原案のとおり承認することにご異議あ

りませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（相川繁治君） 異議なしと認めます。 

 したがって承認第５号は原案のとおり承認す

ることに決定しました。 

これから、承認第６号、専決処分につき承認

を求めることについての件を採決します。 

お諮りします。 

本案は原案のとおり承認することにご異議あ

りませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（相川繁治君） 異議なしと認めます。 
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 したがって承認第６号は原案のとおり承認す

ることに決定しました。 

これから、承認第７号、専決処分につき承認

を求めることについての件を採決します。 

お諮りします。 

本案は原案のとおり承認することにご異議あ

りませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（相川繁治君） 異議なしと認めます。 

 したがって承認第７号は原案のとおり承認す

ることに決定しました。 

これから、承認第８号、専決処分につき承認

を求めることについての件を採決します。 

お諮りします。 

本案は原案のとおり承認することにご異議あ

りませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（相川繁治君） 異議なしと認めます。 

 したがって承認第８号は原案のとおり承認す

ることに決定しました。 

これから、承認第９号、専決処分につき承認

を求めることについての件を採決します。 

お諮りします。 

本案は原案のとおり承認することにご異議あ

りませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（相川繁治君） 異議なしと認めます。 

 したがって承認第９号は原案のとおり承認す

ることに決定しました。 

これから、承認第10号、専決処分につき承認

を求めることについての件を採決します。 

お諮りします。 

本案は原案のとおり承認することにご異議あ

りませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（相川繁治君） 異議なしと認めます。 

 したがって承認第10号は原案のとおり承認す

ることに決定しました。 

これから、承認第11号、専決処分につき承認

を求めることについての件を採決します。 

お諮りします。 

本案は原案のとおり承認することにご異議あ

りませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（相川繁治君） 異議なしと認めます。 

 したがって承認第11号は原案のとおり承認す

ることに決定しました。 

 

◎日程第15 議案第１号から日程第23 議案第

９号 

○議長（相川繁治君） 日程第15、議案第１号、

財産の無償貸付についての件から日程第23、議

案第９号、占冠村有償旅客自動車運送事業の設

置及び管理に関する条例の一部を改正する条例

を制定することについてまでの件、９件を一括

議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。議案第１号から

議案第４号及び、議案第６号については、総務

課長、多田淳史君。 

○総務課長（多田淳史君） それでは議案書139

ページをお願いいたします。議案第１号、財産

の無償貸付についてご説明を申し上げます。地

方自治法第96条第１項第６号の規定により、財

産を無償で貸付けることについて議会の議決を

求めるものでございます。 

 無償貸付する財産、土地。所在、勇払郡占冠

村字シムカプ原野48番６の内。面積、8097㎡。

無償貸付の目的、国有林と民有林から搬出され

る木材の集積場所（共同土場）として、国有林

と当村が連携して共同利用を図ることにより、

効率的な木材供給体制の確保や有利販売等につ

なげていくことを目的とする。無償貸付の相手

方、空知郡南富良野町字幾寅、上川南部森林管

理署長。無償貸付の期間、貸付契約締結の日か
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ら令和６年３月31日までとなってございます。 

 続きまして、141ページをお願いいたします。

議案第２号、北海道市町村職員退職手当組合規

約の一部を変更することについてご説明を申し

上げます。本件は、平成31年３月31日をもって

北空知葬祭組合、日高地区交通災害共済組合及

び池北三町行政事務組合が解散し、北海道市町

村職員退職手当組合から脱退したことに伴いま

して、本規約の一部を改正するものでございま

す。内容としましては、同規約第３条に規定し

ます別表(2)一部事務組合及び広域連合の表から

当該団体を削るものでございます。この規約は

総務大臣の許可の日から施行することとしてお

ります。 

 続きまして143ページをお願いいたします。議

案第３号、北海道町村議会議員公務災害補償等

組合規約の一部を変更することについてご説明

を申し上げます。本件は、平成31年３月31日を

もって池北三町行政事務組合、日高地区交通災

害共済組合、十勝環境複合事務組合及び北空知

葬祭組合が解散し、北海道町村議会議員公務災

害補償等組合から脱退したことに伴いまして、

本規約の一部を改正するものでございます。内

容は、本規約第３条に規定する別表第１から当

該団体を削るものでございます。この規約は総

務大臣の許可の日から施行することとしており

ます。 

 続きまして145ページをお願いいたします。議

案第４号、北海道市町村総合事務組合規約の一

部を変更することについてご説明を申し上げま

す。本件に関しましても議案第２号と同理由に

より規約を改正するものでございます。内容に

つきましては、本規約第２条及び第３条に規定

します別表第１及び第２から当該団体を削るも

のでございます。この規約は北海道知事の許可

の日から施行するものとしております。 

 続きまして149ページをお願いいたします。議

案第６号、占冠村森林環境譲与税基金条例を制

定することについてご説明を申し上げます。本

条例は、森林環境譲与税の創設に伴いまして、

これを基金として積み立て適正に管理、運営す

るため規定するものでございます。他の基金条

例と同様に基金の設置目的、運用に必要な積立

額、現金の管理、運用益金の処理、繰替運用、

処分及び委任について定めるものでございます。

施行期日は公布の日から施行することとしてご

ざいます。以上、ご審議のほどよろしくお願い

いたします。 

○議長（相川繁治君） 議案第５号については、

企画商工課長、三浦康幸君。 

○企画商工課長（三浦康幸君） 議案書の147ペ

ージ及び議案の要旨25ページをお願いいたしま

す。議案第５号、占冠過疎地域自立促進市町村

計画の一部を変更することについてご説明申し

上げます。内容につきましては議案の要旨25ペ

ージに基づきましてご説明差し上げます。１点

目の変更理由でございますけれども、過疎対策

事業債を活用し、占冠村自立促進市町村計画に

基づく過疎地域の自立促進を図るため、必要な

変更を行うものでございます。変更の内容につ

きましては、道営草地基盤整備事業の追加、２

点目、占冠中学校グラウンド整備事業の追加、

３点目、電子黒板整備事業の追加、４点目、公

設塾ステップアップサポートゼミ開設事業の追

加、５点目、求職者整備事業の追加、以上５点

の過疎対策事業債を活用する可能性のある計画

につきまして追加させていただくものでござい

ます。以上、ご審議のほどよろしくお願いいた

します。 

○議長（相川繁治君） 議案第７号及び議案第

８号については、福祉子育て支援課長、木村恭

美君。 

○福祉子育て支援課長（木村恭美君） 議案書

151ページをお願いいたします。議案第７号、占
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冠村放課後児童健全育成事業の設備及び運営に

関する基準を定める条例の一部を改正する条例

を制定することについて提案理由の説明を申し

上げます。議案要旨26ページをお願いいたしま

す。改正理由でございます。放課後児童健全育

成事業の設備及び運営に関する基準の一部改正

により本条例の一部を改正するものであります。

改正内容は、平成31年４月施行の同基準の一部

改正により、放課後児童支援員認定資格研修に

ついて、政令都市の長を追加するものでござい

ます。施行期日は、この条例は公布の日から施

行するものとしております。 

 続きまして、議案書153ページをお願いいたし

ます。議案第８号、占冠村介護保険条例の一部

を改正する条例を制定することについて提案理

由の説明を申し上げます。要旨26ページ下段を

お願いいたします。改正理由でございます。地

域における医療及び介護の総合的な確保を推進

するための関係法律による介護保険法の改正に

より、消費税による公費を投入して低所得者の

保険料の軽減強化を行う仕組みが設けられ、平

成27年４月から一部実施しておりますが、平成

31年３月29日付で政令等の一部改正が交付され

たことにより、本年10月の消費税率増税に伴う

財源の活用により、さらに軽減強化を行うもの

であります。 

改正内容は、第１段階被保険者保険料を２万

１千円、第２段階被保険者保険料を３万5200円、

第３段階被保険者保険料を４万800円の年額とす

るものでございます。施行期日は、この条例は

公布の日から施行するもので、経過措置として

改正後の占冠村介護保険条例第２条の規定は、

平成31年度の保険料から適用し、平成30年度以

前の年度分の保険料についてはなお従前の例に

よるものであります。以上、ご提案申し上げま

すのでご審議くださいますようよろしくお願い

申し上げます。 

○議長（相川繁治君） 議案第９号については、

建設課長、小林昌弘君。 

○建設課長（小林昌弘君） 議案書155ページを

お願いいたします。議案第９号、占冠村有償旅

客自動車運送事業の設置及び管理に関する条例

の一部を改正する条例を制定することについて

ご説明申し上げます。本件は、有償旅客運送事

業の運行区間であります富良野線において、村

道東８線、12線川、２箇所の停留所を新設し、

当該停留所にかかる旅客運賃の割引について条

例の一部を改正するものでございます。本則の

改正は第10条に次の１項を加えるものでござい

ます。４、富良野線を利用する場合に停留所の

村道東８線から乗車するときは双珠別、12線川

から乗車するときは福珠橋前で乗車したものと

し、また、双珠別で降車するときは村道東８線、

福珠橋前で降車する場合は12線川で降車したも

のとしその運賃を適用するものでございます。

なお、１便には適用しないものでございます。

条例の施行期日は公布の日から施行し、許可の

日から適用するものでございます。以上、ご審

議のほどよろしくお願い申し上げます。 

○議長（相川繁治君） これで提案理由の説明

を終わります。 

 本日の会議時間は、議事の都合により延長し

ます。 

 

◎日程第24 議案第10号から日程第26 議案第

12号 

○議長（相川繁治君） 日程第24、議案第10号、

令和元年度占冠村一般会計補正予算、第１号の

件から、日程第26、議案第12号、令和元年度村

立公共下水道事業特別会計補正予算、第１号ま

での件、３件を一括議題とします。 

提案理由の説明を求めます。議案第10号につ

いては、総務課長、多田淳史君。 

○総務課長（多田淳史君） 議案書157ページを
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お願いいたします。議案第10号、令和元年度占

冠村一般会計補正予算、第１号についてご説明

を申し上げます。令和元年度占冠村一般会計補

正予算、第１号は、歳入歳出それぞれ500万円を

追加し、歳入歳出予算をそれぞれ29億6400万円

とするものでございます。 

 162ページをお願いいたします。以下、事項別

明細書により歳入からご説明申し上げます。２

款、３項、森林環境譲与税は新設によりまして

235万１千円の増額でございます。 

 163ページ、14款、２項、国庫補助金において

２目、民生費国庫補助金は障害者総合支援事業

費国庫補助金53万５千円の増額。４目、土木費

国庫補助金は社会資本整備総合交付金540万円の

減額。７目、商工費国庫補助金はプレミアム付

商品券事業費補助金265万４千円の増額。 

 164ページ、15款、１項、道負担金において１

目、民生費道負担金は民生委員活動費道負担金

１万円の増額。 

 165ページです。19款、１項、繰越金において

１目、繰越金は前年度繰越金485万円の増額でご

ざいます。 

 166ページです。次に歳出についてご説明を申

し上げます。２款、１項、総務管理費において、

１目、一般管理費は消耗品費８万円の減額、全

自動印刷機借上料４万７千円の増額。４目、財

産管理費は旧農業倉庫消防用設備等保守点検委

託業務５千円の増額、ミナトマム消防用設備等

保守点検業務１万円の増額、ＡＥＤリース料７

万６千円の増額でございます。５目、総合セン

ター管理費は、総合センター改修事業設計委託

業務159万５千円の増額、双珠別住民センターＡ

ＥＤリース料６万円の増額でございます。７目、

企画費は特別旅費17万４千円の増額。11目、諸

費は防災メール配信サービス使用料26万２千円

の増額です。 

 ２款、２項、徴税費において２目、賦課徴収

費は常勤嘱託職員賃金39万円の減額。 

167ページです。３款、１項、社会福祉費にお

いて１目、社会福祉総務費は占冠村民生委員推

薦会委員報酬１万３千円、手数料１万６千円、

障がい者自立支援システム法改正対応改修委託

業務53万６千円の増額。 

168ページです。４款、１項、保健衛生費にお

いて１目、保健衛生総務費は地域センター病院

産婦人科医師確保負担金30万６千円の増額。２

目、予防費は消耗品費５千円、印刷製本費４万

３千円、通信運搬費１万５千円、手数料８万７

千円、風疹予防接種費用助成59万９千円の増額

です。 

169ページになります。６款、１項、農業費に

おいて２目、農業振興費は、農業振興・新規就

農等支援対策補助金314万円の増額。 

６款、２項、林業費において１目、林業振興

費は消耗品費27万円、通信運搬費５万６千円、

小規模治山事業に関わる複写機等借上料12万８

千円、花木センター撤去工事274万円、森林環境

譲与税基金積立金235万１千円の増額です。 

170ページになります。７款、１項、商工費に

おいて１目、商工振興費は消耗品費６万円、通

信運搬費14万円、プレミアム付商品券事業委託

料280万円の増額です。 

171ページになります。８款、３項、住宅費に

おいて１目、住宅管理費は社会資本整備総合交

付金工事1320万円の減額でございます。 

172ページ、10款、１項、教育総務費において

２目、事務局費は常勤嘱託職員賃金４万８千円、

消耗品費３万円、手数料２万６千円、パソコン

データ消去処分22万２千円、学校教育用務備品

購入費26万５千円の増額です。 

10款、２項、小学校費において１目、学校管

理費は消耗品費７万８千円、修繕料31万６千円、

通信運搬費８万４千円、手数料59万７千円、教

職員ＰＣリース料40万７千円、小学校学校管理
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備品購入費７万４千円の増額。 

173ページになります。10款、３項、中学校費

において１目、学校管理費は消耗品費８万円、

修繕料30万９千円、手数料62万７千円、教職員

ＰＣリース料42万８千円、一般備品購入費１万

９千円の増額でございます。 

10款、４項、社会教育費において１目、社会

教育総務費は臨時雇上賃金60万円の減額。２目、

公民館費は公設塾ステップアップサポートゼミ

委託料12万６千円の増額でございます。 

戻りまして158ページ、159ページになります。

補正後の歳入歳出予算の金額は第１表、歳入歳

出予算補正のとおりでございます。以上、ご審

議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（相川繁治君） 議案第11号については、

住民課長、小尾雅彦君。 

○住民課長（小尾雅彦君） 議案書175ページを

お願いいたします。議案第11号、令和元年度村

立診療所特別会計補正予算、第１号の提案理由

の説明をいたします。歳入歳出予算の総額に歳

入歳出それぞれ20万円を追加し、歳入歳出予算

の総額をそれぞれ8720万円にしようとするもの

です。歳入歳出予算の補正、款項の区分及び当

該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算

の金額は第１表歳入歳出予算補正によります。 

事項別明細、179ページをお願いいたします。

歳入ですが、５款、１項、１目、繰越金、前年

度繰越金で20万円の増額です。 

180ページです。歳出でございます。１款、１

項、１目、一般管理費におきまして医師等賃金

で300万円の減額、医師派遣謝礼200万円の増額、

旅費ですが費用弁償で33万円の増額、普通旅費

で４万円の増額です。食糧費２万円の増額、そ

の他使用料及び賃借料で20万円の増額です。道

補助金返還金50万円の増額です。３目、トマム

診療所管理費におきましては医科用コンピュー

タ保守点検業務委託料で11万円の増額でござい

ます。以上、ご提案申し上げますのでご審議の

ほどよろしくお願いいたします。 

○議長（相川繁治君） 議案第12号については、

建設課長、小林昌弘君。 

○建設課長（小林昌弘君） 議案書の181ページ

をお願いいたします。議案第12号、令和元年度

占冠村公共下水道事業特別会計補正予算、第１

号についてご説明いたします。歳入歳出予算の

総額に歳入歳出それぞれ10万円を追加し、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１億420万円

とするものでございます。 

議案書185ページをお願いいたします。歳入か

らご説明いたします。５款、１項、繰越金、１

目、下水道事業、１節、繰越金、前年度繰越金

で10万円の増額でございます。 

186ページです。歳出のご説明をいたします。

２款、１項、施設管理費、１目、下水道費、12

節、役務費、手数料で10万円の増額でございま

す。 

議案書戻りまして182ページと183ページでご

ざいます。以上、説明した内容で第１表、歳入

歳出予算補正のとおりでございます。ご審議の

ほどよろしくお願いいたします。 

○議長（相川繁治君） これで提案理由の説明

を終わります。 

 

◎散会宣言 

○議長（相川繁治君） 以上で本日の日程は全

部終了しました。 

 これで本日の会議を閉じます。 

本日はこれで散会します。 

散会 午後５時04分 
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 地方自治法第123条第２項の規定により署名する。 

令和  元  年  ７  月  ３  日  

占冠村議会議長     相 川 繁 治 

    （署名議員） 

占冠村議会議員     大 谷 元 江 

 

占冠村議会議員     藤 岡 幸 次 
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令和元年第３回占冠村議会定例会会議録（第２号） 

令和元年６月19日（水曜日） 

 

○議事日程 

  議長開議宣言（午前10時） 

日程第１ 議案第１号 財産の無償貸付について 

日程第２ 議案第２号 北海道市町村退職手当組合規約の変更について 

日程第３ 議案第３号 北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の変更について 

日程第４ 議案第４号 北海道市町村総合事務組合規約の変更について 

日程第５ 議案第５号 占冠村過疎地域自立促進市町村計画の一部を変更することについ

て 

日程第６ 議案第６号 占冠村森林環境譲与税基本条例を制定することについて 

日程第７ 議案第７号 占冠村放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定

める条例の一部を改正する条例を制定することについて 

日程第８ 議案第８号 占冠村介護保険条例の一部を改正する条例を制定することについ

て 

日程第９ 議案第９号 占冠村有償旅客自動車運送事業の設置及び管理に関する条例の一

部を改正する条例を制定することについて 

日程第10 議案第 10号 令和元年度占冠村一般会計補正予算（第１号） 

日程第11 議案第 11号 令和元年度村立診療所特別会計補正予算（第１号） 

日程第12 議案第 12号 令和元年度占冠村公共下水道事業特別会計補正予算（第１号） 

日程第13 決議案第２号 議会広報特別委員会設置に関する決議について 

日程第14 意見書案第２号 新たな過疎対策法の制定に関する意見書 

日程第15 意見書案第３号 2019年度北海道最低賃金改正等に関する意見書 

日程第16 意見書案第４号 2020年度地方財政の充実・強化を求める意見書 

日程第17 意見書案第５号 「子どもの貧困」解消など教育予算確保・拡充と就学保障、義務

教育費国庫負担制度堅持・負担率 1/2 への復元、教職員の超勤・

多忙化解消・「30人以下学級」の実現に向けた意見書 

日程第18   議員派遣の件 

日程第19  閉会中の継続調査・所管事務調査申出 

追加日程第１ 議案第 13号 工事請負契約を締結することについて 

 

○出席議員（８名） 

  議長  ８番 相 川 繁 治 君  副議長  １番 大 谷 元 江 君 

      ２番 藤 岡 幸 次 君        ３番 五十嵐 正 雄 君 

      ４番 山 本 敬 介 君              ５番 下 川 園 子 君 

      ６番 小 林   潤 君       ７番 児 玉 真 澄 君 
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○欠席議員（０名） 

       

 

○出席説明員 

（長部局）     

占 冠 村 長 田 中 正 治  副 村 長 松 永 英 敬 

会 計 管 理 者 伊 藤 俊 幸  総 務 課 長 多 田 淳 史 

企 画 商 工 課 長 三 浦 康 幸  地 域 振 興 対 策 室 長 藤 田 尚 樹 

農 林 課 長 平 岡   卓  林 業 振 興 室 長 根 本   治 

建 設 課 長 小 林 昌 弘  住 民 課 長 小 尾 雅 彦 

福祉子育て支援課長 木 村 恭 美  ト マ ム 支 所 長 平 川 満 彦 

総 務 担 当 主 幹 阿 部 貴 裕  職 員 厚 生 担 当 主 幹 森 田 梅 代 

財 務 担 当 主 幹 鈴 木 智 宏  企 画 担 当 係 長 佐々木 智 猛 

商 工 観 光 担 当 係 長 橘   佳 則  農 業 担 当 係 長 杉 岡 裕 二 
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開会 午前 10時 00分 

 

◎開議宣言 

○議長（相川繁治君） 皆さん、おはようござ

います。ただいまの出席議員は８人です。定足

数に達しておりますので、これから本日の会議

を開きます。 

 

◎議事日程 

○議長（相川繁治君） 本日の議事日程は、あ

らかじめ、お手元に配布したとおりです。 

 ここで、昨日、提案の議案について一部修正

がありますので、総務課長より説明願います。 

 総務課長、多田淳史君。 

○総務課長（多田淳史君） 昨日、ご提案申し

上げました議案の一部に読み間違えがございま

したので訂正のご報告をいたします。内容につ

きましては、議案第２号から第４号までの題名

の訂正でございます。まず、議案第２号ですけ

れども、提案時に北海道市町村職員退職手当組

合規約の一部を変更することについてと申し上

げましたが、正しくは、141ページの議案書のと

おり、北海道市町村職員退職手当組合規約の変

更についてが正しいものでございます。 

 続きまして、議案第３号になります。こちら

につきましても、昨日の提案時に、北海道町村

議会議員公務災害補償等組合規約の一部を変更

することについてとご説明申し上げましたが、

正しくは、143ページの議案にございますとおり、

北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の

変更についてが正しいものでございます。 

 最後に、議案第４号になります。こちらにつ

きましても、北海道市町村総合事務組合規約の

一部を変更することについてということでご説

明させていただいていましたが、正しくは、145

ページの議案のとおり、北海道市町村総合事務

組合規約の変更についてが正しいものでござい

ます。議員の皆様方には、議案書の表紙になり

ますが、付議事件の訂正、要旨の23ページ及び

24ページについて差し替えをさせていただきた

いと思います。今後、このようなことがないよ

うに十分気を付けたいと考えておりますので、

本日は訂正をお願いいたします。大変申し訳ご

ざいませんでした。 

 

◎日程第１ 議案第１号 

○議長（相川繁治君） 日程第１、議案第１号、

財産の無償貸付についての件を議題とします。 

これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

 ３番、五十嵐正雄君。 

○３番（五十嵐正雄君） 総務産業常任委員会

でも議論してきたところですけれども、国有林

との提携ということで、今までにない新しい動

き、それから今後、これらに終わることなく新

たな国有林との提携が進んでいくということで

は大変期待をしているところです。 

 問題点というか、危惧されることが２点ほど

あります。まず、１点は、総務産業常任委員会

でも申しましたけれども、雨の時期とか春先、

雪解け時期に土場に木材が搬入されることによ

って、国道等に車に付いた土石がそのまま国道

に付くということで、大変汚れた状況が出てく

ると。これらについてどういう対応をしていく

のか。例えば、雨降りとか融雪時期については、

土場搬入を一切やらないとか、天候の良い時だ

け使用してもらうとか、土場が乾いているとき

に使用するとか、いろいろな取り組み方はある

と思うので、考え方を整理していただきたい。 

 それから二つ目は、木材が搬入されるわけで

すから土場の中に樹皮、木の皮がはがれてたく

さん落ちると。売れない木をいつまでも置いて

おくと皮がどんどんはがれていって堆積すると。

それらは溜まれば処理しなければいけない。当

然、産業廃棄物として出てくるわけです。これ
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らについては土場の搬入によって出てきた部分

を国が処分をするのか、または貸している村が

処分をするのか。その辺が明らかになっていな

いわけです。当然、話し合いの中できちんと事

前にやっておかなければ後でいろいろな問題が

出てくると思いますので、２点についてどうい

う考え方で取り組んでいくのか伺います。 

○議長（相川繁治君） 林業振興室長、根本治

君。 

○林業振興室長（根本 治君） ご質問に回答

させていただきます。１点目は、泥水対策だと

思います。今、まさに共同土場につきましては

上川南部森林管理署とさまざま協議を進めてい

るところでございます。泥水対策につきまして

は、例えばグレーチングの設置、横断こうの設

置などを検討しておりまして、住民生活に支障

がないように検討を進めてきているところでご

ざいます。それ以外についても、安全対策等、

今後につきましても運営会議等を通じて上川南

部森林管理署と協議を進めていきたいと思って

おります。 

 ２点目の、木材の搬入に伴って発生する樹皮、

あるいは伐根等、さまざまあると思います。こ

れにつきましては長年使ってくると堆積するも

のでございますので、こういった処理の方法、

例えばバイオマスだとか、そういった部分の処

理も含めて今後、上川南部森林管理署と十分詰

めて、支障のないような形でじっくりと慎重に

対応していきたいと思っているところでござい

ます。 

○議長（相川繁治君） ほかに質疑はありませ

んか。 

 ７番、児玉眞澄君。 

○７番（児玉眞澄君） ２点ほどお伺いいたし

ます。まず、１点目につきましては、この土場

は花木センターを撤収してこの土場に供すると

いうことかと思いますが、花木センターの撤収

につきましては274万円の費用がかかるとういこ

とになっています。つまり、274万円の原価をか

けて土場を設置する。その効果は果たして見合

っているのか、これが第１点。 

 続きまして第２点でありますけれども、この

土場の管理につきまして、管理方法をどのよう

に行うのか。一般の方が立ち入ることもあるか

と思いますけれども、そのへんの規制等も含め

てどのように対処するのかお伺いいたします。 

○議長（相川繁治君） 林業振興室長、根本治

君。 

○林業振興室長（根本 治君） ご質問に回答

させていただきます。一つは花木センターの撤

去の関係だと思います。これにつきましては、

今回、上川南部森林管理署と連携をして、共同

土場を設置することに伴いまして、木材の転倒

等により例えば施設を損傷させる恐れがあるこ

と、また、そもそも施設自体の老朽化がかなり

しておりまして、現状、物置として使っている

状況にございますので、今回、老朽化した施設

の解体撤去、産業廃棄物としての分別処理、そ

ういうものも含んだ予算で計上させていただい

ております。 

 土場のメリットとしましては、村有林材のＰ

Ｒ、国有林と連携した今後のメリットの創出、

そういうのも含んでさまざまな民有林と国有林

のまず出発点と考えておりますので、ご理解よ

ろしくお願いいたします。 

 それから、共同土場の管理につきましてです。

必要なのは安全対策と考えております。周囲に

木柵を設置し、車両等の通行もございますので

入り口にゲートを設置して安全管理を図ってい

きたいと思っているところです。以上です。 

○議長（相川繁治君） ほかに質疑はありませ

んか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（相川繁治君） 質疑なしと認めます。
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これで質疑を終わります。 

これより討論を行います。討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（相川繁治君） 討論なしと認めます。

これをもって討論を終わります。 

 これから議案第１号、財産の無償貸付につい

ての件を採決します。 

 お諮りします。 

 本案は原案のとおり決定することにご異議あ

りませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（相川繁治君） 異議なしと認めます。 

 したがって議案第１号は原案のとおり可決し

ました。 

 

◎日程第２ 議案第２号 

○議長（相川繁治君） 日程第２、議案第２号、

北海道市町村退職手当組合規約の変更について

の件を議題とします。 

 これから質疑を行います。質疑はありません

か。 

（「なし」の声あり） 

○議長（相川繁治君） 質疑なしと認めます。

これで質疑を終わります。 

これより討論を行います。討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（相川繁治君） 討論なしと認めます。

これをもって討論を終わります。 

 これから議案第２号、北海道市町村退職手当

組合規約の変更についての件を採決します。 

 お諮りします。 

 本案は原案のとおり決定することにご異議あ

りませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（相川繁治君） 異議なしと認めます。 

 したがって議案第２号は原案のとおり可決し

ました。 

 

◎日程第３ 議案第３号 

○議長（相川繁治君） 日程第３、議案第３号、

北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の

変更についての件を議題とします。 

 これから質疑を行います。質疑はありません

か。 

（「なし」の声あり） 

○議長（相川繁治君） 質疑なしと認めます。

これで質疑を終わります。 

これより討論を行います。討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（相川繁治君） 討論なしと認めます。

これをもって討論を終わります。 

 これから議案第３号、北海道町村議会議員公

務災害補償等組合規約の変更についての件を採

決します。 

 お諮りします。 

 本案は原案のとおり決定することにご異議あ

りませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（相川繁治君） 異議なしと認めます。 

 したがって議案第３号は原案のとおり可決し

ました。 

 

◎日程第４ 議案第４号 

○議長（相川繁治君） 日程第４、議案第４号、

北海道市町村総合事務組合規約の変更について

の件を議題とします。 

 これから質疑を行います。質疑はありません

か。 

（「なし」の声あり） 

○議長（相川繁治君） 質疑なしと認めます。

これで質疑を終わります。 

 これより討論を行います。討論はありません

か。 

（「なし」の声あり） 
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○議長（相川繁治君） 討論なしと認めます。

これをもって討論を終わります。 

これから、議案第４号、北海道市町村総合事務

組合規約の変更についての件を採決します。 

お諮りします。 

本案は原案のとおり決定することにご異議あ

りませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（相川繁治君） 異議なしと認めます。 

 したがって議案第４号は原案のとおり可決し

ました。 

 

◎日程第５ 議案第５号 

○議長（相川繁治君） 日程第５、議案第５号、

占冠村過疎地域自立促進市町村計画の一部を変

更することについての件を議題とします。 

 これから質疑を行います。質疑はありません

か。 

 ５番、下川園子君。 

○５番（下川園子君） 教育振興の部分での質

問になります。変更後のところに占冠中学校グ

ラウンド整備事業というのがありますが、小学

校のグラウンドは別の項目で事業計画がありま

して、ここに中学校グラウンドが入ってきて、

トマム学校の校庭の整備は記載がないんですが、

なぜトマム学校だけない状況なんでしょうか。 

○議長（相川繁治君） 教育次長、合田幸君。 

○教育次長（合田 幸君） 下川議員の質問に

お答えいたします。屋外運動場、今回、中学校

グラウンドの整備事業が掲載されております。

過去に中央小学校で暗渠整備の改良工事をいた

しまして、水はけを良くしております。中学校

の実態としましてもあまり水はけの良い状況で

はございませんので、設計委託としてかかる部

分を計上しまして、今後、暗渠の改良工事が必

要かどうかを確認するため、計画に掲載させて

いただいております。 

 トマム学校につきましては、水はけの関係等

についてトマムのグラウンドは使用できている

と確認が取れております。ですので、こちらで

の計画の計上はせず、トマムグラウンドの不備

がありましたら状況によって通常予算の中の修

繕等で対応してまいりたいと考えております。

以上です。 

○議長（相川繁治君） ほかに質疑はありませ

んか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（相川繁治君） 質疑なしと認めます。

これで質疑を終わります。 

 これより討論を行います。討論はありません

か。 

（「なし」の声あり） 

○議長（相川繁治君） 討論なしと認めます。

これをもって討論を終わります。 

 これから、議案第５号、占冠村過疎地域自立

促進市町村計画の一部を変更することについて

の件を採決します。 

 お諮りします。 

 本案は原案のとおり決定することにご異議あ

りませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（相川繁治君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第５号は原案のとおり可決

しました。 

 

◎日程第６ 議案第６号 

○議長（相川繁治君） 日程第６、議案第６号、

占冠村森林環境譲与税基金条例を制定すること

についての件を議題とします。 

 これから質疑を行います。質疑はありません

か。 

 ４番、山本敬介君。 

○４番（山本敬介君） １点お伺いしたいと思

います。今回、森林環境譲与税の新しい税がで
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きたことで基金を創設するということですけれ

ども、主にどういったふうに村内で使われてい

くのかというのをお聞きしたいと思います。 

○議長（相川繁治君） 林業振興室長、根本治

君。 

○林業振興室長（根本 治君） ただいまのご

質問に回答いたします。基金を創設後の使用の

関係ということでございますけれども、地域の

実情に応じて法令の定める範囲ということで、

国の指定がございまして、いわゆる私有林の森

林整備、それからその促進に関する費用、例え

ば普及活動だとか、そういったことも含まれま

す。以上です。 

○議長（相川繁治君） ４番、山本敬介君。 

○４番（山本敬介君） 道からの指針みたいな

ものを目にしたことがあるんですけれども、あ

くまで今までの仕組みの中ではなかなか手が届

かなかった部分に充てていくというようなこと

が書かれていたのと、木材関係の普及啓発とか、

そういったことにも使っていけると書かれてい

たんですよね。村の中で具体的にどのような形

で使われていくのかなという疑問を持ちました

ので、再度お伺いしたいと思います。 

○議長（相川繁治君） 林業振興室長、根本治

君。 

○林業振興室長（根本 治君） 村の譲与税が

少額ということもございまして、今後、意向調

査を実施しまして、まずは把握作業を進めて、

今後必要な実施メニューについて検討をしてい

きたいと思っているところです。以上です。 

○議長（相川繁治君） ほかに質疑はありませ

んか。 

 １番、大谷元江君。 

○１番（大谷元江君） 森林環境譲与税230万円

は、これは毎年入るのかということと、どのく

らい貯まってから運用するのかお聞きしたいと

思います。 

○議長（相川繁治君） 林業振興室長、根本治

君。 

○林業振興室長（根本 治君） ただいまの質

問に回答いたします。今年度は230万ということ

で、今後３年間は230万程度で推移するのではな

いかと試算されております。 

今後の利用の関係についてですけれども、森

林整備にはそれなりのお金がかかります。です

ので、今後、意向調査をして、どのくらいの森

林整備が必要なのか、どのような扱い方をする

のかも含めて検討が必要だと思っております。

現状として、何年ほど基金で貯めるのかという

ところまでは想定できないという状況にござい

ます。 

○議長（相川繁治君） ほかに質疑はありませ

んか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（相川繁治君） 質疑なしと認めます。

これで質疑を終わります。 

 これより討論を行います。討論はありません

か。 

（「なし」の声あり） 

○議長（相川繁治君） 討論なしと認めます。

これをもって討論を終わります。 

 これから、議案第６号、占冠村森林環境譲与

税基金条例を制定することについての件を採決

します。 

 お諮りします。 

 本案は原案のとおり決定することにご異議あ

りませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（相川繁治君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第６号は原案のとおり可決

しました。 

 

◎日程第７ 議案第７号 

○議長（相川繁治君） 日程第７、議案第７号、
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占冠村放課後児童健全育成事業の設備及び運営

に関する基準を定める条例の一部を改正する条

例を制定することについての件を議題とします。 

 これから質疑を行います。質疑はありません

か。 

（「なし」の声あり） 

○議長（相川繁治君） 質疑なしと認めます。

これで質疑を終わります。 

 これより討論を行います。討論はありません

か。 

（「なし」の声あり） 

○議長（相川繁治君） 討論なしと認めます。

これをもって討論を終わります。 

 これから、議案第７号、占冠村放課後児童健

全育成事業の設備及び運営に関する基準を定め

る条例の一部を改正する条例を制定することに

ついての件を採決します。 

 お諮りします。 

 本案は原案のとおり決定することにご異議あ

りませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（相川繁治君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第７号は原案のとおり可決

しました。 

 

◎日程第８ 議案第８号 

○議長（相川繁治君） 日程第８、議案第８号、

占冠村介護保険条例の一部を改正する条例を制

定することについての件を議題とします。 

 これから質疑を行います。質疑はありません

か。 

（「なし」の声あり） 

○議長（相川繁治君） 質疑なしと認めます。

これで質疑を終わります。 

 これより討論を行います。討論はありません

か。 

（「なし」の声あり） 

○議長（相川繁治君） 討論なしと認めます。

これをもって討論を終わります。 

 これから、議案第８号、占冠村介護保険条例

の一部を改正する条例を制定することについて

の件を採決します。 

 お諮りします。 

 本案は原案のとおり決定することにご異議あ

りませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（相川繁治君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第８号は原案のとおり可決

しました。 

 

◎日程第９ 議案第９号 

○議長（相川繁治君） 日程第９、議案第９号、

占冠村有償旅客自動車運送事業の設置及び管理

に関する条例の一部を改正する条例を制定する

ことについての件を議題とします。 

 これから質疑を行います。質疑はありません

か。 

 １番、大谷元江君。 

○１番（大谷元江君） 利用者にとって良いこ

とだなと思っております。公布の日から施行、

許可の日からの適用ということですが、この許

可はどのくらいに下りるのか分かりますか、教

えてください。 

○議長（相川繁治君） 建設課長、小林昌弘君。 

○建設課長（小林昌弘君） 大谷議員のご質問

にお答えいたします。今後の許可の日までのス

ケジュールですけれども、本議会において議決

をいただければ、この後、運輸局に申請の手続

きを進めてまいります。概ね許可が１か月半く

らいかかるだろうと言われておりますので、実

際の運用に関しましては今年の秋くらいになる

という予定でございます。以上でございます。 

○議長（相川繁治君） ほかに質疑はありませ

んか。 
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（「なし」の声あり） 

○議長（相川繁治君） 質疑なしと認めます。

これで質疑を終わります。 

 これより討論を行います。討論はありません

か。 

（「なし」の声あり） 

○議長（相川繁治君） 討論なしと認めます。

これをもって討論を終わります。 

 これから、議案第９号、占冠村有償旅客自動

車運送事業の設置及び管理に関する条例の一部

を改正する条例を制定することについての件を

採決します。 

 お諮りします。 

 本案は原案のとおり決定することにご異議あ

りませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（相川繁治君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第９号は原案のとおり可決

しました。 

 

◎日程第10 議案第10号 

○議長（相川繁治君） 日程第10、議案第10号、

令和元年度占冠村一般会計補正予算、第１号の

件を議題とします。 

 これから質疑を行います。質疑はありません

か。 

４番、山本敬介君。 

○４番（山本敬介君） 何点かお伺いしたいと

思います。まず、議案書163ページ、14款、国庫

支出金、２項の７目、商工費国庫補助金、プレ

ミアム付商品券事業費補助金が265万４千円あり

ます。これと同様ですけれども、170ページ、商

工費の中にプレミアム付商品券事業委託料280万

円があります。プレミアム付商品券について内

容をお伺いしたいと思います。 

 続きまして、169ページ、６款、農林業費の１

項、２目、農業振興費の中の農業振興・新規就

農等支援対策補助金の314万円の内容についてお

伺いしたいと思います。 

 続きまして、172ページ、10款、教育費、２項、

小学校費の中の学校管理費、まず、11節、需用

費の中の修繕料31万６千円の内容、14節、使用

料及び賃借料の教職員用ＰＣの40万７千円、台

数をお知らせください。18節の学校管理備品７

万４千円についても教えてください。 

 続きまして173ページ、３項、中学校費の中の

11節、需用費の中の修繕料30万９千円、14節の

教職員用ＰＣの台数、42万８千円。18節の備品

購入費の１万９千円についても内容をお知らせ

ください。 

 同じページの10款、４項、２目、13節、委託

料、公設塾ステップアップサポートゼミ委託料

の12万６千円の内容について教えてください。

以上です。 

○議長（相川繁治君） 農林課長、平岡卓君。 

〇農林課長（平岡 卓君） 議案書169ページを

お願いいたします。６款、１項、２目、農業振

興費の農業振興・新規就農等支援対策補助金314

万円増額の内容でございますけれども、農業振

興補助で小規模の土地改良で14万、それから新

規就農対策で施設整備にかかる経費ということ

で300万、合わせて314万円の増額となっており

ます。 

 理由ですけれども、当初、計画になかった施

設整備が必要になったということで、新年度予

算については、例年11月頃に予算を上げるもの

ですから、その時点では施設整備の部分が明ら

かになっていなかったということで今回補正を

上げさせていただいたということになっており

ます。以上です。 

○議長（相川繁治君） 教育次長、合田幸君。 

〇教育次長（合田 幸君） 山本議議員のご質

問にお答えいたします。172ページ、10款、２項、

小学校費の１目、学校管理費の需用費、修繕料
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31万６千円でございます。こちらにつきまして

は、中央小学校の給食車の搬入口の修繕に使い

ます。 

 同じく学校管理費の14節、教職員用ＰＣの台

数ですけれども19台を予定しております。 

 同じく18節、備品購入費、７万４千円につき

ましては中央小学校の屋外時計が壊れておりま

すので、設置する予算として計上させていただ

いております。 

 次に173ページ、３項、中学校費、１目、学校

管理費におきまして、11節、需用費の修繕料30

万９千円につきましては、占冠中学校の給食車

の搬入口の修繕でございます。 

 14節の教職員用ＰＣの42万８千円の台数です

けれども、20台を予定しております。 

 同じく18節、備品購入費１万９千円につきま

しては、占冠中学校におきましてサーバー用の

バッテリーの交換が必要となりましたので予算

計上したものでございます。 

 10款、４項、社会教育費、２目、公民館費、

13節、委託料の公設塾ステップアップサポート

ゼミ委託料につきましては、トマム学校におき

まして児童生徒が増えまして、対象者が６年生

なんですけれども塾に通うと。４月に転入して

きた分でございまして、送迎の分、中学校と小

学校で塾の時間が違うものですから、それぞれ

送迎が必要となりまして、今回計上したもので

ございます。以上です。 

○議長（相川繁治君） 企画商工課長、三浦康

幸君。 

〇企画商工課長（三浦康幸君） 山本議員のご

質問にお答えいたします。まず、163ページのプ

レミアム付商品券事業費補助金でございますけ

れども、本年10月から予定されている消費税の

増税に合わせた国の貧困等の対策ということで、

国の取組みとして行われるということでござい

ます。具体的な265万４千円の金額につきまして

は、本年１月23日付で国から示された目安額を

そのまま入れているという状況でございます。 

170ページで予算付けさせていただいていると

ころでございますけれども、事業の概要としま

して、国から示されているのは、まず、対象者

としましては２パターンございまして、一つは

住民税の非課税世帯、もう一つは３歳未満の子

がいる世帯が対象者となってございます。実施

時期は、本年10月１日から来年の３月31日まで

の各市町村が定める期間とされております。購

入限度額につきましては、１世帯あたり２万円

で２万５千円の買い物ができるという内容で国

から示されているという状況でございます。 

○議長（相川繁治君） ４番、山本敬介君。 

○４番（山本敬介君） 169ページの農業振興の

新規就農の件で、土地改良の小規模事業の14万

と施設の300万ということですが、同じ方なんで

すか。どういった施設に300万がかかるのか、分

かる範囲で教えてください。 

○議長（相川繁治君） 農林課長、平岡卓君。 

〇農林課長（平岡 卓君） 山本議員の質問に

お答えいたします。まず、同じ方なのかという

ことですけれども、別々の方。小規模土地改良

で１戸の農家、新規就農で１戸の農家というこ

とで２戸の農家がそれぞれ別の事業を行うとい

うことです。 

 施設整備でございますけれども、具体的には

Ｄ型ハウス１棟とプレハブの冷蔵庫の整備とい

うことで300万円の計上をしております。以上で

す。 

○議長（相川繁治君） ほかに質疑はありませ

んか。 

 ６番、小林潤君。 

〇６番（小林 潤君） ２点確認したいと思い

ます。１点目ですけれども、議案書166ページ、

２款、総務費、１項、総務管理費、５目、総合

センター管理費の13節で委託料、総合センター
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改修事業設計委託業務が計上されておりますけ

れども、総合センター内の箇所と内容について

お聞きしたいと思います。 

 それからもう１点、議案書173ページ、10款、

教育費、４項、社会教育費、１目、社会教育総

務費の７節、賃金で臨時雇上賃金60万円の減額

となっております。当初予算で190万７千円を計

上しておりました。60万と言いますと３分の１

弱の減額となりますので、この時期にこの60万

を減額した理由をお尋ねしたいと思います。以

上です。 

○議長（相川繁治君） 総務課長、多田淳史君。 

〇総務課長（多田淳史君） 私からは166ページ、

総合センター管理費の委託料の説明をいたしま

す。総合センター改修事業設計委託業務という

ことで159万５千円を計上させていただいており

ますが、内容としましては、総合センターの雨

漏りの関係で防水工事が可能かどうかというよ

うなところ、それから、総合センター内のトイ

レの改修によって、バリアフリーによるトイレ

の設置が可能かどうかということで検討するた

めの設計委託料でございます。以上です。 

○議長（相川繁治君） 教育次長、合田幸君。 

〇教育次長（合田 幸君） 小林議員のご質問

にお答えいたします。議案書173ページ、10款、

４項、社会教育費、１目、社会教育総務費の７

節、賃金、60万円の減額でございます。こちら

につきまして、当初２名の雇上げを予算計上し

ておりましたけれども、５月より部署異動によ

りまして教育委員会で１名減となりましたので

減額させていただいたものでございます。以上

です。 

○議長（相川繁治君） ほかに質疑はありませ

んか。 

 １番、大谷元江君。 

○１番（大谷元江君） 議案書172ページ、10款、

教育費の２項、小学校費、14節の使用料及び賃

借料のパソコンの台数をお聞きしておりました

けれども、次の173ページ、中学校費も14節の使

用料ですけれども、小学校は19台、中学校は20

台と、教職員用ということですが先生の数がこ

れほどいないのになぜこの台数なのか、理由の

説明をお願いします。 

 小学校の12節役務費の手数料、59万７千円の

内容、中学校費の12節、役務費の手数料62万７

千円の内容をお伺いいたします。 

○議長（相川繁治君） 教育次長、合田幸君。 

〇教育次長（合田 幸君） 大谷議員の質問に

お答えいたします。まず、172ページ、小学校費、

学校管理費の14節、使用料及び賃借料、教職員

用ＰＣの40万７千円につきまして、台数として

は19台。教職員の数と見合わない部分がござい

ますけれども、どうしても予備用として台数を

確保しておかなければならないことと、兼務発

令をしている関係上、職員が移動して使う部分

がございますので、現職員の人数よりも多い台

数を用意することとしています。173ページにあ

ります中学校費の台数につきましても同様の理

由でございます。 

 小学校費、学校管理費の役務費、手数料59万

７千円につきましては、大きいのが職員用パソ

コン設定につきまして賃借する19台分の設定の

使用料と、小学校につきましては中央小学校の

屋外時計を備品として購入するわけですけれど

も、取り換えるときの手数料がかかりますので

計上しております。 

 173ページ、中学校費、学校管理の12節、役務

費、手数料62万７千円の内訳につきましては、

教職員用ＰＣのパソコン設定20台分と、中学校

の物置の配置、廃棄をする必要がございまして、

その手数料がかかるので計上しております。以

上です。 

○議長（相川繁治君） 他に質疑はありません

か。 
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（「なし」の声あり） 

○議長（相川繁治君） 質疑なしと認めます。

これで質疑を終わります。 

 これより討論を行います。討論はありません

か。 

（「なし」の声あり） 

○議長（相川繁治君） 討論なしと認めます。

これをもって討論を終わります。 

これから、議案第10号、令和元年度占冠村一

般会計補正予算、第１号の件を採決します。 

お諮りします。 

本案は原案のとおり決定することにご異議あ

りませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（相川繁治君） 異議なしと認めます。 

 したがって議案第10号は原案のとおり可決し

ました。 

 

◎日程第11 議案第11号 

○議長（相川繁治君） 日程第11、議案第11号、

令和元年度村立診療所特別会計補正予算、第１

号の件を議題とします。 

 これから質疑を行います。質疑はありません

か。 

（「なし」の声あり） 

○議長（相川繁治君） 質疑なしと認めます。

これで質疑を終わります。 

 これより討論を行います。討論はありません

か。 

（「なし」の声あり） 

○議長（相川繁治君） 討論なしと認めます。

これをもって討論を終わります。 

 これから議案第11号、令和元年度村立診療所

特別会計補正予算、第１号の件を採決します。 

 お諮りします。 

本案は原案のとおり決定することにご異議あ

りませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（相川繁治君） 異議なしと認めます。 

 したがって議案第11号は原案のとおり可決し

ました。 

 

◎日程第12 議案第12号 

○議長（相川繁治君） 日程第12、議案第12号、

令和元年度占冠村公共下水道事業特別会計補正

予算、第１号の件を議題とします。 

 これから質疑を行います。質疑はありません

か。 

（「なし」の声あり） 

○議長（相川繁治君） 質疑なしと認めます。

これで質疑を終わります。 

 これより討論を行います。討論はありません

か。 

（「なし」の声あり） 

○議長（相川繁治君） 討論なしと認めます。

これをもって討論を終わります。 

これから、議案第12号、令和元年度占冠村公

共下水道事業特別会計補正予算、第１号の件を

採決します。 

お諮りします。 

本案は原案のとおり決定することにご異議あ

りませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（相川繁治君） 異議なしと認めます。 

 したがって議案第12号は原案のとおり可決し

ました。 

 ここで11時まで休憩いたします。 

休憩 午前10時52分 

再開 午前11時00分 

○議長（相川繁治君） 休憩全に引き続き、会

議を開きます。 

 

◎日程第13 決議案２号 

○議長（相川繁治君） 日程第13、決議案第２号、



72 / 79 

議会広報特別委員会設置に関する決議について

の件を議題とします。 

提案理由の説明を求めます。山本敬介君。 

○４番（山本敬介君） 決議案第２号、議会広報

特別委員会設置に関する決議について。上記の

議案を別紙のとおり、会議規則第14条第１項の

規定により提出します。令和元年６月19日、占

冠村議会議長、相川繁治様。提出者、占冠村議

会議員、山本敬介。賛成者、同、大谷元江、同、

藤岡幸次、同、五十嵐正雄。 

議会広報特別委員会設置に関する決議。次の

とおり、議会広報に関する特別委員会を設置す

るものとする。記、１、名称、議会広報特別委

員会。２、設置根拠、地方自治法第109条及び占

冠村議会委員会条例第４条。３、目的、住民に

議会の活動を理解してもらうため、議会広報に

関して、発行及び調査研究を目的とする。４、

委員の定数、４名（前期）。５、設置期間、本委

員会は、議会の閉会中も開会できるものとし、

本件の目的を達成するまで継続し、議員の任期

満了までとする。以上です。 

○議長（相川繁治君） これで提案理由の説明を

終わります。 

これから質疑を行います。質疑はありません

か。 

（「なし」の声あり） 

○議長（相川繁治君） 質疑なしと認めます。 

これで質疑を終わります。 

 討論を省略します。 

これから決議案第２号、議会広報特別委員会

設置に関する決議についての件を採決します。 

お諮りします。 

本案は原案のとおり決定することにご異議あ

りませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（相川繁治君） 異議なしと認めます。 

したがって、山本敬介君ほか、３名から提出さ

れました議会広報特別委員会設置に関する決議

については原案のとおり可決されました。 

お諮りします。 

議会広報特別委員会の委員の選任については、

委員会条例第６条第４項の規定により、山本敬

介君、大谷元江君、藤岡幸次君、五十嵐正雄君、

以上のとおり指名したいと思います。これにご

異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（相川繁治君） 異議なしと認めます。 

したがって、ただいま指名したとおり、議会広

報特別委員に選任することに決定しました。 

しばらく休憩いたします。 

休憩中に議会広報特別委員会の委員長、副委

員長の互選をお願いします。 

休憩 午前11時05分 

再開 午前11時08分 

○議長（相川繁治君） 休憩前に引き続き、会議

を開きます。 

休憩中の議会広報特別委員会において、委員

長及び副委員長の互選が行われ、その結果の報

告が届きましたので報告します。委員長に山本

敬介君、副委員長に藤岡幸次君。以上で報告を

終わります。 

 

◎日程第14 意見書案第２号から日程第17 意

見書案第５号 

○議長（相川繁治君） 日程第 14、意見書案第

２号、新たな過疎対策法の制定に関する意見書

の件から日程第 17、意見書案第５号、「子どもの

貧困」解消など教育予算確保・拡充と就学保障、

義務教育費国庫負担制度堅持・負担率 1/2 への

復元、教職員の超勤・多忙化解消・「30 人以下学

級」の実現に向けた意見書までの件、４件を一

括議題とします。 

提案理由の説明を求めます。意見書案第２号

については、山本敬介君。 
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○４番（山本敬介君） 意見書案第２号、新た

な過疎対策法の制定に関する意見書。このこと

について別紙のとおり意見書を提出します。令

和元年６月19日提出、提出者、占冠村議会議員、

山本敬介。賛成者、同、大谷元江。賛成者、同、

藤岡幸次。内容を要約して読んで提案したいと

思います。 

 新たな過疎対策法の制定に関する意見書。過

疎対策については、昭和45年に「過疎地域対策

緊急措置法」制定以来、４次にわたる特別措置

法の制定により、総合的な過疎対策事業が実施

され、過疎地域における生活環境の整備や産業

の振興など一定の成果を上げたところである。 

 現行の「過疎地域自立促進特別措置法」は令

和３年３月末をもって失効することとなるが、

過疎地域が果たしている多面的・公共的機能を

今後も維持していくためには、引き続き、過疎

地域に対して総合的かつ積極的な支援を充実・

強化し、住民の暮らしを支えていく政策を確

立・推進することが重要である。 

 過疎地域が、そこに住み続ける住民にとって

安心・安全に暮らせる地域として健全に維持さ

れることは、同時に、都市をも含めた国民全体

の安心・安全な生活に寄与するものであること

から、引き続き総合的な過疎対策を充実強化さ

せることが必要である。よって、新たな過疎対

策法の制定を強く要望する。 

以上、地方自治法第99条の規定により提出す

る。令和元年６月19日、北海道勇払郡占冠村議

会議長、相川繁治。意見書提出先、内閣総理大

臣以下記載のとおりであります。ご審議のほど

よろしくお願いいたします。 

○議長（相川繁治君） 意見書案第３号につい

ては、五十嵐正雄君。 

○３番（五十嵐正雄君） 意見書案第３号、

2019年度北海道最低賃金改正等に関する意見書。

このことについて別紙のとおり意見書を提出し

ます。令和元年６月19日提出、提出者、占冠村

議会議員、五十嵐正雄。賛成者、同、下川園子。

賛成者、同、大谷元江。 

 2019年度北海道最低賃金改正等に関する意見

書。北海道最低賃金の引き上げは、ワーキング

プア（働く貧困層）解消のための「セーフティ

ネット」の一つとして最も重要です。年収200万

円以下のいわゆるワーキングプアと呼ばれる労

働者は、道内でも41.3万人と、給与所得者の

24.7％に達しています。道内の全労働者233万人

（内パート労働者67.5万人）の内、37万人を超

える方が最低賃金に張り付いている実態にあり

ます。 

北海道地方最低賃金審議会の答申書において

も、全国平均1000円に向けた目標設定合意を５

年連続で表記しました。最低賃金が上がらなけ

れば、その近傍で働く多くの方の生活はより一

層厳しいものとなり、ひいては北海道経済の停

滞を招くことにつながりかねません。2019年度

の北海道最低賃金の改正にあたって、以下の措

置を講ずるよう強く要望します。 

 記、１、「2020年までに全国平均1000円をめざ

す」という目標を掲げた「雇用戦略対話合意」、

「経済財政運営と改革の基本方針」および「未

来投資戦略」、さらには「ニッポン一億総活躍プ

ラン」を十分尊重し、経済の自律的成長の実現

に向けて、最低賃金を大幅に引き上げること。 

２、設定する最低賃金は、経験豊富な労働者

の時間額が、道内高卒初任給（時間額980円）を

下回らない水準に改善すること。 

３、厚生労働省のキャリアアップ助成金など

各種助成金を有効活用した最低賃金の引き上げ

を図ること。同時に、中小企業に対する支援の

充実と安定した経営を可能とする実効ある対策

をはかるよう国に対し要請すること。 

以上、地方自治法第99条の規定により提出す

る。令和元年６月19日、北海道勇払郡占冠村議
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会議長、相川繁治。意見書提出先、北海道労働

局長、北海道地方最低賃金審議会長。以上、提

案いたします。 

○議長（相川繁治君） 意見書案第４号につい

ては、小林潤君。 

○６番（小林 潤君） 意見書案第４号、2020

年度地方財政の充実・強化を求める意見書。こ

のことについて別紙のとおり意見書を提出しま

す。令和元年６月19日提出、提出者、占冠村議

会議員、小林潤。賛成者、同、山本敬介。賛成

者、同、児玉真澄。読み上げて提案いたします。 

 2020年度地方財政の充実・強化を求める意見

書。地方自治体は、子育て支援策の充実と保育

人材の確保、高齢化が進行する中での医療・介

護などの社会保障への対応、地域交通の維持な

ど、果たす役割が拡大する中で、人口減少対策

を含む地方版総合戦略の実行や大規模災害を想

定した防災・減災対策の実施など、新たな政策

課題に直面しています。 

 一方、地方公務員をはじめとした公的サービ

スを担う人材が限られる中で、新たなニーズへ

の対応と細やかな公的サービスの提供が困難と

なっており、人材確保を進めるとともに、これ

に対応し得る地方財政の確立をめざす必要があ

ります。 

 政府の「骨太2018」では「（地方の）一般財源

総額について2018年度地方財政計画の水準を下

回らないよう実質的に同水準を確保する」とさ

れ、2019年度の地方財政計画でも、一般財政総

額は62兆7072億円（前年比+1.0%）となり過去最

高水準となりました。 

 しかし、一般財源総額の増額分も、幼児教育

の無償化などの国の政策に対応する財源を確保

した結果であり、社会保障費関連をはじめとす

る地方の財政需要に対応するためには、さらな

る地方財政の充実・強化が求められています。 

2020年度の政府予算と地方財政の検討にあたっ

ては、歳入・歳出を的確に見積もり、人的サー

ビスを主とした社会保障関連予算の充実と地方

財政の確立をめざすことが必要です。そのため、

政府に以下の事項の実現を求めます。 

 記、１、社会保障、災害対策、環境対策、地

域交通対策、人口減少対策など、増大する地方

自治体の財政需要を的確に把握し、これに対応

し得る地方一般財源総額の確保をはかること。 

２、2020年度から施行される会計年度任用職

員制度の構築・運用にあたっては、改正法の主

旨である処遇改善を行うための財源が必要であ

り、その確保を確実に行うこと。 

３、子ども・子育て支援新制度、地域医療の

確保、地域包括ケアシステムの構築、生活困窮

者自立支援、介護保険制度や国民健康保険制度

の見直しなど、急増する社会保障ニーズへの対

応と人材を確保するための社会保障関連予算の

確保および地方財政措置を的確に行うこと。と

りわけ、幼児教育の無償化に伴う地方負担分の

財源確保を確実に行うこと。 

４、「まち・ひと・しごと創生事業費」として

確保されている1兆円について、引き続き同規模

の財源を確保すること。 

５、森林環境譲与税の譲与基準については、

地方団体と協議を進め、林業需要の高い自治体

への譲与額を増大させるよう見直しを行うこと。 

６、地方交付税における「トップランナー方

式」の導入は、地域によって人口規模・事業規

模の差異、各自治体における検討経過や民間産

業の展開度合いの違いを無視して経費を算定す

るものであり、廃止にむけ検討すること。 

７、地域間の財源偏在性の是正のため、偏在

性の小さい所得税・消費税を対象に国税から地

方税への税源移譲を行うなど、抜本的な解決策

の協議を行うこと。同時に、各種税制の廃止、

減税を検討する際には、自治体財政に与える影

響を十分検証した上で、代替財源の確保をはじ
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め、財政運営に支障が生じることのないよう対

応をはかること。 

８、地方交付税の財源保障機能・財政調整機

能の強化をはかり、市町村合併の算定特例の終

了を踏まえた新たな財政需要の把握、小規模自

治体に配慮した段階補正の強化などの対策を講

じること。 

９、2019年度の地方財政計画では依然として4

兆円規模の財源不足が生じていることから、地

方交付税の法定率を引き上げ、臨時財政対策債

に頼らない地方財政を確立すること。 

10、自治体の基金残高を、地方財政計画や地

方交付税に反映させないこと。 

以上、地方自治法第99条の規定に基づき、提

出する。令和元年６月19日、北海道勇払郡占冠

村議会議長、相川繁治。意見書提出先ですけど

も、内閣総理大臣ほか記載のとおりでございま

す。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（相川繁治君） 意見書案第５号につい

ては、下川園子君。 

○５番（下川園子君） 意見書案第５号、「子ど

もの貧困」解消など教育予算確保・拡充と就学

保障、義務教育費国庫負担制度堅持・負担率1/2

への復元、教職員の超勤・多忙化解消・「30人以

下学級」の実現に向けた意見書。このことにつ

いて別紙のとおり意見書を提出いたします。令

和元年６月19提出、提出者、占冠村議会議員、

下川園子。賛成者、同、五十嵐正雄。賛成者、

同、小林潤。要約して提出いたします。 

子どもの貧困」解消など教育予算確保・拡充

と就学保障、義務教育費国庫負担制度堅持・負

担率1/2への復元、教職員の超勤・多忙化解消・

「30人以下学級」の実現に向けた意見書。義務

教育費国庫負担率が1/2から1/3になったことで、

定数内期限付採用や非常勤教職員が増加し、教

職員定数の未充足などの状況が顕著になってい

る中、文科省は2019年度分2615人増の要求を行

いましたが、1456人の定数増にとどまりました。 

子どもたちへのきめ細やかな教育のためにも、

教職員定数を抜本的に改善するなど、教職員の

超勤・多忙化解消が不可欠です。そのため、今

後も、自治体議会意見書などにより、各級段階

から多くの声をあげていくことが必要です。 

17年９月に厚労省が発表した2016年の「国民

生活基礎調査」では、18歳未満の子どもがいる

世帯の子どもの貧困率は13.9％、ひとり親世帯

は50.8%％と、依然として７人に１人の子どもが

貧困状態にあります。 

このような状況にあるにもかかわらず、教育

現場では、未だに地方財政法で「住民に負担を

転嫁してはならない」としている人件費、旅費

をはじめ、校舎等の修繕費がＰＴＡ会計などの

私費から支出されている実態や、給食費、修学

旅行費、テストやドリルなどをはじめとする教

材費などの私費負担も依然として減少せず、地

方交付税措置されている教材費や図書費につい

ても自治体でその措置に格差が生じています。 

さらに、生活扶助費の切り下げによる就学援

助制度の改悪や「高校授業料無償制度」への所

得制限、さらには「給付型奨学金」は対象者が

限定されていることから有利子「奨学金制度」

を利用せざるを得ない子どもたちが、返済に悩

み苦しむなど、家庭・子どもの「貧困と格差」

は改善されず、経済的な理由で進学・就学を断

念するなど「教育の機会均等」は崩され、学習

権を含む子どもの人権が保障されない状況とな

っています。子どもたちは、住む地域や環境に

関係なく平等に教育を受ける権利を有していま

す。その保障のためには、国による教育予算の

確保と拡充が必要です。 

これらのことから、国においては、義務教育

費無償、義務教育費国庫負担制度の堅持、当面

負担率1/2への復元、早急に実効性のある教職員

の超勤・多忙化解消の実現など、教育予算の確
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保・拡充、就学保障の充実をはかるよう要請し

ます。 

 記、１、国の責務である教育の機会均等・水

準の最低保障を担保するため、義務教育費を無

償とするよう、また、義務教育費国庫負担制度

の堅持、当面、義務教育国庫負担金の負担率を

1/2に復元されるよう要請します。 

２、「30人以下学級」の早期実現にむけて、小

学校１年生～中学校３年生の学級編成標準を順

次改定すること。また、地域の特性にあった教

育環境整備・教育活動の推進、住む地域に関係

なく子どもたちの教育を保障するため、義務標

準法改正を伴う計画的な教職員定数改善の早期

実現、教頭・養護教諭・事務職員の全校配置の

実現のため、必要な予算の確保・拡充を図るよ

う要請します。 

３、給食費、修学旅行費、教材費など保護者

負担の解消、図書費など国の責任において教育

予算の十分な確保、拡充を行うよう要請します。 

４、就学援助制度・奨学金制度の更なる拡大、

高校授業料無償化など、就学保障の充実に向け、

国の責任において予算の十分な確保、拡充を図

るよう要請します。 

５、高校授業料無償制度への所得制限撤廃と

ともに、朝鮮学校の授業料無償化適用除外撤回

を実現するよう要請します。 

以上、地方自治法第99条の規定に基づき、提

出する。令和元年６月19日、北海道勇払郡占冠

村議会議長、相川繁治。意見書提出先、衆議院

議長、参議院議長以下記載のとおりです。以上、

よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 

○議長（相川繁治君） これから質疑を行いま

す。質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（相川繁治君） 質疑なしと認めます。

これで質疑を終わります。 

 討論を省略します。 

これから意見書案第２号、新たな過疎対策法

の制定に関する意見書の件を採択します。 

お諮りします。 

本案は原案のとおり決定することにご異議あ

りませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（相川繁治君） 異議なしと認めます。 

したがって、本案は原案のとおり可決されま

した。 

これから意見書案第３号、2019年度北海道最

低賃金改正等に関する意見書の件を採択します。 

お諮りします。 

本案は原案のとおり決定することにご異議あ

りませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（相川繁治君） 異議なしと認めます。 

したがって、本案は原案のとおり可決されま

した。 

これから意見書案第４号、2020年度地方財政

の充実・強化を求める意見書の件を採択します。 

お諮りします。 

本案は原案のとおり決定することにご異議あ

りませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（相川繁治君） 異議なしと認めます。 

したがって、本案は原案のとおり可決されま

した。 

これから意見書案第５号、「子どもの貧困」解

消など教育予算確保・拡充と就学保障、義務教

育費国庫負担制度堅持・負担率1/2への復元、教

職員の超勤・多忙化解消・「30人以下学級」の実

現に向けた意見書の件を採択します。 

お諮りします。 

本案は原案のとおり決定することにご異議あ

りませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（相川繁治君） 異議なしと認めます。 
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したがって、本案は原案のとおり可決されま

した。 

 

◎日程第18 議員派遣 

○議長（相川繁治君） 日程第18、議員派遣の

件を議題とします。 

お諮りします。 

議員派遣の件につきまして、お手元に配布し

たとおりご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（相川繁治君） 異議なしと認めます。 

よって議員派遣の件は、お手元に配布したと

おり決定しました。 

 

◎日程第19 閉会中の継続調査・所管事務調査

申出 

○議長（相川繁治君） 日程第19、閉会中の継

続調査・所管事務調査申出の件を議題とします。 

 議会運営委員長及び総務産業常任委員長から、

会議規則第74条の規定により、お手元に配布し

た申出書のとおり、閉会中の継続調査・所管事

務調査の申出がありました。 

 お諮りします。 

委員長から、申出のとおり閉会中の継続調

査・所管事務調査とすることにご異議ありませ

んか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（相川繁治君） 異議なしと認めます。 

 したがって、委員長から申出のとおり、閉会

中の継続調査所管事務調査とすることに決定し

ました。 

しばらく休憩いたします。 

休憩 午前11時37分 

再開 午前11時47分 

 

◎追加日程の決定 

○議長（相川繁治君） 休憩前に引き続き会議

を開きます。 

 お諮りします。 

ただいま、村長から議案第13号、工事請負契

約を締結することについての件が提出されまし

た。これを日程に追加し、追加日程第１として

議題にしたいと思います。ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（相川繁治君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第13号を日程に追加し、追

加日程第１として議題とすることに決定しまし

た。 

 

◎追加日程第１ 議案第13号 

○議長（相川繁治君） 追加日程第１、議案第

13号、工事請負契約を締結することについての

件を議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。福祉子育て支援

課長、木村恭美君。 

○福祉子育て支援課長（木村恭美君） 提案理

由の説明を申し上げる前に１点、訂正をお願い

いたします。ただいまお配りしました要旨に記

載のあります契約相手方は、橋本川島・川端経

常建設共同企業体と記載されておりますが、株

式会社橋本川島コーポレーションの誤りでござ

います。訂正いたしますのでよろしくお願いい

たします。 

 議案第13号、工事請負契約を締結することに

ついて、提案の理由を申し上げます。次のとお

り、工事請負契約を締結するため、地方自治法

第96条第１項第５号及び議会の議決に付すべき

契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２

条の規定により議会の議決を求めるものでござ

います。 

 内容でございます。契約の目的、占冠保育所

新築工事でございます。契約方法、指名競争入

札。契約金額、３億4430万円。契約相手方、橋

本川島・川端経常建設共同企業体。代表者、旭
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川市旭町２条７丁目12番地90、株式会社橋本川

島コーポレーション、代表取締役、橋本毅。以

上、ご提案申し上げますのでご審議くださいま

すようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（相川繁治君） これで提案理由の説明

を終わります。 

これから質疑を行います。質疑はありません

か。 

 ２番、藤岡幸次君。 

○２番（藤岡幸次君） 単純な質問になるかも

しれません。中身に稚拙なところがあればお詫

び申し上げて質問に入ります。保育所の新築工

事ということで、この工事期間は既に決まって

いるかと思うんですけれども、いつ着工のいつ

終了か、お伺いしたいと思います。 

○議長（相川繁治君） 福祉子育て支援課長、

木村恭美君。 

○福祉子育て支援課長（木村恭美君） 藤岡議

員のご質問にお答えいたします。ただいま提案

しております保育所新築工事でございますが、

今の段階では仮契約の状態でございます。この

議決をもって契約ということになる予定であり

ますので、議決された後に本契約となりまして、

工期は３月10日までとしております。以上です。 

○議長（相川繁治君） ほかに質疑はありませ

んか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（相川繁治君） 質疑なしと認めます。

これで質疑を終わります。 

 これより討論を行います。討論はありません

か。 

（「なし」の声あり） 

○議長（相川繁治君） 討論なしと認めます。

これをもって、討論を終わります。 

 これから、議案第13号、工事請負契約を締結

することについての件を採決します。 

 本案は原案のとおり決定することにご異議あ

りませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（相川繁治君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第13号は原案のとおり可決

されました。 

 

◎閉会の議決 

○議長（相川繁治君） お諮りします。以上を

もって、本定例会に付議された案件は全て終了

しました。 

 したがって、会議規則第７条の規定によって

本日で閉会したいと思います。 

 ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（相川繁治君） 異議なしと認めます。 

 したがって、本定例会は、本日で閉会するこ

とに決定しました。 

 

◎閉会宣言 

○議長（相川繁治君） これで、本日の会議を

閉じます。令和元年第３回占冠村議会定例会を

閉会します。 

            閉会 午前11時56分 
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 地方自治法第123条第２項の規定により署名する。 

 

令和  元  年 ７ 月 ３ 日  

占冠村議会議長     相 川 繁 治 

（署 名 議 員） 

占冠村議会議員     大 谷 元 江 

 

占冠村議会議員     藤 岡 幸 次 

 

 

 


